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１、開催年月日時刻及び場所 

  令和８年３月１１日 

自   午後  １時５９分 

至   午後  ４時３４分 

於   委 員 会 室 １ 

 
 

２、出席委員の氏名 

初手 安幸 委員長(分科会長) 

永安 健次 副委員長(副会長) 

山口 初實 委 員 

近藤 智昭  〃   

大場 博文  〃   

山下 博史  〃   

赤木 幸仁  〃   

白川 鮎美  〃   

畑島 晃貴  〃   

虎島 泰洋  〃   

 
 

 

３、欠席委員の氏名 

本多 泰邦 委 員 

 
 

 

４、委員外出席議員の氏名 

な   し  

 
 

  

５、県側出席者の氏名 

陣野 和弘 秘書・広報戦略部長 

黒島  航 秘書課長（参事監） 

永川 慎吾 ながさきＰＲ戦略課長 

松浦 浩二 広 報 課 長 
 
 

中尾 正英 総 務 部 長 

猿渡 圭子 総 務 部 次 長 

小林 陽子 総 務 文 書 課 長 

     
桒原  恵 県民センター長 

徳永 真一 人 事 課 長 

井手美和子 新行政推進室長 

岸川 康博 職 員 厚 生 課 長 

髙橋  圭 財 政 課 長 

赤尾 美望 財 政 課 企 画 監 

森  祐子 管 財 課 長 

坂本 将志 管 財 課 企 画 監 

田端 健二 税 務 課 長 

田島 義史 税 務 課 企 画 監 

佐藤 荒樹 債 権 管 理 室 長 

湯川 亮一 スマート県庁推進課長 

江口 詔一 スマート県庁推進課企画監 

本村  篤 総務事務センター長 
 
 

渡辺 大祐 地 域 振 興 部 長 

峰松 茂泰 
地域振興部政策監 

（離島・半島・過疎対策担当）  

南澤 佑典 地域振興部次長兼交通政策課長  

椎名 大介 
地域振興部参事監 
（県庁舎跡地活用担当） 

梅田真由美 地域づくり推進課長 

中村  雅 
地域づくり推進課企画監 
（離島振興担当） 

小橋 和則 市 町 村 課 長 

萩田 勝則 土 地 対 策 室 長 

川口 正剛 新幹線対策課長 

松島 勝久 県庁舎跡地活用室長 

 
 

水田 隆三 警 務 部 長  

松尾 和人 会 計 課 長 

山田 恭市 生 活 安 全 部 長 

江口 正広 地 域 部 長 

平井 隆史 刑 事 部 長 



令和８年３月定例会・総務委員会（３月１１日） 

 

- 2 - 

田川 佳幸 交 通 部 長 

川本 浩二 警 備 部 長 
 
 

井手美都子 会 計 管 理 者 

山道  繁 会 計 課 長 （ 参 事 監 ） 

元村真粧美 物 品 管 理 室 長 
 
 

桑宮 直彦 監 査 事 務 局 長 

重井 健次 監 査 課 長 
 
 

小畑 英二 人事委員会事務局長 

    田邑 聡子 職 員 課 長 
 
 

小畑 英二 労働委員会事務局長（併任） 

西平 能成 調 整 審 査 課 長 
 
 

中尾美恵子 議 会 事 務 局 長 

濵口  孝 次長兼総務課長 

佐藤 隆幸 議 事 課 長 

大宮 巌浩 政 務 調 査 課 長 
  

 

６、審査の経過次のとおり 
 

― 午後 １時５９分 開会 ― 
 

【初手委員長】 ただいまから総務委員会 及び 

予算決算委員会総務分科会を開会いたします。 

 なお、本多委員から欠席する旨の届が出てお

りますので、ご了承をお願いいたします。 

まず、委員席でございますが、サイドブック

スに掲載いたしております、委員配席表のとお

り、決定いたしたいと存じますので、ご了承を

お願いいたします。 

議事に入ります前に、選任後初めての委員会

でございますので、一言ご挨拶を申し上げます。 

このたびの改選によりまして、総務委員会の

委員長を仰せつかりました 初手安幸でござい

ます。永安副委員長をはじめ、各委員や理事者

の皆様方のご指導とご協力を賜りながら、公正

かつ円滑な委員会運営に努めてまいりたいと思

いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

さて、本委員会は、秘書・広報戦略部をはじ

め、企画部、総務部、危機管理部、地域振興部、

出納局・各種委員会事務局、及び、警察本部を

所管しており、広範囲にわたる行政課題を審査

の対象とし、現下の厳しい財政状況の中にあっ

て、より効率的かつ効果的な事業執行の検証が

求められているところでございます。 

また、所管部局における重要課題としまして

は、 

・ながさきブランディングの情報発信 

・ドローンの社会実装等の推進 

・ＵＩターンの促進 

・国境離島地域の推進 

・九州新幹線西九州ルートの整備促進 

・防災対策 

など、多岐に渡る課題がありますが、いずれに

おきましても、県政の喫緊の課題であり、本委

員会の役割は、ますます重要性を増していると

認識をいたしております。 

これから一年間、微力ではございますが、本

県の総務委員会所管行政の進展に取り組んでま

いりますので、永安副委員長をはじめ、委員の

皆様方、並びに理事者の皆様方におかれまして

は、山積する課題の解決に向け、積極的に論議

を深めていただくことをお願いし、皆様方から

のご指導とご鞭撻を賜りますことを、重ねてお

願い申し上げ、誠に簡単でありますが、私の挨

拶といたします。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 
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（拍手） 

 それでは、私から副委員長並びに委員の皆様 

方をご紹介いたします。 

〔各委員紹介〕 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

 次に、理事者の挨拶及び紹介を受けたいと 

思います。 

【中尾総務部長】総務委員会所属の各部局を代

表いたしまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

令和８年度は、「長崎県総合計画みんなの未

来図２０３０」の初年度であり、計画の基本理

念である「ながさきの誇りと希望を力に、みん

なで夢あふれる未来をひらく」の実現に向け、

県民一人ひとりが主体となって「新しい長崎県」

づくりに参画いただく「県民総ぐるみの計画」

として、県民や市町、関係団体の皆様など多様

な主体と連携しながら、実効性ある施策を積極

的に推進してまいります。  

いくつもの部局が所属する本委員会では、大

変幅広い分野にわたり、県が抱える重要課題に

つきましてご審議をいただくことになっており

ます。  

初手委員長、永安副委員長をはじめ、各委員

の皆様のご指導、ご協力を賜りながら、県内外

の多方面から選ばれる「新しい長崎県づくり」

の実現に向け、より一層全力を上げて取り組ん

でまいりますので、よろしくお願い申し上げま

す。 

引き続き、総務委員会所属の各部局長をご紹

介いたします。 

〔各幹部職員紹介〕 

以上でございます。どうぞよろしくお願いいた

します。 

【初手委員長】 ありがとうございました。 

 それでは、これより議事に入ります。 

 まず会議録署名委員を、慣例によりまして、 

私から指名させていただきます。 

 会議録署名委員は、白川委員、虎島委員のご

両人にお願いいたします。 

今回の議題は、 

・総務行政所管事務について 

・第65号議案「令和７年度 長崎県一般会計 

補正予算 第１０号」のうち関係部分の審査 

について 

・令和８年３月定例会における本委員会の審 

査内容等について、であります。 

次に、審査方法について、お諮りいたします。 

審査方法につきましては、サイドブックスに

掲載しております審査順序のとおり、委員会を

協議会に切り替え、関係部局の所管事務の概要

説明を受けることといたします。 

 なお、本日中に、関係部局すべての説明を終

えることができないため、明日12日（木）に引

き続き説明を受けることとし、終了後、第65号

議案「令和７年度 長崎県一般会計補正予算 第

１０号」のうち関係部分について分科会審査を

行い、その後、令和８年３月定例会における本

委員会の審査内容 案について委員間討議を行

うこととしたいと存じますが、ご異議ございま 

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

ご異議ないようですので、そのように進める

ことにいたします。 

なお、概要説明におけるご質問等につきまし

ては、今回は、説明の中で、特に理解しにくか

った点についての質問にとどめ、具体的な質問

につきましては、各課へ個別に質問していただ

くか、３月２３日からの委員会の中で行うこと

にしたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

それでは、ただいまから、委員会を協議会に

切り替えます。理事者入れ替えのため、しばら
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く休憩いたします。入れ替わり次第、協議会を

開始します。 
 

― 午後 ２時 ８分 休憩 ― 

― 午後 ４時３４分 再開 ― 
 

【初手委員長】 委員会を再開いたします。 

 本日はこれにてとどめ、明日１２日木曜日は

午前１０時より委員会を再開し、企画部部関係

の説明を受けることといたします。 

本日は大変お疲れ様でした。 
 

― 午後 ４時３４分 散会 ― 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月１２日 
（関係部局所管事務概要説明） 
（経済対策補正予算審査） 

（委員間討議） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和８年３月定例会総務委員会・予算決算委員会総務分科会（３月１２日） 

- 5 - 

１、開催年月日時刻及び場所 

  令和８年３月１２日 

自  午前 ９時５８分 

至  午前１１時１９分 

於  委 員 会 室 １ 
 
 

２、出席委員の氏名 

初手 安幸 委員長（分科会長） 

永安 健次 副委員長（副会長） 

山口 初實 委 員 

近藤 智昭  〃   

大場 博文  〃   

山下 博史  〃   

赤木 幸仁  〃   

白川 鮎美  〃   

畑島 晃貴  〃   

虎島 泰洋  〃   
 

 

３、欠席委員の氏名 

本多 泰邦 委 員   
 
 

４、委員外出席議員の氏名 

な  し 
 

 
 

５、県側出席者の氏名 

早稲田智仁 企 画 部 長 

川端 博子 企 画 部 次 長 

内田 正樹 政 策 企 画 課 長 

川瀬 泰介 
政策企画課企画監 

（総合計画・総合戦略担当）  
 
 

中尾 正英 総 務 部 長 

猿渡 圭子 総 務 部 次 長 

髙橋  圭 財 政 課 長 

 

 

今冨 洋祐 危 機 管 理 部 長 

坂木 勇夫 危機管理対策監 

飛永 琢也 防 災 企 画 課 長 

 
 

渡辺 大祐 地 域 振 興 部 長  

南澤 佑典 地域振興部次長兼交通政策課長 

川口 正剛 新幹線対策課長 

 
 

６、審査事件の件名 
 

○予算決算委員会（総務分科会） 

第65号議案 

 令和7年度長崎県一般会計補正予算（第10号）

（関係分） 
 
 

７、審査の経過は次のとおり 
 

― 午前 ９時５８分 再開 ― 
 

【初手委員長】 委員会を再開いたします。 

 なお、本多委員より欠席する旨の届が出てお

りますので、ご了承をお願いいたします。昨日

に引き続き、関係部局の概要説明を受けること

といたしますので、委員会を協議会に切り替え

ます。 

 しばらく休憩いたします。 
 

― 午前 ９時５８分 休憩 ― 

― 午前１０時２７分 再開 ― 
 

【初手委員長】 委員会を再開いたします。 

 以上で、関係部局の概要説明は全て終了いた

しました。引き続き、分科会審査を行いますが、

理事者入れ替えのためしばらく休憩し、１１時

より委員会を再開いたします。しばらく休憩い

たします。 
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― 午前１０時２７分 休憩 ― 

― 午前１１時００分 再開 ― 
 

 

【初手委員長】 委員会を再開いたします。 

【初手分科会長】 これより、第65号議案、令和

7年度長崎県一般会計補正予算（第10号）のうち

関係部分について、分科会による審査を行いま

す。 

 なお、理事者の出席につきましては、付託議

案に関係する範囲とし、サイドブックスに掲載

をしております配席表のとおり決定したいと存

じますので、ご了承をお願いいたします。 

 また、本日審査する議案は、「「国の強い経

済」を実現する総合経済対策に伴うものであり、

明日の予算決算委員会及び本会議において審議

することとなっておりますので、ご協力をよろ

しくお願いをいたします。 

 それでは、予算議案を議題といたします。 

 まず、企画部長より予算議案の説明を求めま

す。 

【早稲田企画部長】 企画部関係の議案について

ご説明いたします。 

 企画部の予算決算委員会総務分科会関係議案

説明資料をお開き願います。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第65号議案「令和7年度長崎県一般会計補正予算

（第10号）」のうち関係部分であります。 

 歳入予算は123億1,098万7,000円の増となっ

ております。今回の補正予算は、国において決

定された「「強い経済」を実現する総合経済対

策」に沿って令和7年12月16日に成立した国の補

正予算に適切に対処するため、必要な予算を追

加しようとするものであり、他部局で歳出予算

を計上しております物価高騰対応重点支援地方

創生臨時交付金を活用した事業に対応して、政

策企画課において、歳入予算を計上するもので

あります。 

 なお、その内訳については、別紙の補足説明

資料、「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交

付金充当事業一覧」のとおりであります。 

 以上をもちまして、企画部関係の説明を終わ

ります。よろしくご審議を賜りますようお願い

申し上げます。 

【初手分科会長】 次に、総務部長より予算議案

の説明を求めます。 

【中尾総務部長】 おはようございます。 

 総務部関係の議案についてご説明いたします。 

 総務部の予算決算委員会総務分科会関係議案

説明資料の2ページをお開きください。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第65号議案「令和7年度長崎県一般会計補正予算

（第10号）」のうち関係部分であります。 

 今回の補正予算は、国において決定された

「「強い経済」を実現する総合経済対策」に沿

って、令和7年12月16日に成立した国の補正予算

等に適切に対処するため、必要な予算を計上し

ようとするものであります。 

 歳入予算は繰入金2億2,459万8,000円の増、県

債3億7,100万円の増、合計5億9,559万8,000円の

増となっております。 

 以上をもちまして、総務部関係の説明を終わ

ります。よろしくご審議を賜りますようお願い

いたします。 

【初手分科会長】 次に、危機管理部長より予算

議案の説明を求めます。 

【今冨危機管理部長】 危機管理部関係の議案に

ついてご説明いたします。 

 予算決算委員会総務分科会関係議案説明資料、

危機管理部の2ページをお開きください。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、
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第65号議案「令和7年度長崎県一般会計補正予算

（第10号）」のうち関係部分であります。 

 今回の補正予算は、国において決定された

「「強い経済」を実現する総合経済対策」に沿

って、令和7年12月16日に成立した国の補正予算

に適切に対処するため、必要な予算を追加しよ

うとするものであり、歳入予算で、国庫支出金

6,604万8,000円の増、歳出予算で、防災費1,419

万5,000円の増を計上いたしております。 

 この歳出予算の内容についてご説明いたしま

す。 

 地域防災緊急整備事業費について、避難所に

おける生活環境の改善に必要な資機材の整備に

要する経費として、703万4,000円の増を計上い

たしております。 

 次に、原子力災害対策整備事業費について、

放射線防護施設の換気設備更新に要する経費と

して、716万1,000円の増を計上いたしておりま

す。 

 次に、繰越明許費についてご説明いたします。 

 今回、繰越明許費として、地域防災緊急整備

事業費703万4,000円、原子力災害対策整備事業

費716万1,000円を計上いたしております。 

 これらは、国の地域未来交付金などを活用し、

経済対策補正により実施する事業であり、年度

内に適正な事業期間を確保できないことから、

繰越明許費を設定するものであります。 

 以上をもちまして、危機管理部関係の説明を

終わります。よろしくご審議を賜りますようお

願いいたします。 

【初手分科会長】 次に、地域振興部長より予算

議案の説明を求めます。 

【渡辺地域振興部長】 おはようございます。 

 地域振興部関係の議案についてご説明いたし

ます。 

 予算決算委員会総務分科会関係議案説明資料、

地域振興部の2ページをお開き願います。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第65号議案「令和7年度長崎県一般会計補正予算

（第10号）」のうち関係部分であります。 

 今回の補正予算は、国において決定された

「「強い経済」を実現する総合経済対策」に沿

って、令和7年12月16日に成立した国の補正予算

に適切に対処するため、必要な予算を追加しよ

うとするものであります。 

 歳入予算は、国庫支出金8,466万7,000円の増、

歳出予算は、企画費2億7,933万3,000円の増とな

っております。歳入予算の内容は、社会資本整

備総合交付金であります。 

 歳出予算の内容ですが、人手不足等で厳しい

環境に置かれる公共交通事業者の経営効率化や

増加する訪日外国人の受入れ環境整備に資する

交通ＤＸの取組を支援するための経費の増、そ

れから、燃油物価高騰の影響を受けている航空

会社への支援を行い、長崎空港発着の航空ネッ

トワークの利用促進を図るとともに、県外、国

外から観光利用を促進するための経費の増、そ

して長崎本線の維持管理経費等に係る負担金の

増を記載のとおり計上いたしております。 

 次に、3ページをご覧願います。 

 繰越明許費については、繰り返しになります

が公共交通事業者の経営効率化や増加する訪日

外国人の受入れ環境整備に資する交通ＤＸの取

組を支援するための経費及び長崎空港発着の航

空ネットワークの利用促進を図るとともに県外、

国外からの観光利用を促進するための経費並び

に長崎本線の維持管理経費等に係る負担金であ

りますが、今回、補正予算に計上しております

予算につきましては、年度内に適正な事業期間

が確保できないことから、企画費2億7,933万
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3,000円について繰越明許費を設定しようとす

るものであります。 

 以上をもちまして地域振興部関係の説明を終

わります。よろしくご審議を賜りますようお願

い申し上げます。 

【初手分科会長】 以上で説明が終わりましたの

で、これより予算議案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

【山下委員】 皆さん、お疲れさまです。 

 経済対策補正ということで、危機管理部の方

の分で、二本立てだと思いますが、地域防災緊

急整備事業費ということで700万円ちょっとと、

それから2本目が原子力災害対策整備事業費と

いうことで、またこれも700万円ちょっとという

ことで、横長の説明資料にも避難所の生活環境

改善に必要な資機材等を整備すると、2つ目が原

子力災害に備えて換気設備を更新していくとい

うことで記載があります。 

 当初予算等で整備をして、追加の分だと思う

んですけれども、ここに書かれてること以上の

ことを少し具体的にご説明をいただければと。 

【飛永防災企画課長】 地域防災緊急整備事業費

として703万4,000円を今回、補正予算として計

上させていただいております。 

 こちらにつきましては、危機管理部の所管分

としては、避難所の生活環境の改善に必要な資

機材の整備ということで記載してございますけ

れども、これとは別に教育環境整備課の方でこ

の交付金を活用されまして、指定避難所となっ

ている県立中学、高校の体育館等にスポットク

ーラーを整備することとなってございます。 

 こちらの金額が約1億1,000万円ほどになりま

す。交付金の上限額が1億2,000万円でございま

すので、このスポットクーラーの整備に必要な

経費プラス危機管理部の700万円ほど、この合計

で上限額約1億2,000万円を使うという形で、今

回、補正予算要求を出しているところでござい

ます。 

 昨年度におきましては、この同様の交付金を

活用いたしまして、テント式パーティションの

ほかにトイレカーでございますとか、ヘリコプ

ター離発着場所における使用可能な機種選定に

必要な調査、あるいは港湾漁港の台帳整備等々

を行ったところでございます。 

【山下委員】 1番目のところにつきましては、

教育環境整備課とも連携して中学、高校の体育

館にスポットクーラー等を整備する、それプラ

ス、テント式のパーティションというのを防災

企画課さんの方で資機材を整備していくという

のがよく分かりました。 

 2番目の原子力災害の方の対策の換気設備の

方、少し具体的にご説明をいただければと思い

ます。 

【飛永防災企画課長】 今回整備いたします換気

施設についてでございます。 

 まず、放射線防護施設についてでございます

が、こちらは原子力災害時に、天候や地理的な

条件などにより孤立化する可能性が高い地域に

おいて、一定期間、屋内退避を継続するために

設置した施設でございます。 

 この放射線防護施設には吸入による内部被ば

くを低減させるため、施設の中の気圧を高めて

放射性物質の流入を防ぐ換気設備を併設する必

要がございます。この換気施設につきましては、

強制的に施設内の気圧を上げるために、微粒子

を除去するフィルターを通して外気を取り入れ

ることになります。そして、この換気用フィル

ターにつきましては、性能維持のため、定期的

に交換する必要があるため、今回、5つの施設に

ついて更新を行おうとするものでございます。 
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【山下委員】 ご説明ありがとうございました。 

 これらの5つの施設ということでありますけ

れども、具体的に県内のどういった箇所に想定

をされているのか、更新される予定なのかをご

説明いただきたいと思います。 

【飛永防災企画課長】 放射線防護施設につきま

しては、県内の2次離島などに合計10か所ござい

ます。その中で、昨年、令和6年度におきまして

2か所のフィルター交換を行いました。平戸市の

大島、それから同じく平戸市の度島の放射線防

護施設についてフィルター交換を行っておりま

す。 

 令和7年度につきましては、松浦の福島、それ

から、同じく松浦の黒島、それから壱岐市の三

島の大島の放射線防護施設についてフィルター

を交換するとともに、昨年フィルターを交換し

ました平戸市の大島、度島につきまして、フィ

ルター交換は昨年完了しておりますが、ファン

ベルトにつきまして傷みが生じておりましたこ

とから、これにつきまして交換をするものでご

ざいます。合計5か所につきまして交換等を行う

ものでございます。 

【山下委員】 ご説明ありがとうございました。

よく分かりました。 

 恐らく、2次離島ということでありますので、

ヘリで救助というか、搬送する前の一時的な避

難所が恐らく2次離島の中でないと、あまりない

ということの中で、換気施設をきちっと整備し

たところに避難していただくというような趣旨

で、この施設整備をされているのではないかな

というふうに理解ができました。 

 いずれにしましても、防災の備えっていうの

は本当に大変大事なことでありますので、引き

続き、県内で未整備のところもあるかと思いま

すけれども、いろいろな国の予算を活用しなが

ら、引き続き整備を進めていただければという

ふうに思っております。ありがとうございまし

た。 

【初手分科会長】 ほかに質疑はございませんか。 

【虎島委員】 ありがとうございます。 

 私も地域防災緊急整備事業費についてお伺い

いたします。 

 今回、1.5次避難所向けのテント式パーティシ

ョンを購入すると、整備するというようなお話

でしたけども、県内のこの1.5次避難所の想定さ

れる個数とか、件数とか、場所、地域性があれ

ば教えてください。 

【飛永防災企画課長】 1.5次避難所につきまし

ては、能登半島地震におきましては、被災者の

避難所が大変苛酷な状況にあったことから、高

齢者や障害者などの要配慮者がホテルや旅館な

どの2次避難所へ移動するまでの一時的な滞在

先として、1.5次避難所が設置されておったとい

うことでございます。 

 石川県におきましては、この際に、ほとんど

被災がなかった金沢市にございます、いしかわ

総合スポーツセンターなどにこの1.5次避難所

が設置されたとお伺いしているところでござい

ます。 

 本県におきまして、この1.5次避難所を設置す

るといたした場合には、分散して長崎市、それ

から県央、県北などに設置することを想定して

ございます。 

【虎島委員】 ありがとうございます。 

 県内幾つか主要な場所に1.5次避難所を開設

する予定であるというふうに理解をいたしまし

た。 

 今回、700万円を使って203個のテント式パー

ティションを導入するということですけれども、

想定される必要なパーティションの個数は充当
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できているのかどうかというところを教えてく

ださい。 

【飛永防災企画課長】 1.5次避難所のテント式

パーティションの数につきましては、先ほど申

し上げました3か所において使用するテント式

パーティションの数を試算をいたしてございま

す。 

 試算の方法といたしましては、能登半島地震

のいしかわ総合スポーツセンターでテント式パ

ーティションが設置されていた際のその面積規

模に合わせて算定をいたしました。 

 県内の3か所に設置した場合には、同様にこの

面積で計算をいたしまして、合計603個が必要だ

と試算をいたしてございます。昨年同様に補正

予算におきましてテント式パーティション400

個を整備いたしましたので、今回につきまして

は、残り203個について整備するものでございま

す。 

【虎島委員】 ありがとうございます。 

 想定される必要個数はもう今回で全て満たさ

れるというふうに理解をいたしました。 

 これは、面積により試算されるということで

すけども、人数、キャパシティーの問題で面積

に応じて人数が決まってくると思うんですけど、

1.5次避難所に入るであろう人数の想定という

のはできるものなんでしょうか。 

【飛永防災企画課長】 いしかわ総合スポーツセ

ンターにおきまして、テント式パーティション

が250個置かれております。メインアリーナの面

積は3,680平米と聞いておりますので、そうした

場合にテント1個当たりの面積を14.325平米と

計算をいたしまして、その計算に合わせて今回

の3つの施設の面積に応じた計算をいたしてお

ります。 

 ですから、人数ではなく、テントの数での計

算を行ってございます。 

【虎島委員】 それじゃなくて、1.5次避難所を

必要とする、避難する方の人数の想定があるか

という。 

 600個で足りるのか、そこの3つの避難所でそ

もそも足りているのか。足りないならばまた別

のところを探すのかということになると思うん

ですけれども、そういう想定をされているかど

うかという話です。 

【飛永防災企画課長】 現時点におきまして、必

要な数というものが算定されているわけではご

ざいません。 

 先ほど委員がおっしゃったとおり、足りない

場合には、ほかの施設を同様に1.5次避難所に充

てるという対応をその際に行うことになるだろ

うと考えてございます。 

【虎島委員】 ありがとうございます。 

 なかなか災害規模によって人数も変わってく

ると思うので、難しいとは思いますけども、で

きる限り避難所の環境というのをしっかりと支

えていただければと思います。 

 今回、1.5次ということですけども、1次避難

所のパーティションとか、別の問題とか多数ま

だ課題があると思いますので、どうぞよろしく

お願いいたします。 

 もう一点、交通ＤＸのことについてお伺いし

たいと思います。 

 今回、5,000万円で交通ＤＸについて補正予算

が出てますけども、これも具体的な内容につい

てお伺いいたします。 

【南澤地域振興部次長兼交通政策課長】 今回の

デジタル化の予算の具体的な内容についてご説

明を申し上げます。 

 今回の補正予算ですけれども、国の経済対策

メニューのうち、地域交通ＤＸによる生産性向
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上等に取り組む事業に対して、国と県の協調で

支援することとしておりまして、具体的な支援

内容として想定しているものを、過去の事例か

ら申しますと、例えばクレジットカードのタッ

チ決済端末の整備ですとか、スマートバス停の

整備、それから例えばタクシーの業務自動作成

システムの導入などを過去に、整備しておりま

して、今後もこういったニーズがあるのだろう

と想定をしております。 

【虎島委員】 これは、これからメニューを決め

ていくということでしょうか。 

 私、何年も前からインバウンドの受入れのた

めにタッチ決済というのは非常に重要なところ

であると思いますし、例えば空港のバスの券売

機とか、まだ現金しか対応してないというよう

な状況が続いてますので、そういった観点から

のお話です。 

【南澤地域振興部次長兼交通政策課長】 今回、

国の制度との協調補助になりますので、基本的

には国の補助対象に合わせて、県の補助対象も

決まっていくということになります。 

 今、虎島委員から例示としてございましたク

レジットカードの決済端末ですとか、あと自動

券売機といったものは対象となる予定でござい

ます。 

【虎島委員】 ありがとうございます。 

 長崎市内において、路面電車が試験的にタッ

チ決済を導入しているというふうに思います。

その利用状況とかしっかりと把握しながら、ぜ

ひ必要なところへお金つけられるように設計を

お願いしたいと思います。 

【初手分科会長】 ほかにございませんか。 

【赤木委員】 よろしくお願いいたします。 

 私は、1点だけ。地域振興部の航空対策費につ

いてお伺いをいたします。 

 この書き方ですと、燃油物価高騰の影響を受

けている航空会社への支援と。県外、国外から

の観光利用促進のための経費として6,000万円

を今回、補正予算で計上しておりますが、この

考え方として、急にホルムズ海峡の封鎖が起き

て、原油の高騰というものが起きております。

昨日もガソリンスタンドには長蛇の列ができて、

リッター当たり30円ぐらい上がるような状況が

急に起きてしまいました。 

 この補正予算ができたときには、多分その想

定というのはできてなかった上での6,000万円

の増だと思いますけど、この考え方でいうと、

例えば来年度の本予算とかが、本年度でいうと

14億1,000万円が14億7,000万円になりましたけ

ども、その金額は増えていく想定になってしま

うのかっていうのを教えていただきたいと思い

ます。 

【南澤地域振興部次長兼交通政策課長】 まず、

今回の航空会社に対する支援6,000万円という

のは、今回のイラン情勢は加味をしておりませ

ん。そこは、赤木委員のおっしゃるとおりでご

ざいます。 

 そして、今後につきましてですが、我々交通

政策課として、航空に限らず今後のエネルギー

価格について注目をしております。 

 ちょうど昨晩ですかね、政府の方から緊急的

な激変緩和措置、こちらについては航空燃料の

方も支援するということが、また、別途政府の

方が発表があったと報道に接しております。そ

して、緊急的な激変緩和措置や石油備蓄の放出

なども行う旨の発表がなされておりますので、

まずは、この今回の国のエネルギー価格対策に

よる燃油価格の変動というものをしっかりと注

視してまいりたいと考えております。 

【赤木委員】 ありがとうございます。 
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 今回、想定していなかった事態というのが起

きてまして、もちろん国の策定も私も理解はし

てますけども、どれだけ、もちろんこの航空会

社に限らず、影響が起きてくるのか、住民の生

活、もちろん産業においても影響が出てくるの

かっていうのは、やはり県としても注視してい

かなければならないことだと思いますので、私

としては、これが、ちょっと私も久々に来たも

ので増えていってしまう、この書き方ですと、

来年度予算が増えていってしまう想定なのかと

いうのはまだ分からないという回答だったんで

すか。 

【南澤地域振興部次長兼交通政策課長】 すみま

せん、はっきりと回答できなくて申し訳ござい

ませんでした。 

 今後、予算がどうなっていくかというところ

につきましては、エネルギー価格がどうなって

いくかというところを注視していかないと決め

ることができないので、今後の予算額がどうな

っていくかということについては、現時点では

まだ申し上げられません。 

【赤木委員】 ありがとうございます。分かりま

した。 

 私としては心配したのは、この原油高が実際

上がってしまうということになれば、もともと

の今年度で14億7,000万円になった予算が、もっ

と15億円とか16億円とかになってしまうのかと

いう懸念をちょっとお伺いしたかったので、ま

たそれは今後も、私も注視しながら、もちろん

住民生活、県民の皆さんの産業についても注視

しながら、いろいろ皆さんと議論していきたい

と思いますので、今後ともどうぞよろしくお願

いいたします。 

【初手分科会長】 ほかに質疑はありませんか。 

【白川委員】 私からも、地域振興部の方にお尋

ねをしたいと思います。 

 先ほどありましたデジタル化、ＤＸの内容に

ついては承知をいたしましたけども、大体何件

ぐらいを想定されているのかということと、あ

ともう一つ、航空会社の方についても何社ぐら

いを予定されているのかということを教えてく

ださい。ちょっと規模感を知りたいというとこ

ろです。 

【南澤地域振興部次長兼交通政策課長】 まず、

デジタル化の補助金の方につきまして、今回、

予算要求をするに当たって要望調査をした段階

では、二、三十件ほどの要望が上がっておりま

す。実際、何件支援をするかというところにつ

きましては、実際、申請が幾つ出てくるかとい

うところによりますので、実際の件数は変わる

可能性はありますが、現在の想定では約二、三

十件を想定しているところでございます。 

 それから、航空の方につきましては、現在、

長崎空港に就航している会社、ＡＮＡが3路線を

飛ばし、ＪＡＬが2路線を飛ばし、ソラシドエア、

ジェットスター、スカイマーク、ピーチが1路線

ずつを飛ばし、あとオリエンタルエアブリッジ

が離島路線3路線、計12路線を飛ばしておりまし

て、その12路線、各1路線ずつに対して、上限500

万円の支援を行うということで6,000万円にし

ておりますので、規模感としては、計12路線と

いう規模になります。 

【白川委員】 分かりました。ありがとうござい

ます。 

【初手分科会長】 ほかに質疑はございませんか。

よろしいですね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【初手分科会長】 ほかに質疑がないようですの

で、これをもって質疑を終了いたします。 

 次に、討論を行います。 
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 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【初手分科会長】 討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。 

 予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。 

 第65号議案のうち関係部分は原案のとおり可

決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【初手分科会長】 異議なしと認めます。 

 よって、第65号議案のうち関係部分は原案の

とおり可決すべきものと決定をされました。 

 審査結果について整理をしたいと思いますの

で、しばらく休憩をいたします。 
 

― 午前１１時１３分 休憩 ― 

― 午前１１時１４分 再開 ― 
 

【初手委員長】 再開をいたします。 

 これをもちまして、分科会の審査を終了いた

します。 

【初手委員長】引き続き、3月23日からの委員会

の審査内容等を決定するための委員間討議を行

います。 

 理事者退席のため、しばらく休憩をいたしま

す。お疲れさまでした。 
 

― 午前１１時１４分 休憩 ― 

― 午前１１時１６分 再開 ― 
 

【初手委員長】 委員会を再開いたします。 

次に、令和8年3月定例会における本委員会の

審査内容等の決定をするため、委員間討議を行

います。 

 審査方法についてお諮りをいたします。 

 審査方法は、委員会を協議会に切り替えて行

いたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【初手委員長】 ご異議ないようですので、その

ように進めることといたします。 

 それでは、ただいまから委員会を協議会に切

り替えます。 

 しばらく休憩をいたします。 
 

― 午前１１時１６分 休憩 ― 

― 午前１１時１８分 再開 ― 
 

【初手委員長】 再開いたします。 

 それでは、本日、協議いたしました委員会の

審査内容については、原案のとおり決定をされ

ましたので、理事者へ正式に通知をすることと

いたします。 

 ほかにご意見等はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【初手委員長】 ほかにご意見等がないようです

ので、これをもちまして、総務委員会及び予算

決算委員会総務分科会を終了いたします。 

 大変お疲れさまでした。ご苦労さまでした。 

 ありがとうございました。 
  

― 午前 １１時１９分 閉会 ― 
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１、開催年月日時刻及び場所 

  令和８年３月２３日 

自  午前 ９時５９分 

至  午後 ２時４８分 

於  委 員 会 室 １ 
 
 

２、出席委員の氏名 

初手 安幸 委員長(分科会長) 

永安 健次 副委員長(副会長) 

山口 初實 委 員 

近藤 智昭  〃   

大場 博文  〃   

山下 博史  〃   

赤木 幸仁  〃   

本多 泰邦  〃   

白川 鮎美  〃   

畑島 晃貴  〃   

虎島 泰洋  〃   
 

 

３、欠席委員の氏名 

な  し  
 
 

４、委員外出席議員の氏名 

な  し 
 

 
 

５、県側出席者の氏名 

水田 隆三 警 務 部 長  

松本 武敏 首 席 監 察 官 

緒方良一郎 警 務 課 長 

奥野  勝 総 務 課 長 

勝野  慎 広 報 相 談 課 長 

松尾 和人 会 計 課 長 

野原 昌明 装 備 施 設 課 長 

橋元 庄司 監 察 課 長 

園田 雅樹 厚 生 課 長 

松田 芳德 留 置 管 理 課 長 

山田 恭市 生 活 安 全 部 長 

朝末 英一 生活安全企画課長 

松尾 英樹 人身安全対策課長 

金子龍太郎 生活安全捜査課長 

奥野 春夫 サイバー犯罪対策課長 

江口 正広 地 域 部 長 

久田 庄蔵 地 域 課 長 

平井 隆史 刑 事 部 長 

松尾 文則 刑 事 総 務 課 長 

荒木  強 捜 査 第 一 課 長 

田川 誠一 捜 査 第 二 課 長 

吹田 守孝 組織犯罪対策課長 

田川 佳幸 交 通 部 長 

松尾 邦仁 交 通 企 画 課 長 

吉岡  健 交 通 指 導 課 長 

山口 秀和 交 通 規 制 課 長 

俵屋 義雄 運転免許管理課長 

川本 浩二 警 備 部 長 

古賀 新一 公 安 課 長 

山本 耕平 外 事 課 長 

細川  誠 警衛対策課長兼警備課長 

 
 

井手美都子 会 計 管 理 者 

山道  繁 
会 計 課 長 
（ 参 事 監 ） 

元村真粧美 物 品 管 理 室 長 

桑宮 直彦 監 査 事 務 局 長 

重井 健次 監 査 課 長 

小畑 英二 人事委員会事務局長 

田邑 聡子 職 員 課 長 
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小畑 英二 労働委員会事務局長(併任) 

西平 能成 調 整 審 査 課 長 

中尾美恵子 議 会 事 務 局 長  

濵口  孝 次長兼総務課長 

佐藤 隆幸 議 事 課 長 

大宮 巌浩 政 務 調 査 課 長 

 

早稲田智仁 企 画 部 長 

川端 博子 企 画 部 次 長 

山下 公誉 政 策 調 整 課 長 

内田 正樹 政 策 企 画 課 長 

寺井 芳隆 
政策企画課企画監 
（地域連携担当） 

川瀬 泰介 
政策企画課企画監 
（総合計画・総合戦略担当）  

直塚  健 デジタル戦略課長 

 
 

６、審査事件の件名 

○予算決算委員会（総務分科会） 

第1号議案 

 令和8年度長崎県一般会計予算（関係分） 

第8号議案 

 令和8年度長崎県庁用管理特別会計予算 

第11号議案 

 令和8年度長崎県公債管理特別会計予算 

第52号議案 

 令和7年度長崎県一般会計補正予算（第9号）

（関係分） 

第58号議案 

 令和7年度長崎県庁用管理特別会計補正予算

（第1号） 

第61号議案 

 令和7年度長崎県公債管理特別会計補正予算

（第1号） 

報告第1号 

 令和7年度長崎県一般会計補正予算（第8号） 
 
 

７、付託事件の件名 

○総務委員会 

（1）議 案 

第15号議案 

 長崎県公益認定等審議会条例の一部を改正す

る条例 

第16号議案 

 職員の旅費に関する条例等の一部を改正する

条例（関係分） 

第17号議案 

 長崎県個人情報の保護に関する法律施行条例

の一部を改正する条例 

第18号議案 

 長崎県行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律に基づく個

人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する

条例の一部を改正する条例 

第19号議案 

 長崎県住民基本台帳法施行条例の一部を改正

する条例 

第35号議案 

 包括外部監査契約の締結について 

第36号議案 

 契約の締結について 

 （2）請 願 

 な  し 

 （3）陳 情 

・政党機関紙の庁舎内勧誘行為の実態調査を求

める陳情書 

・地方自治法第150条に基づく内部統制制度の

実効性確保に関する陳情書 

・長崎奉行所西役所等遺跡群の調査・保存・活

用・公開・整備に関する陳情書ⅩⅩⅤ 
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８、審査の経過は次のとおり 
 

― 午前 ９時５９分 開会 ― 
 
 

【初手委員長】 ただいまから、総務委員会及び

予算決算委員会総務分科会を開会いたします。 

 それでは、これにより議事に入ります。 

 今回、本委員会に付託されました案件は、第

15号議案、長崎県公益認定等審議会条例の一部

を改正する条例ほか6件であります。そのほか陳

情3件の送付を受けております。 

 なお、予算議案及び予算に係る報告議案につ

きましては、予算決算委員会に付託されました

予算議案及び報告議案の関係部分を総務分科会

において審査することになっておりますので、

本分科会として審査をいたします案件は、第1号

議案「令和8年度長崎県一般会計予算」のうち関

係部分のほか6件であります。 

 次に、審査方法についてお諮りをいたします。 

 審査は従来どおり分科会審査、委員会審査の

順に行うこととし、部局ごとに掲載しておりま

す審査順序のとおり行いたいと存じますが、こ

れに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【初手委員長】 異議ないようですので、そのよ

うに進めることといたします。 

 また、議案外の質問につきましては、各部局

の審査における委員1回当たりの質問時間を理

事者の答弁を含め20分を限度とし、一巡した後、

審査時間が残っている場合に限って再度の質問

ができることといたしますので、よろしくお願

いをいたします。 

 これより警察本部関係の審査を行います。 

【初手委員長】 まず、理事者側から、幹部職員

の紹介を受けることにいたします。 

【水田警務部長】 おはようございます。 

 警務部長の水田でございます。 

 本日出席しております警察本部の幹部職員の

中で、令和8年3月11日の総務委員会で紹介して

おりませんでした幹部職員をご紹介いたします。 

〔各幹部職員紹介〕 

 以上でございます。どうぞよろしくお願いい

たします。 

【初手分科会長】 ありがとうございました。 

 それでは、これより審査に入ります。 

 まず、分科会による審査を行います。 

 予算議案を議題といたします。 

 警務部長より予算議案の説明を求めます。 

【水田警務部長】 警察本部関係の議案について

ご説明いたします。 

 予算決算委員会総務分科会関係議案説明資料

の警察本部の2ページ目をお開きください。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第1号議案「令和8年度長崎県一般会計予算」の

うち関係部分、第52号議案「令和7年度長崎県一

般会計補正予算（第9号）」のうち関係部分であ

ります。 

 初めに、第1号議案「令和8年度長崎県一般会

計予算」のうち関係部分についてご説明いたし

ます。 

 令和8年度当初予算は、知事選挙と予算編成時

期の関係もあり、骨格予算でありますので、1、

人件費等の義務的経費、2、経常的な管理経費及

び継続事業費、3、その他事業の執行上、当初予

算に計上を要するもの及び緊急を要するものな

どについて予算を計上いたしております。 

 予算額は、歳入予算10億3,656万6,000円、歳

出予算432億4,907万8,000円となっております。 

 歳出予算の主なものについてご説明いたしま

す。 
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 3ページ目上段に記載しております一般管理

費につきまして、一般庁費等の管理的な経費と

して、光熱水費、電子計算機の使用賃借料等25

億3,878万9,000円などを計上いたしております。 

 給与費、装備費につきましては、記載のとお

りでございます。 

 警察施設費につきまして、一般施設整備費と

して、佐世保警察署庁舎建替の工事経費等20億

7,084万9,000円などを計上いたしております。 

 4ページ目上段からの運転免許費、一般警察活

動費、刑事警察費、交通指導取締費につきまし

ては、記載のとおりでございます。 

 このほか債務負担行為につきましては、5ペー

ジ目に記載のとおりでございます。 

 次に、5ページ目下段から7ページ目上段にか

けて記載しております第52号議案「令和7年度長

崎県一般会計補正予算（第9号）」のうち、関係

部分についてご説明いたします。 

 補正予算額は、歳入予算407万9,000円の増、

歳出予算3億3,198万1,000円の減となっており

ます。 

 歳出予算の主な内容は、警察庁舎等の光熱水

費等の執行残や職員給与費既定予算の過不足調

整に要する経費等でございます。 

 次に、7ページ目中段に記載しております繰越

明許費についてご説明いたします。 

 これは佐世保警察署の建替工事につきまして、

入札中止等により、本年度中に予定していた工

事を完了することが困難になったことから繰越

明許費を設定しようとするものでございます。 

 最後に、令和7年度補正予算の専決処分につい

て、あらかじめご了承を賜りたいと存じます。 

 令和7年度の予算につきましては、今後、年間

の執行額の確定に伴い整理を要するものがあり、

これらの整理調整を行うため、3月末をもって令

和7年度予算の補正について専決処分により措

置させていただきたいと考えておりますので、

ご了承を賜りますようお願いいたします。 

 以上をもちまして、警察本部関係の説明を終

わります。よろしくご審議賜りますようお願い

いたします。 

【初手分科会長】 以上で説明が終わりましたの

で、これより予算議案に対する質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【初手分科会長】 質疑がないようですので、こ

れをもって質疑を終了いたします。 

 次に、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【初手分科会長】 討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。 

 予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。 

 第1号議案のうち関係部分及び第52号議案の

うち関係部分については、原案のとおり可決す

ることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【初手分科会長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、予算議案は原案のとおり、それぞれ

可決すべきものと決定をされました。 

【初手委員長】 次に、委員会による審査を行い

ます。議案を議題といたします。 

 警務部長より総括説明を求めます。 

【水田警務部長】 警察本部関係の議案について

ご説明いたします。 

 今回、ご審議をお願いしておりますのは、条

例議案1件、事件議案1件でございます。初めに

条例議案についてご説明いたします。 

 横長の総務委員会説明資料、警察本部の4ペー
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ジ目をお開きください。 

 第16号議案「職員の旅費に関する条例等の一

部を改正する条例」のうち関係部分につきまし

ては、船員に係る日額旅費のうち、航海日当に

相当する部分が廃止されること及び国家公務員

の特殊勤務手当の措置状況を踏まえ、警察職員

の特殊勤務手当について所要の改正を行うもの

でございます。 

 次に、事件議案についてご説明いたします。 

 同資料の6ページ目をお開きください。 

 第36号議案「契約の締結」につきましては、

佐世保市花園町に整備する佐世保警察署庁舎建

て替え事業につき、現在仮契約を締結しており

ます建設工事に係る請負契約を締結しようとす

るものでございます。 

 本工事につきましては一般競争入札を行い、

県内企業で構成された共同企業体が落札してお

ります。 

 次に、議案外の報告事項についてご説明いた

します。 

 同資料の8ページ目をお開きください。 

 第180条専決事項報告は、損害賠償事案4件、

公用車による交通事故のうち和解が成立しまし

た5件についてでございます。 

 損害賠償事案の1件目は、本県における大規模

警備に従事していた石川県警察の職員が、石川

県警察所有の公用車を施設駐車場の縁石に接触

させたことにより、相手方に損害を与えた事案

でございまして、17万500円を支払うものでござ

います。当該事案は、他県の公用車による交通

事故につき、賠償金は保険負担とせず、県費で

対応するものでございます。 

 2件目は、警察署の職員が交通事故捜査中、事

故車両のドアを開けた際、縁石に接触させたこ

とにより、相手方に損害を与えた事案でござい

まして、1万1,000円を支払うものでございます。 

 3件目は、警察本部の職員が、草刈り機を使用

して除草作業をしていた際、草刈り機の刃には

じかれた石が、付近に駐車していた車両に当た

ったことにより、相手方に損害を与えた事案で

ございまして、15万6,000円を支払うものでござ

います。 

 4件目は、警察署の職員が、古物営業の許可申

請者に対して誤った許可番号を通知し、その後、

申請者が、この誤って通知された許可番号を用

いて、標章及び印鑑を作成したことにより、相

手方に損害を与えた事案であり、4,420円を支払

うものでございます。 

 これら4件につきましては、2月16日付で専決

処分をさせていただいており、損害賠償金は、

全額県費から支払われることになります。 

 また、公用車による交通事故のうち、和解が

成立しました5件の合計35万1,973円を支払うた

め、2月16日付で専決処分をさせていただいてお

り、この損害賠償金は、全額保険から支払われ

ることになります。 

 公用車による交通事故を抑止するため、各部

署に対し、公用車事故の発生状況や事故防止の

教養資料等の配信のほか、安全運転指導員によ

る事故事例に基づいた運転訓練の実施、事故を

起こした職員は、公用車を運転するための検定

を再度実施するなど、事故防止に必要な運転技

能を向上させる対策に取り組んでおります。 

 また、幹部職員による交通事故防止教養や出

発前の声がけ、警察無線を活用した交通事故防

止の注意喚起を行うなど安全意識の向上を図り、

全職員が一丸となって交通事故防止対策に取り

組んでおります。 

 引き続き、交通事故をはじめとする損害賠償

事案を起こすことがないよう努めてまいります。 
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 このほか「犯罪の一般概況」「人身安全関連

事案への取組状況」「ニセ電話詐欺等被害防止

対策」「暴力団対策」「薬物対策」「少年非行

の概況」「生活経済事犯の取締り状況」「サイ

バー犯罪の取締り及び被害防止対策状況」「交

通死亡事故抑止対策」「長崎県警察特定事業主

行動計画」につきましては、縦長の総務委員会

関係議案説明資料の4ページ目から9ページ目に

記載のとおりでございます。 

 以上をもちまして、警察本部関係の説明を終

わります。よろしくご審議賜りますようお願い

いたします。 

【初手委員長】 以上で説明が終わりましたので、

これより議案に対する質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【初手委員長】 質疑がないようですので、これ

をもって質疑を終了いたします。 

 次に、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【初手委員長】 討論がないようですので、これ

をもって討論を終了いたします。 

 議案に対する質疑・討論が終了しましたので、

採決を行います。 

 第16号議案のうち関係部分及び第36号議案に

ついては、原案のとおり可決することにご異議

ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【初手委員長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、議案は原案のとおり、それぞれ可決

すべきものと決定をされました。 

 次に、提出のあった政策等決定過程の透明性

等の確保などに関する資料について説明を求め

ます。 

【水田警務部長】 「政策等決定過程の透明性等

の確保及び県議会・議員との協議等の拡充に関

する決議」に基づく資料についてご説明いたし

ます。 

 横長の総務委員会説明資料警察本部の2ペー

ジ目をお開きください。 

 1,000万円以上の契約状況につきまして、令和

7年11月から令和8年2月までの実績は、資料記載

のとおり13件となっております。 

 以上をもちまして、警察本部関係の説明を終

わります。よろしくご審議賜りますようお願い

いたします。 

【初手委員長】 以上で説明が終わりました。 

 次に、議案外所管事務一般に対する質問を行

います。 

 まず、政策等決定過程の透明性等の確保など

に関する資料について、ご質問はございません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【初手委員長】 質疑がないようですので、次に、

議案外所管事務一般について、ご質問はありま

せんか。 

【近藤委員】 おはようございます。 

 私の方からニセ電話詐欺等の対策についてお

伺いします。 

 3月11日の長崎新聞に掲載された前田本部長

のインタビューの記事を拝見しました。 

 令和7年中、長崎県内におけるニセ電話詐欺、

ＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺の被害は、被害総

額が約25億円と過去最悪を更新したところです。

私も一県民として、まさに危機的な状況だと思

っております。 

 詐欺の犯人は、海外の拠点から日本国内に詐

欺電話をかけているとのことで、検挙対策など

に困難を極めていることと思いますが、県民の
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皆さんが詐欺被害に遭わないよう、警察がどの

ような対策を進めていこうとしているのか、教

えてください。 

【朝末生活安全企画課長】 ニセ電話詐欺被害の

抑止対策についてお尋ねと思って、回答したい

と思います。 

 警察におきましては、犯人からの電話がつな

がりにくい環境づくりの推進、予防に資する広

報啓発活動の推進、金融機関等における水際対

策の推進の3本柱でニセ電話詐欺等の抑止対策

に取り組んでおります。 

 詐欺の手口というのは年々悪質・巧妙化して

おり、一度犯人の電話に出てしまえば、言葉巧

みに誘導されて、冷静な判断ができない状態に

追い込まれてしまう可能性がございます。 

 現在こうした詐欺電話は、海外からのものが

多い状況でございます。警察としましては、3本

柱の対策の中でも特に、海外からくる犯人の電

話がつながりにくい環境づくりに力を入れて取

り組んでいるところでございます。 

 警察としましては、今後も県民の皆様をニセ

電話詐欺等の脅威から守るため、社会全体で犯

人からの電話がつながりにくい環境づくりを推

進するという機運の醸成、県民の皆様に有効な

対策を取り入れていただくための丁寧な説明と

支援に総力を挙げて取り組んでまいりたいと思

います。 

【近藤委員】 この頃の詐欺といったらですね、

もう本当、県民の皆さんも私なんかも時々電話

かけるときに、一般の方が出ないときがあるん

ですよ。それで後でもう一回かけ直して、どう

したのと言ったら、いや、詐欺と間違ったとか

ですね。いろんな不安感を持った中で、電話機

を使っている方が多いと思いますので、大変と

思いますが、その辺よろしくお願いします。 

 それでまた、交通安全の出発式が多分今年も

あると思うんですけれども、これについての情

報が、もしあったら教えてもらえればと思いま

す。 

【松尾交通企画課長】 春の全国交通安全運動出

発式のことについてお話をさせていただきたい

と思います。 

 春の全国交通安全運動につきましては、4月6

日から15日までの10日間実施されます。 

 重点としましては、通学路、生活道路におけ

る、子どもをはじめとする歩行者の安全確保等

として実施されます。 

 取組内容としまして、先ほどございました出

発式ですね。これ県庁の1階エントランスホール

等で実施予定でございまして、中身につきまし

ては、交通安全運動の周知を図るための取組と

いうことで例年、春と秋に実施をしているもの

でございます。 

 今回は、交通安全運動の開始式の前日の日曜

日に予定をしておりまして、主催者、来賓の挨

拶の後、新入学1年生の黄色いワッペンの贈呈式、

交通安全教育車、セーフティキャッチ号といい

ますが、これのラッピング完成披露、県警音楽

隊と創成館高等学校の吹奏楽部とのコラボ演奏

等を行います。その後は出発式、駐車場で、場

所を変えまして、白バイ、パトカーの総勢18台

による車両パレードを行うようにしております。 

 なお、出発式終了後には県警の交通安全広報

大使となっております長崎ヴェルカの「ＬＵＣ

Ａ」とともに、新1年生に対する横断歩道の渡り

方の指導を実施することとしております。 

【近藤委員】 ここ二、三日、高速道路で悲惨な

事故などの状況がいろいろ伝わってきて、ちょ

っと心が痛い状況があります。やっぱり交通事

故というのは、起こしたくて起こす人は、いな
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いと思うんです。だから、そこら辺の安全性と

いうのをしっかり警察の方で指導していただい

て、事故がゼロになるような対策を練っていた

だければと思います。よろしくお願いします。 

 もう一つ、マイナ免許証関係でちょっと、マ

イナンバーカードに運転免許証に関する情報を

記録して運転免許証として使う、いわゆるマイ

ナ免許証について、このマイナ免許証の運用が

始まって、明日でちょうど1年になると聞いてお

ります。 

 私の知り合いの中にもマイナ免許証にした人

が何人かいるんですけれども、長崎県内の普及

状況はどのようになっているのか、ちょっと教

えてもらえますか。 

【俵屋運転免許管理課長】 ただいまありました

とおり、明日で運用開始から1年ということにな

るんですけれども、統計上、今現在というのは

ないんですが、運用開始から本年2月末まで、お

おむね11か月の間に、長崎県内でマイナ免許証

取得者の数といいますと、1万6,698人というこ

とになっております。 

 特に、マイナ免許証の取得手続をされる方と

いいますと、免許証の更新の機会にマイナ免許

証を取得する方が多くなっておりまして、ただ

県内全域の更新された方の中で、何％がマイナ

免許証を取得しているかという全体の統計はな

いんですけれども、試験場の日曜日に更新に来

られた方、これに限って言いますと、おおむね

16％の方が更新の際にマイナ免許証を取得して

いるという状況でございます。 

【近藤委員】 マイナ免許証は、普通の免許証と

比べてどのようなメリットがあるんですか。マ

イナ免許証のメリットをちょっと教えてもらえ

ますか。 

【俵屋運転免許管理課長】 マイナ免許証を取得

する場合、この持ち方には、2つのパターンがご

ざいます。 

 まず1つ目としましては、今まである従来の免

許証、これにプラスして、マイナ免許証を取得

する。これが1つ目のパターン。もう一つは、従

来の免許証、これを返納いたしまして、マイナ

免許証のみを持つというパターン、この2つのパ

ターンがございます。 

 このいずれのパターンもメリットとしまして

は、マイナ免許証を持っている場合は、通常、

免許の更新の際には警察の施設に行って、そこ

でビデオを見たり、講師の話を聞いたりという

対面で、更新時講習というのを受けるかと思う

んですけれども、これにつきまして、オンライ

ンで受けられるようになる。オンライン講習を

受けられるようになるというのが一番大きなメ

リットになるかと思います。 

 これで時間や場所の制約を受けることなく、

更新時の講習をオンラインで受けられる。しか

も、これは手数料が安くなるというメリットが

ございます。それが1つ目の大きなメリットでご

ざいます。 

 それともう一つ、これは先ほど申しました2つ

のパターンのうちの2つ目のマイナ免許証のみ

を持つ方に限られたメリットであるんですけれ

ども、お引っ越しをされた場合とか、お名前が

変わられた場合、通常、免許証の記載事項の変

更の届けと市役所等への届出と、2回行うのが通

常ですけれども、このマイナ免許証のみを持っ

てらっしゃる方につきましては、市役所等で届

出をすれば、それがそのまま免許証の変更にも

連携をされるということで、住所変更等のワン

ストップサービス、これが受けられるというの

が大きなメリットでございます。 

【近藤委員】 何でそういうメリットがあるのに、
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今普及していないんですか。 

【俵屋運転免許管理課長】 確かに更新の方の10

数％が多いか少ないかというのはあろうかと思

いますが、1つとしましてはマイナ免許証、これ、

見た目は、通常のマイナンバーカードと何ら変

わりなくて、免許の情報を見るためにはスマー

トフォン等を利用して、アプリを使って表示さ

せないと、免許の情報が見えないというところ

で、人によりましては職場に免許証のコピーを

提出しなければならないであるとか、店舗によ

りましてはレンタカー、これが一部、マイナ免

許証では、まだ貸出しができないというレンタ

カーがあるというところも聞いておりまして、

そういったところもマイナ免許証を取得するの

に足かせになっている部分もあろうかなと思っ

ております。 

 それともう一つ、先ほど申しました更新時講

習のオンライン化、これにつきましては対象が

ゴールド免許の優良運転者の方と、違反が更新

時に、過去に1回しかない一般運転者の方、この

一般講習と優良講習、これが対象になっており、

70歳以上の高齢者講習の方は対象外ということ

で、高齢者の方に、あまりメリットにならない

という印象を与えている部分もあるのかなと考

えております。 

【近藤委員】 私も今年七十になります。今、我々

のメリットをちょっと言っていただいたんです

が、マイナ免許証を持つことのメリットはある

程度理解できたんですけれど、県警としてはマ

イナ免許証を普及することで、どのようなメリ

ットがあるのか、教えてください。 

【俵屋運転免許管理課長】 先ほどの手続をする

方のメリットとも大きく関連するんですけれど

も、オンライン講習、これが普及しますと当然

その分、今まで対面で行った講習の受講者が減

るということになりますと、その対面講習に係

る業務、これの減少にもつながりますし、対面

による講習を行う施設的なところに係る経費、

これも削減ができるのではないかと思われます。 

 それと2つ目のメリットとして、先ほど申し上

げた住所変更のワンストップサービス、これが

普及すれば、これからピークを迎えますけれど

も、窓口に訪れる住所変更の届出者、この方が

いらっしゃることがないということであれば、

その住所変更に係る事務的な手続、これも削減

になるということで、そういったところが事務

方のメリットになってこようかと考えておりま

す。 

【近藤委員】 県警にとっても、そのようなメリ

ットがあるとすれば、積極的に普及に努めるべ

きだと思いますが、マイナ免許証を普及させる

ための取組はどういうふうな形でやっているん

ですか。 

【俵屋運転免許管理課長】 マイナ免許証の持ち

方につきましては、先ほど申しました2つのパタ

ーン、もちろん従来の免許証だけを持つという

のも含めると、3つの免許証の持ち方というのが

存在いたします。 

 この持ち方を、どのような持ち方をするかと

いいますのは、最終的には免許を持たれている

ご本人さんが選択するものでございますので、

県警といたしましては、メリット、デメリット

含めて、免許を受けている方が、自分の生活ス

タイルに合った、正しい持ち方を選択できるよ

うに情報を発信しながら、免許保有者が後々、

こういう持ち方をすればよかったとならないよ

うに、正しく情報発信をしながら選択できるよ

うな、広報に取り組んでいるところでございま

す。 

【近藤委員】 ありがとうございました。自分も
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議員をしながら、マイナ免許証って何なのかと、

しっかり詳しいことが分かっていなかったんで

す。それで今日いろんな形で教えていただいて、

ぜひですね、こういう制度があるんだったら、

それがしっかり県民のためになるような、また

県警のためになるような、そういう制度になっ

ていけばと思います。よろしくお願いします。 

【初手委員長】 ほかに質問はありませんか。 

【山下委員】 おはようございます。 

 私の方から2点ですね。先ほどの近藤委員から

の質問にもちょっと関連するんですけど、2026

年4月1日から自転車の交通取締りが、罰則が強

化されるということで、いわゆる青色切符が切

られるということであります。いわゆる反則金

が発生するということがありますけれども、ち

ょっとよく内容が、県民の皆さんにも周知徹底

できていないんじゃないかなと。結構問合せ等

もありましてですね。 

 改めてここで確認をさせていただきたいんで

すけれども、まず、そういう違反行為があった

場合に4月1日から切符を切るということになる

んでしょうけど、我々車を運転しているものは

免許証というのを持っているわけでありますけ

れども、自転車に乗る方は、免許証を持ってい

なくて自転車に乗っている方々もいらっしゃる

と思うんですが、その辺りのまず確認というか、

違反な行為があったときに、身分証の確認とい

うのはどのような方法で、どういうふうにされ

るご予定なのかをまず教えていただきたいと思

います。 

【吉岡交通指導課長】 自転車の取締りに関しま

して、免許証を持たない方もいらっしゃると思

います。 

 この確認方法につきましては、今現在、免許

証不携帯の方も実際いらっしゃって、例えばそ

ういう方ですと、ご家族の方に電話をして確認

したりですとか、ご自宅が近くであれば一緒に

行って、免許証を見せてもらうだとか、そうい

う対応をやっておりますので、自転車の取締り

に関しても、同様の対応になるものと考えてお

ります。 

【山下委員】 例えば高校生とか学生さんも、こ

の対象になってくるということでよろしいので

しょうか。 

【松尾交通企画課長】 先ほどの自転車の交通違

反になりますけど、これは自転車の交通反則通

告制度ですね。対象年齢は16歳以上の運転者と

なっておりますので、高校生も対象となるとい

うことでございます。 

【山下委員】 すみません、私も勉強不足で、高

校生以上も対象になってくるということであり

ますので、通学をされる高校生、結構いらっし

ゃいまして、自転車で行ってる子もいらっしゃ

ると思いますので、高校に対する、例えば学校

に対する周知といいましょうか、その辺りの広

報は今、どうなっているんでしょうか。 

【松尾交通企画課長】 自転車に対します交通反

則制度の周知につきましては、4月1日から始ま

りますので、やっております。まず県警のホー

ムページでの周知のほかですね。教育庁と連携

しまして、そういった制度の内容を、チラシを

配ったり、あと動画を各高校に配ったりなどし

て、周知を行っております。 

 また、先日は、自転車の利用者が多い大村工

業高校、こちらにおきまして街頭キャンペーン

と併せて、この辺の制度の周知を図ったところ

でありまして、このような取組が、こういった

高校であったり、自転車の多い諫早駅周辺でも

やっているところでございます。 

また引き続き、こういった取組は行いまして、
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確実に県民の皆様が分かるように周知を図って

いきたいと思っております。 

【山下委員】 高校生という、未成年であります

し、その高校生が違反で止められて切符を切ら

れるという、何かそういうシーンが、なかなか

想像がつかないという感じがするんですけれど

も、我々大人と同じようにばしっと、そこはや

っぱり切符を切られると思いますけれども、何

となく最初のうちはですね、何と言うんですか

ね。ちょっとかわいそうといったら、ちょっと

言葉が違うかもしれませんけれども、何となく

私どもイメージが湧かない感じがするんですけ

れども、そこもやっぱり厳格にやるようになっ

ている法律なんでしょうか。 

【田川交通部長】 委員が懸念されておられると

ころは、4月1日から反則通告制度が始まるとい

うことで、一般の車のドライバーみたいな感じ

で違反切符を切られて、それで反則金を納める

というイメージがあるかと思うんですけども、

まずは、そういった違反があった場合について

は、特に高校生なんかにつきましては指導です

ね。注意・指導、これを大前提にしたいと思い

ます。今のところですね、そういった反則切符

制度を導入するというのは、例えばイメージと

して、一時停止をせずに、ぱっと行ってしまっ

た、呼び止めます。そのときに注意しても、ま

た行ってしまったら、その先でも何回も無視し

て、警察官の指導に対して無視して一時停止違

反をやってしまう、そういうふうな悪質な自転

車の運転手、そういったことに対しましては、

きっちり反則制度を活用しましょうという形で

やっておりますので、4月1日から反則通告制度

が始まるからといって、即切符を切るというこ

とではなく、重大な悪質ということですので、

そういったルールの周知というのをどんどん、

また広めていこうと思っております。 ニュー

スでも大きく現在取り上げられておりますので、

まずは皆さんに自転車の運転のルールを知って

いただく。しかしながら、そういったことを無

視しながら運転をしてしまう人に対しましては、

車を運転する方にとっても迷惑というか、危険

ですし、歩行者に対しましても、やっぱり自転

車が突っ込んでくるというのは危ない車両であ

りますので、そういったところは、きっちりと

違反の認定をすると。 

 それ以外のまだまだ知らない、特に高校1年生

になったばかりの人なんかについては、自転車

のルールを知らない方もいますので、学校と協

力しながら、そういったルールの周知と指導と

いうのをまず大前提にやっていこうと思ってお

りますので、そこについては心配なさらずにと

いうのは言い過ぎかもしれないですけれども、

やっていきたいと思っております。 

【山下委員】 部長ありがとうございました。 

 そこのところがすごく気になっていたもので

すから、その辺を柔軟にご指導いただきながら、

ただ、やっぱり悪質で危険な運転というのは子

どもたちにとってもですね、よくないことであ

りますので、例えば、きちっとヘルメットをか

ぶるとかですね、身の安全を守ることについて

はですね、指導をよくやっていただいて、事故

のないように自転車の運転をしていただけるよ

うな形を指導していただければと、今後とも思

っておりますのでよろしくお願いいたします。 

 もう一点、すみません。これ確認なんですが、

先ほど部長説明にもありました議案外のところ

で、第180条専決事項のところでありますけれど

も、恐らくこれ大規模警備に従事していた石川

県警の車が接触したということでありますので、

恐らくピース文化祭のときの大規模警備、他県
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からの応援が来てということだと思いますけれ

ども、何となく我々の感覚でいくと、いや、石

川県警さんの車でしょうと。そうしたら石川県

警さんで、そこは賠償していただくべきじゃな

いかと。なぜ長崎県警の県費で、そこを賠償し

なきゃいけないのかというのが、なかなか理解

に苦しむところなんですけれども、そういうル

ールがあるのか、そもそもそういうふうになっ

ているのか、そこ辺りも含めて教えていただけ

ればなと。 

【橋元監察課長】 石川県警の交通事故につきま

しては、大規模警備の派遣をお願いしていると

いうところがございまして、派遣要請を行った

際の取決めといたしまして、要請を受けた部隊

が出発してから任務を終えて帰県するまで、賠

償事案は原則、要請元の長崎県が対応すること

としております。 

【山下委員】 ご説明ありがとうございました。

要請元が全て責任を持って対処するというルー

ル、取決めということでありますので、逆に、

長崎県警が派遣に応援に行くこともあると思い

ます。そういうときには取決めで、そういうこ

とで行った先の県警さんが、もしくは都道府県

警さんがやるということになるということで理

解をさせていただいてもよろしいでしょうか。

はい。確認でございました。 

 ありがとうございました。 

【初手委員長】 ほかに質問はありませんか。 

【本多委員】 資料、委員会補足説明、議案外事

件・事故の推移、表が載っているものですが、

それの3ページ、縦の分ですね。 

 これを見たときに、令和6年の減少傾向が見受

けられますが、令和6年のときに、この減少傾向

だった理由というのはあるんでしょうか。 

【吹田組織犯罪対策課長】 令和5年から6年にか

けて認知件数は増加していますが、被害額が減

少している理由を回答したいと思います。 

 令和6年のニセ電話詐欺の被害件数は182件、

被害総額は約3億895万円で、令和5年と比較しま

して、被害件数は38件増加する一方で、被害総

額は約6,847万円減少しているところでござい

ます。 

 理由といたしましては、1件当たりの被害額が

割合少額である架空料金請求詐欺の被害件数が

134件と、前年度と比較して35件増加したものの、

被害総額が1億3,110万円と前年比で約7,438万

円減少したこと。 

 1件当たりの被害額が割合高額である金融商

品詐欺の被害件数が1件と前年比で15件減少し、

被害額が150万円と前年比で約1億1,947万円減

少したこと。令和5年中まで金融商品詐欺として

計上していました手口の一部を令和6年から新

たに、ＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺の手口で統

計を取り始め、その結果、金融商品詐欺の被害

件数、被害総額が大幅に減少したことなどがあ

ります。 

【本多委員】 1件当たりの被害額が関係してい

たりとか、あと統計の仕方が少し変わったとい

うことで、令和6年に減少傾向に見られるという

ことですね。ありがとうございます。 

 続きまして、令和7年、ニセ電話詐欺、また、

ＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺、被害額は、先ほ

ど近藤委員のお話でもあったように25億円とい

うことですが、この金額というのは全国的に見

て、長崎県は多い方、少ない方、そういった統

計はございますでしょうか。 

【吹田組織犯罪対策課長】 ニセ電話詐欺とＳＮ

Ｓ型投資詐欺を両方併せた順位というのは持ち

合わせておらず、ニセ電話詐欺とＳＮＳ型投資

詐欺を分けて回答させていただきます。 
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 ニセ電話詐欺におきましては、認知件数につ

いては全国の24位、被害額では全国27位になり

ます。 

 ＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺の長崎県の認知

件数については全国20位、被害額では全国28位

になります。 

【本多委員】 全国的に見て、中位ぐらいなのか

なという感じですが、人口と比べるとどうなん

でしょうかね。少し多いということになるのか

な、割合的にはですね。ありがとうございます。 

 全国のそういったデータがあるということは

例えば全国でも、こういったどこの警察も今、

対策を取ってらっしゃるとは思うんですけれど

も、他県において、この抑止対策がうまくいっ

た例とかですね。そういったものはあるんでし

ょうか。 

【朝末生活安全企画課長】 昨年中、ニセ電話詐

欺等については、本県を含めて、全国的に過去

最悪の被害が出ております。特定の県だけ効果

的な抑止対策が功を奏して被害が減ったという

事例は把握しておりません。 

【本多委員】 犯罪の性質上、また警察の皆様の

ネットワークというのを考えると、全国を見て、

どこも対策が、うまくいくときはうまくいくし、

対策が難しかったというときは難しかったと、

全国的に差はないということですね。ありがと

うございます。 

 あと、ちょっとこれ教えてほしいのもあるん

ですけれども、先ほど近藤委員のご質問の中で、

抑止対策はどういったものをなさっているのか

という中で、まずは海外からの電話をつながり

にくくする対策を行っているということなんで

すが、これ具体的には、どういったものをやる

と、海外からの電話がつながりにくくなるんで

しょうか。 

【朝末生活安全企画課長】 まず、このニセ電話

詐欺につきましては、海外からの電話を使用し

て、かかってくるケースというのがほとんどで

ございます。ですので警察としましては、国際

電話利用休止手続というのがございますので、

これを各県民の方に広報しまして、国際電話か

らの電話をシャットダウンするという対策を去

年から取っております。 

【本多委員】 すみません、引き続きで申し訳あ

りません。その国際電話、何とか手続というの

は、誰もが簡単にできるような手続でしょうか。

また、どこに行って、どのようにするとか、ウ

ェブ上でできますよとか、そういったものがあ

れば、教えていただければと思います。 

【初手委員長】 休憩いたします。 
 

― 午前 １０ 時 ４９ 分 休憩 ― 

― 午前 １０ 時 ５０ 分 再開 ― 
 

【初手委員長】 再開します。 

【朝末生活安全企画課長】 国際電話の利用休止

サービスというものは国際電話不取扱センター

が無料で実施しています。簡単にＱＲコードか

ら読み取っていただいて、スマートフォンでも

簡単にできる方法でございます。 

 これにつきましては去年の10月1日から12月

31日までの間に、国際電話利用休止サービスの

強化月間ということで警察活動を通じまして、

広報ですとか、あるいは交番の警察官、地域警

察官が各家庭を訪問したときに、そういうサー

ビスありますよということで広報をしていただ

いて、普及促進を図っておりました。 

【本多委員】 ありがとうございます。 

 あともう一点だけ、その件についてお聞かせ

ください。 

 先ほどの利用促進を図っていただいたという
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ことなんですけれども、県内ではどれぐらいの

方が、この利用休止サービスをなされたのか、

もし分かれば、お教えください。 

【朝末生活安全企画課長】 昨年10月1日から3か

月間、国際電話利用休止サービスの強化月間を

しました。その期間中で、約4,200件の方々に申

込みの支援をして、利用休止のサービスを利用

していただいております。 

【本多委員】 ありがとうございました。 

 私自身、この利用休止サービスというのを知

らなかったもので、しっかりまた県民の皆様に

も、私の立場からでも、しっかり伝えていきた

いと思います。 

 あと、最後にもう一点だけお教えください。 

 先ほどの資料の4ページの下、「サイバー犯罪

の取締り状況」という表がございます。 

 このサイバー犯罪とは、具体的にどのような

ものがあるのか、ご教示いただければと思いま

す。 

【奥野サイバー犯罪対策課長】 サイバー犯罪は

インターネットやパソコン等を利用した犯罪で、

適用する犯罪の形態から大きく3つの類型に分

類しています。 

 1つが不正アクセス禁止法違反、2つ目がコン

ピュータ電磁的記録対象犯罪、3つ目が、その他

としまして、ネットワークを利用した犯罪に分

類しています。 

 不正アクセス禁止法違反には、他人のＩＤや

パスワードなどを無断で使って、サイトにログ

インする行為が該当します。 

 コンピュータ電磁的記録対象犯罪は、この類

型に該当する主な罪名として「電子計算機使用

詐欺」という、いわゆるコンピュータをだます

詐欺が挙げられます。 

 具体的な事例としては、他人のクレジットカ

ード情報を使って、ショッピングサイトで商品

を購入する行為、このような行為が電子計算機

使用詐欺に該当します。 

 3つ目のネットワークを利用した犯罪は、先ほ

どの2つの類型以外の、いわゆるインターネット

を利用した犯罪です。 

 具体的な例を挙げますと、ＳＮＳでコンサー

トチケットを販売するなどと、うそを言って、

お金をだまし取る詐欺、このような行為がネッ

トワークを利用した犯罪に該当します。 

【本多委員】 ありがとうございました。 

 今回の予算でも、このサイバー犯罪の取締り

強化の予算を組まれていますが、最近、サイバ

ー犯罪が生活や経済活動に脅威を与えている報

道も聞いております。引き続きの取締りをお願

いいたします。ありがとうございました。 

【初手委員長】 ほかにございますか。 

【赤木委員】 おはようございます。 

 3年ぶりに戻ってまいりましたので、外から見

た警察組織について質問をさせていただきたい

と思っています。 

 私も報道等でよく接する機会がありましたけ

れども、この間、刑事告訴や告発の件数は、す

ごく多かったというか、報道に接するあたりで

告訴、告発が多かったのではないかとお見受け

しております。この近年の推移、受理した事件

のうち、例えば検察へ送致に至った割合などに

ついて、どのように把握しているのか、お伺い

をいたします。 

【松尾刑事総務課長】 告訴、告発の経緯につい

てご説明いたします。 

 まず、過去5年、令和3年からお話しします。 

 令和3年、告訴、告発も合わせた件数となりま

すけども、令和3年は31件、令和4年は19件、令

和5年は18件、令和6年は27件、令和7年は35件と
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なっております。 

 先ほど送致に至った件数ということでござい

ましたけども、これについては統計を取ってお

りませんので、今ご説明できません。 

【赤木委員】 件数ありがとうございました。 

 特に急激に増えたというような形ではないと

お見受けをいたしました。 

 では、先ほど送致に至った率は、あまり把握

していないということでありましたけれども、

例えば、相談件数ですね。今は告発・告訴を受

理した件数の推移をいただきましたけれども、

そこに至らずの例えば、証拠が不十分であった

りとか、民事不介入はもちろんあるとは思いま

すけれども、相談を受けていたけれども、県警

に対して相談していたけれども、いろんな理由

で、そういう告訴・告発に至らなかった件数と

かは、把握はされているのでしょうか。 

【松尾刑事総務課長】 すみません、今、手元に

資料がございません。 

【赤木委員】 ありがとうございました。 

 この刑事告訴、告発というものは、とても市

民、県民の皆さんを守るためにも大事な制度で

ありますので、警察として、まず相談があった

ときは、もちろん親身に、ご相談に乗っていた

だいていると思っていますので、手元にないと

いうことは、あるけれども、今、数が分からな

い、それとも把握が今できていないのでしょう

か、そういう統計は取っていないという認識、

どちらでしょうか。 

【松尾刑事総務課長】 統計を取ることは可能だ

と思いますが、相談の内容を吟味する必要がご

ざいますので、すぐすぐ出る数値ではございま

せん。 

【赤木委員】 ありがとうございます。 

 例えば私が脅迫や威力業務妨害を受けた場合

は、例えば捜査1課で捜査がなされて、インター

ネット上の誹謗中傷があった場合は捜査2課で

それぞれ捜査をされて、必要な対応をしていた

だいているということですね。分かりました。 

 ちょっと業務の圧迫につながっていないかと

いうことでお聞きをしました。その観点で、ち

ょっと人材確保についてお伺いをいたします。

採用状況についてお尋ねします。 

 近年の長崎県警の採用試験における倍率です。

もうすぐ4月になりますので新しく採用、新しい

警察の仲間が増えることになると思いますけれ

ども、辞退率もちょっと懸念をしておりますが、

倍率の推移、辞退率の変化など、どのように分

析しているのか、お尋ねをいたします。 

【初手委員長】 休憩します。 
 

― 午前 １０ 時 ５９ 分 休憩 ― 

― 午前 １０ 時 ５９ 分 再開 ― 
 

【初手委員長】 再開します。 

【緒方警務課長】 採用状況に関しましてのご質

問ということでお答えいたします。 

 まず初めに、令和7年度におけます採用試験に

おきましては、受験者数につきまして、高校卒

業者程度ということでⅢ類試験がございますけ

ども、これが、受験者が195名、前年比プラス7

名となっています。 

 一方で、Ⅰ類試験、いわゆる大学卒業程度と、

これＡとＢございますけども、Ａは一般の試験

で、ＢがＳＰＩ方式を利用した試験であります

けども、これが減少しまして、Ａ試験が81名で

前年比マイナス10名、Ｂ試験が43名でマイナス

13名ということで、大卒程度の試験の受験者が

減少しております。 

 倍率につきましては、令和7年、これもⅢ類、

Ⅰ類合計しますと令和7年度が2.2倍ということ
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で、低い倍率となっておりまして、10年前と、

平成27年度と比べますと、当時が5.6倍ございま

して、それが令和7年度時は2.2倍まで落ち込ん

でございます。 

 一方で、辞退率ということでご質問がござい

ましたけれども、平成27年の辞退率が31.5％で

ございまして、令和7年度の試験における辞退率

は、まだ採用が本年の4月1日になりますので、

令和6年の数値で申しますと26.4％ということ

で、辞退率は若干減少しているのが実情でござ

います。 

【赤木委員】 詳しくご説明いただきましてあり

がとうございます。 

 やはり課題としては倍率ですね。できるだけ

多くの方に警察に興味を持っていただいて、ま

ずは採用活動につなげることが課題なのかなと。

これだけ10年で5.6倍から2.2倍ということで、

かなり倍率は下がっているということで、採用

充足率自体はそこまで懸念はしないけども、警

察官の質として、多くの方に興味持っていただ

いて、受験していただくことが課題であるとい

う認識を私自身が持ちました。 

 辞退に関しては、10年前から比べると、若干

改善ということで伺いました。やはり、ここと

いうものは、これからも長崎県警が県民の皆さ

んの生活はもちろん、命を守るためにですね、

警察官をしっかり確保していただいて、住民の

皆さんと密に連携していただくことも必要だと

思うので、広報の大事さというものを私自身、

3年前もそうですけど、認識をしておりました。 

 県警の広報についてお伺いをしますが、予算

は、長崎県と比べたら大分少ないと思っており

ますけれども、長崎県警に関しては、以前から

臨機応変にというか、とても地域密着型の、そ

して創意工夫がされた広報がされている印象を

持っておりました。 

 最近ですと南島原警察署の写真とかですね、

すごくＸやインスタグラムでも「いいね」が多

くてですね。県民にとどまらず、全国の皆様に

も見ていただいてるのかなと思っております。 

 過去には「歌うま警察官」とか、高校の先輩

にも当たるんですけど「ふくやまきんに君」で

すとかですね。あと、Ｆ１「レッドブル」との

コラボなどをして映像を流していただいたり、

県民の皆さんに親しみを持っていただくような

取組であったり、発信の仕方がなされている印

象を私自身は持っています。 

 最近やはり県警の仕事ですとか、発信をする

に当たって、もちろん住民の皆さんのところに

出向いて、いろんな活動をすることも必要だと

思うんですけれども、こういう広報媒体など、

ＳＮＳもそうですが、用いて、さらに多くの方々

に違う角度から発信することも、すごく大事だ

とは思っているんですが、最近の各メディアと

いいますか、例えば、「ふくやまきんに君」で

あれば、いろんなメディアにも出て、県警の広

報活動をされたと思うんですけども、例えばい

ろんな警察24時とか、そういう多くの方に見て

いただく中で、長崎県警がどのように連携をし

ているのか、もしくは今後とか、今までも、こ

の近年の主要なメディアとの連携、県警の発信

の仕方について、何か実績等があれば、教えて

いただければなと思います。 

【初手委員長】 休憩します。 
 

― 午前１１時 ４分 休憩 ― 

― 午前１１時 ５分 再開 ― 
 

【初手委員長】 再開します。 

【勝野広報相談課長】 警察広報についてお答え

させていただきます。 
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 委員ご指摘のとおり、警察広報につきまして

は、県民の皆様にも警察活動の理解、信頼を深

めるための重要な施策だと考えております。 

 先ほどご指摘がありましたとおり、時代に即

した情報発信ということで、令和4年2月からは

県警の方でも公式のＳＮＳの運用を開始してお

り、Ｆａｃｅｂｏｏｋ、旧Ｔｗｉｔｔｅｒであ

りますＸ、ユーチューブ、ＬＩＮＥ、インスタ

グラムの5つを現在運用して、本部もしくは各警

察署からも積極的な情報発信に努めているとこ

ろでございます。また、ホームページ、テレビ、

ラジオ等につきましても積極的に活用して、情

報発信をしているところでございます。 

 先ほど委員からお話がありました、何か効果

的な施策はということでございますけれども、

1点挙げさせていただきますと、昨年、ニセ電話

詐欺の防犯広報ということで、こちらの方から

各報道機関に対しまして、記者勉強会というも

のを施策でさせていただきました。いわゆるニ

セ電話詐欺の手口や被害状況などにつきまして、

記者、報道の方に情報を発信しまして、正しい

情報が県民の皆様に伝わるようにということで、

勉強会をさせていただきまして、その取組につ

きましても報道していただいたところでござい

ます。 

 今後も、こういった形で各種取組の中で広く

広報を行って、効果的な情報発信に努めていき

たいと思っております。 

【赤木委員】 ありがとうございます。全般的な

お話をいただいたかなと思っています。ありが

とうございました。 

 先ほどの採用とつながってしまうんですが、

長崎県警の魅力は何だろうというところに、私

自身は感じていまして、採用につなげるに当た

って、もちろん今もＳＮＳや動画の活用をされ

ていると思うんですけれども、長崎は離島があ

り、もちろん転勤で各地へ、皆さんも行かれた

ことかと思いますし、そういう特色もあり、若

い人から見れば、転勤に対してのイメージ様々

あるかと思います。なので、この長崎県警独自

の魅力発信というものは、ぜひ今後も発信を続

けていただきたいと思いますし、私自身は、他

県にない発信の仕方というのは、とても期待し

ている部分でもありますので、今後も創意工夫

の下、もちろん長崎県警の伝統を守ることも大

事だと思いますけども、多くの方に親しみを持

っていただく発信というものを、私自身も何か

提案をしながら進めていただきたいと思います

ので、今後ともどうぞよろしくお願いします。 

 以上で終わります。 

【初手委員長】 ほかに質問はありませんか。 

【白川委員】 白川です。よろしくお願いいたし

ます。 

 私からは議案外の最後の部分、9ページにござ

います計画についてお尋ねをしたいと思います。 

 いわゆる男女共同参画についての記載かと思

いますけれども、この割合について、全女性の

割合の現状と、目標を引き上げていくことです

ので目標、そして、男性の育児休暇取得の現状

と目標について、まずお尋ねしたいと思います。 

【緒方警務課長】 長崎県警で定めております特

定事業主行動計画における現在の計画ですね、

令和3年から令和7年度までの5年間における、ま

ず女性警察官の占める割合につきましてご説明

しますと、目標につきましては12％程度という

ことで定めておりますところ、令和7年4月現在

で11.7％で、目標の最終が令和8年4月1日でござ

いますので、最終時までには目標を達成する見

込みとなっております。 

 また、続きまして、男性職員の育児休業取得
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率につきましてご説明しますと、令和7年度がま

だ出ておりませんが、目標は50％ということで

定めておりました。令和6年度につきましては、

91.3％取得しているということで、目標は十分

達成しているということでございます。 

 また、令和7年度につきましては、女性の警察

官の占める割合につきましては12％程度、これ

から5年先までに14％程度まで引き上げること

としております。 

 また、男性職員の育児休業取得率につきまし

ては、期間を2週間以上、これを5年後に達成で

はなく、毎年度達成ということで、毎年度85％

を目標に掲げております。 

【白川委員】 ありがとうございます。 

 それぞれお答えをいただきましたが、ちょっ

と確認ですけど、男性育児休暇取得の目標50％

にしていたが、令和6年91％達成ということです

が、こちらも2週間以上という条件がつきますで

しょうか。 

【初手委員長】 休憩します。 
 

― 午前１１時１１分 休憩 ― 

― 午前１１時１１分 再開 ― 
 

【初手委員長】 再開します。 

【緒方警務課長】 現計画における育児休業の取

得なんですけれども、これ期間を区切っており

ませんで、1日でも休暇取得すればということに

なっております。 

【白川委員】 ありがとうございます。 

 令和8年度以降の目標についても、女性の割合

が14％と、男性の育児休暇については期限を2週

間以上ということを付け加えての毎年85％とい

うことで、目標の立て方も工夫をされていて、

いいのではないかなと思いますが、男性の育児

休暇取得については、やはり期間が大事だと思

います。1日でもというよりは、できるだけ家事・

育児に男性が参画するということが大事だと考

えれば、期間を長く取れることを了としたいと

思いますので、ぜひ目標達成に向けて頑張って

いただきたいと、周知も含めてですね、取れる

環境づくりをしっかり整えていただきたいと思

います。 

 女性の割合ですが、12％目標が達成できそう

だというところに対して14％と、少し消極的で

はないかなと思っておりますけれども、それこ

そ採用だったりとか、離職率防止だったりとか、

そういうことに努めていくことが重要ではない

かなと思いますが、女性の職員割合が少ない理

由をどのように捉えておられるか、伺います。 

【緒方警務課長】 警察官として勤務する以上、

業務の特性上、どうしても力が必要になってく

る場面も想定されます。また、いろんな業務の

中で、どうしても男女が個別に対応した方がい

いという部分もございますので、結果、全国的

な傾向を見まして、国が示しているところに合

わせまして、14％程度ということで目標を掲げ

させていただいております。 

【白川委員】 ありがとうございます。 

 もちろん力仕事だったりとか危険な現場が多

いというところもあるかもしれませんけども、

犯罪を犯す方だったりとか、ご相談だったりと

か、それこそ女性からの相談だったり、女性の

犯罪者については女性の方が、例えば対応する

方がいいことだったりとかということも、もち

ろんあると思いますので、そういった意味でも

女性の採用・登用についても、公平に行ってい

ただきたいなというふうに思っておりますが、

管理職の割合は分かりますでしょうか。 

【緒方警務課長】 県警におきましては、女性の

管理職の割合につきましては、目標は定めてお
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りません。 

 実情を言いますと、管理職といいますか、階

級で申し上げますと、警部以上の女性警察官と

いうのが現在12名おりまして、なかなかまだ数

的に少ないというところがございますので、ま

だまだ目標を定めるというところまでには至っ

ておりません。 

【白川委員】 ありがとうございます。 

 目標は定めておらず、今12名おられるという

ことですが、報道の方で、二課長が、女性の方

が関東から、すみません、中央の方から来られ

るということをお伺いしております。 

 そういった意味で、女性の管理職は何か中央

から来るというような、うちの副知事も中央か

ら来られたというようなイメージですが、地元

の採用の方々も、例えばキャリア形成だったり

とかそういった研修等何か、管理職登用に向け

ての何か取組を行われているのであれば、教え

てください。 

【初手委員長】 休憩します。 
 

― 午前１１時１５分 休憩 ― 

― 午前１１時１６分 再開 ― 
 

【初手委員長】 再開します。 

【水田警務部長】 女性職員の幹部登用の関係で

ございますけれども、女性職員の職域を拡大す

るために現在でも、これまでにも個々の能力に

応じたポストへの積極的な登用というのも推進

してまいりました。 

 また、育児中でもその能力を発揮できるポス

トの設置だったりとか、あと、女性職員の意見・

要望を吸い上げるためのアンケートを実施して

まいりました。さらには、施策の担当者が警察

署に赴いて、現場の女性職員の声を聴取して施

策に反映させる、こうした取組を複合的に行い

まして、女性がより一層活躍できるように取組

を進めてきたところでございます。 

【白川委員】 ありがとうございます。 

 育児中の取組だったりとか、アンケートで意

見聴取を行っていただいているということでし

た。 

 警察官になられた女性の方がライフイベント、

結婚や妊娠・出産等でキャリアを諦めることが

ないようにというところについてもですね、引

き続き取組を強化していただきたいと思います。

女性たちがあらゆる職場で、女性だけに限らず、

全ての人が機会を等しく与えられて、望む仕事

で生き生きと活躍されることを祈念しまして、

質問を終わります。ありがとうございます。 

【山口委員】 お疲れさまです。 

 1点だけお尋ねします。 

 連日、県民の皆様方の安全・安心のためにご

尽力いただいておりまして、ありがとうござい

ます。 

 そういう状況でありますが、データを見てみ

ますと、事件・事故の推移、認知、検挙の状況

というのが、一覧表が出てありますけれども、

その中で特異な分だけ、ちょっと知能犯が、令

和5年からずっと増えていましてですね。このこ

とをどう考えられているのかなと。その知能犯

というのもいろいろあるんだと思うんですが、

主にどういうものを知能犯というのかも含めて、

教えていただきたいと思います。 

【松尾刑事総務課長】 この統計の知能犯の罪種

につきましては、詐欺、横領、汚職など5つの罪

種の件数の合計になります。 

 この詐欺の中にはニセ電話詐欺、ＳＮＳ型投

資詐欺等も含まれております。 

 ですから、知能犯が増えている大きな要因の

一つとしましては、そういったニセ電話詐欺、



令和８年３月定例会総務委員会・予算決算委員会総務分科会（３月２３日） 

- 33 - 

ＳＮＳ型詐欺の増加が要因となっているような

状況でございます。 

【山口委員】 確かに時代を反映している犯罪が

知能犯ということだろうと思いますけれども、

たくさん増えていますが、検挙数も増えている

んですね、数もね。だけど、率で見ますと逆に、

あまりにもどんどん増えている関係で、体制そ

のものがどうあるのかもよく分かりませんが、

率そのものが若干、令和5年度から30％の検挙率

が20％そこそこに今下がっている状況にあるわ

けなんですね。このことについては、これから

の取組だと思うんですが、いかがお考えですか。 

【初手委員長】 休憩します。 
 

― 午前１１時２０分 休憩 ― 

― 午前１１時２０分 再開 ― 
 

【初手委員長】 再開します。 

【平井刑事部長】 委員ご指摘のとおり、検挙に

つきましては、時の情勢というか、犯罪情勢に

よって大きく差が出る部分があります。ただ、

最近の傾向といたしまして、長崎県からも首都

圏、いわゆる警視庁や神奈川、埼玉に専従を派

遣して、いわゆる今までは受け子など末端被疑

者の検挙ですけれども、これをやっていても、

いたちごっこということで、国と連携いたしま

して、主犯格グループ、これらを壊滅しなけれ

ば、この種犯罪は壊滅できないということで、

昨年から、そういう新たな手法、他県と連携を

して体制強化、捜査手法の向上を図っていると

ころであります。 

【山口委員】 いずれにしても、犯罪を起こす側

にですね、やはりしっかり警告できるような状

況も必要だと思うんですね。要は起こさせない

ことも、一つの仕事にあると思うんですが、そ

のことについてはどうお考えですか。 

【平井刑事部長】 刑事部は取締り、これが主で

ありますけれども、生安部が受け持っています

抑止対策、これを両輪として、うまくいかなけ

ればいけないと思っております。 

 特に抑止対策につきましては、私も生安部長

を2年前しておりましたけれども、相手が大体3

か月から半年ごとに手口を変えてきます。これ

らをいかに県民の皆様に早く周知をして、予防

対策を取ってもらうか、これがやっぱり被害防

止の要となるところであります。 

 また、海外からの電話という話もありました

けれども、これらにつきましてもＩＣＰＯ等を

通じて、海外の警察とも連携して捜査をしてい

るところであり、時間を要しますけども、確実

に一歩ずつ捜査の手法、これが構築されている

ところであります。 

【山口委員】 ありがとうございます。 

 いずれにしましても、県民の皆さん方の安心・

安全のために、なお一層のご尽力をよろしくお

願いを申し上げます。ありがとうございました。 

【初手委員長】 ほかに質問はありませんか。 

【虎島委員】 事前通告しなかったんですけども、

先ほど自転車の話題がありましたので、自転車

乗りの端くれとして、ちょっと気になっている

ことをお伺いしたいと思います。 

 4月1日から自転車を追い越すときの新ルール

ができるということを報道等で耳にしておりま

す。十分な間隔を保つか、安全な速度で走行す

ることと車両に対して、言われていますが、そ

の詳細についてお伺いいたします。 

【吉岡交通指導課長】 自転車の側方を通過する

場合の違反につきまして、速度や距離など、委

員がおっしゃった内容につきましては、そのと

きの場所とか、時間帯を見ながらやっていくと

いうことで、今のところは考えております。 
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【虎島委員】 その場所とか時間で適宜判断する

というようなことかと思いますけれど、報道等

によれば、十分な間隔とは1メートル開けると。

また、距離が取れない場合は、安全な速度、20

から30キロ程度、速度を落として横を通過する

というようなことが言われております。 

 インターネット等で話題になっていますのは、

もう自転車、追い越すことができないんじゃな

いかというような危惧がされています。という

のはセンターラインですね。実線のセンターラ

インを、自転車を追い越すときに、はみ出して

いいのかといった情報が錯綜しているというと

ころだと思いますけども、実線のセンターライ

ンの考え方についてお伺いいたします。 

【山口交通規制課長】 自転車を追い越すために

中央線をはみ出したとき、やはり私のところに

も一般の方から、そういった不安の声が上がっ

ております。 

 中央線の種類は、白色の実線、白色の破線、

あと黄色の実線があります。 

 大きな違いなんですけれども、黄色について

は、要は交通規制として、はみ出すと対向車線

を走っている車とぶつかる危険性があるという

ところは黄色線です。 

 白の実線については、もともとカーブの見通

しが悪いところとか、トンネル内とかそういっ

たところ、法律で、もともと追越ししては駄目

ですよというところについては、白です。 

 破線のところといいますと、あくまでも道路

管理者が設置した、要は、中央がここですと明

示する部分です。 

 そういった部分でですね、車が自転車を追い

越すときというのは当然あるかと思うんですが、

やはりそこについてなんですけれども、じゃあ

ゆっくり行って車が、自転車がゆっくりなのに

追い越すことができないというのは、やはり交

通の流れに反対、不便があります。 

 白実線、また破線については、当然安全な間

隔を持っていただいて、対向車に注意して、追

い越す分は問題ないということです。 

 黄色線については、法律を厳格に解釈すると、

はみ出す行為というのはよろしくないんですけ

れども、そうでないと、やっぱり交通が混雑す

るという部分があります。当然対向車にはみ出

す状況が、その場合、例えば速度が何キロだっ

たとか、そういう個々具体的に判断しないと、

なかなか判断できない部分があるんですけれど

も、黄色線を含めてですが、やはりやむを得な

い状況であれば、追い越す分を止めて、あなた

違反ですよと検挙するかというと、そういうわ

けじゃありません。 

 ただ、今回法律ができた部分というのは、自

転車の走行通過時に車両にぶつかる事故が多い

という部分があるので、あくまでもそういった、

要は何メートル離せばいいかという部分なんで

すけれども、こういったところは速度が、車両

が100キロで走っているところを1メートルで大

丈夫かと、そういうわけではないという部分が

あります。 

 個々具体的に、現場の道路状況とかそういっ

た部分で判断していくことになりますので、一

概に自転車を追い越したから違反として検挙す

るかというと、そういうわけではないというと

ころはご理解いただきたいと思います。 

【虎島委員】 ありがとうございます。 

 長崎は、どうしても道が狭くて、非常に自転

車の走行というのは難しい状況にあります。特

に以前の法改正によって、歩道を自転車が走れ

ないということが明確になってまいりました。 

 非常に肩身の狭い思いをしながら自転車に乗
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っているわけですけれども、今後ぜひ正しい情

報を周知いただいて、双方安全に走行できるよ

うにお願いしたいと思います。 

 もう一点、議案内での話になってしまうので、

お許しいただければなんですけれども、1点、気

になったところで、警察ヘリの維持費というと

ころ、1.7億円というのがございましたけれども、

維持費の内訳について、もしよろしければお伺

いしたいと思います。 

【松尾会計課長】 ヘリコプター維持費の内訳で

ございますけれども、燃料費、定期点検整備、

ヘリコプターテレビの伝送システムに関するも

の等、警察ヘリの維持に必要な経費を計上して

おります。 

【虎島委員】 運航自体の委託とかいう関係がご

ざいましたらお願いいたします。 

【松尾会計課長】 運航自体は、県警の職員が行

っております。整備につきましても、県警の職

員が行っております。 

【虎島委員】 ありがとうございます。 

 県の防災ヘリは業者に委託しているというこ

とでした。特に最近話題のドクターヘリにつき

ましては、機材から運航まで、全て委託してい

るということでお伺いいたしました。 

 非常に整備士不足というところで、全国的な

課題にはなっております。警察内での整備とい

うことの在り方について、その人材確保といっ

たところで、問題がないかというところをお伺

いします。 

【松尾会計課長】 ヘリコプター整備士につきま

しては、委員ご指摘のとおり、非常に厳しい状

況というのは県警でも把握しておりますけれど

も、県警としては、計画的に整備士を確保して

おりまして、現在のところ十分確保できており

ます。パイロットについても同様でございます。 

【虎島委員】 ありがとうございます。 

 県が所有しているヘリを県警の整備士にお願

いするということが可能なのかというところは

いかがでしょうか。 

【松尾会計課長】 ヘリの整備につきましては、

その機種によりまして、整備する資格が個別に

異なっておりますので、全く同じ機種でないと

整備ができないということになります。ですの

でパイロットもそうですけれど、県警の整備士

等が県のヘリコプターの整備をすることはでき

ないと理解しております。 

【初手委員長】 ほかに質問はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【初手委員長】 ほかに質問がないようですので、

警察本部関係の審査結果について整理をしたい

と思います。 

 しばらく休憩をいたします。 
 

― 午前１１時３１分 休憩 ― 

― 午前１１時３３分 再開 ― 
 

【初手委員長】 委員会を再開いたします。 

 これをもちまして、警察本部関係の審査を終

了いたします。 

 引き続き、出納局・各種委員会事務局関係の

審査を行います。 

 しばらく休憩し、11時45分より再開をいたし

ます。 
 

― 午前１１時３３分 休憩 ― 

― 午前１１時４２分 再開 ― 
 

【初手委員長】 それでは、委員会及び分科会を

再開いたします。 

 これより、出納局及び各種委員会事務局関係

の審査を行います。 

【初手分科会長】 まず、分科会による審査を行



令和８年３月定例会総務委員会・予算決算委員会総務分科会（３月２３日） 

- 36 - 

います。 

 予算議案を議題といたします。 

 会計管理者より、予算議案の説明を求めます。 

【井手会計管理者】 出納局関係の議案について

ご説明をいたします。 

 出納局・各種委員会事務局の予算決算委員会

総務分科会関係議案説明資料2ページをご覧く

ださい。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第1号議案「令和8年度長崎県一般会計予算」の

うち関係部分、第52号議案「令和7年度長崎県一

般会計補正予算（第9号）」のうち関係部分であ

ります。 

 まず、第1号議案「令和8年度長崎県一般会計

予算」のうち関係部分についてご説明いたしま

す。 

 令和8年度当初予算は骨格予算でありますの

で、2ページ中段に記載のとおり、1、人件費等

の義務的経費のほか、2、3の内容について予算

を計上いたしております。 

 歳入予算総額は18億1,184万9,000円で、各種

手数料収入16億5,958万1,000円が主なものであ

ります。 

 歳出予算総額は4億6,134万4,000円で、3ペー

ジに記載しております出納局職員の給与費など

3億2,515万9,000円、会計事務の管理運営に要す

る経費1億3,618万5,000円が主なものとなって

おります。 

 債務負担行為につきましては、事務用消耗品

の集中調達に係る経費、公金収納事務に係る経

費、財務会計システム運用・維持管理業務委託

に係る経費及び物品関係システムの運営に係る

経費であります。 

 次に、第52号議案「令和7年度長崎県一般会計

補正予算（第9号）」のうち関係部分について、

ご説明をいたします。 

 4ページをご覧ください。 

 歳入予算の主なものは、各種手数料収入の減

及び歳計現金の預金利子収入の増によるもので

あります。 

 歳出予算の主なものは、職員給与費の過不足

調整に係る減及び会計事務の管理運営に要する

経費の執行見込額の減によるものであります。 

 最後に、令和7年度補正予算の専決処分につい

て、あらかじめご了承を賜りたいと存じます。 

 令和7年度の予算については、今後、年間執行

額の確定に伴い、調整・整理を行う必要が生じ

るため、3月末をもって、令和7年度予算の補正

を専決処分により措置させていただきたいと存

じますので、ご了承を賜りますようお願いいた

します。 

 以上をもちまして、出納局関係の説明を終わ

ります。 

 よろしくご審議賜りますようお願い申し上げ

ます。 

【初手分科会長】 次に、監査事務局長より、予

算議案の説明を求めます。 

【桑宮監査事務局長】 失礼します。 

 監査事務局関係の議案についてご説明いたし

ます｡ 

 同じ資料の5ページをご覧ください。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第1号議案「令和8年度長崎県一般会計予算」の

うち関係部分、第52号議案「令和7年度長崎県一

般会計補正予算（第9号）」のうち関係部分であ

ります｡ 

 まず、第1号議案「令和8年度長崎県一般会計

予算」のうち関係部分についてご説明いたしま

す｡ 

 令和8年度当初予算は骨格予算でありますの
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で、1、人件費等の義務的経費、2、経常的な管

理経費及び継続事業費、3、その他事業の執行上、

当初予算に計上を要するもの及び緊急を要する

ものなどについて予算を計上いたしております。 

 歳出予算総額は1億7,555万6,000円で、その主

なものは、監査委員や事務局職員の人件費並び

に事務局運営に要する経費であります。 

 6ページをご覧ください。 

 第52号議案「令和7年度長崎県一般会計補正予

算（第9号）」のうち関係部分についてご説明い

たします。 

 歳出予算の主なものは、職員給与費の過不足

調整及び事務局運営に要する経費の執行見込額

の減によるものであります。 

 最後に、令和7年度補正予算の専決処分につい

て、あらかじめご了承を賜りたいと存じます。 

 令和7年度の予算については、今後、年間執行

額の確定に伴い、調整・整理を行う必要が生じ

るため、3月末をもって、令和7年度予算の補正

を専決処分により措置させていただきたいと存

じますので、ご了承を賜りますようお願い申し

上げます。 

 以上をもちまして、監査事務局関係の説明を

終わります。よろしくご審議を賜りますようお

願い申し上げます。 

【初手分科会長】 次に、人事委員会事務局長よ

り、予算議案の説明を求めます。 

【小畑人事委員会事務局長】 それでは、人事委

員会事務局関係の議案についてご説明いたしま

す。 

 同じ資料の7ページをご覧ください。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第1号議案「令和8年度長崎県一般会計予算」の

うち関係部分、第52号議案「令和7年度長崎県一

般会計補正予算（第9号）」のうち関係部分であ

ります。 

 まず、第1号議案「令和8年度長崎県一般会計

予算」のうち関係部分についてご説明いたしま

す。 

 令和8年度当初予算は骨格予算でありますの

で、1、人件費等の義務的経費のほか、2、3など

について予算を計上いたしております。 

 歳入予算で、（目）雑入166万円を計上いたし

ておりますが、その主なものは警察官採用共同

試験受託に伴う収入であります。 

 次に、歳出予算総額は、1億5,835万5,000円を

計上いたしておりますが、このうち、（目）委

員会費799万3,000円は、委員3名分の報酬及び委

員会運営に要する経費、（目）事務局費1億5,036

万2,000円は、事務局職員の給与及び県職員採用

試験、給与勧告、公平審査など事務局運営に要

する経費であります。 

 債務負担行為につきましては、試験関係シス

テムの運営業務に係る経費を計上いたしており

ます。 

 次に、第52号議案「令和7年度長崎県一般会計

補正予算（第9号）」のうち関係部分についてご

説明いたします。 

 歳出予算につきましては、その主なものは、

（目）事務局費149万2,000円の減で、これは職

員給与費の過不足調整及び事務局運営に要する

経費の執行見込額の減によるものであります。 

 最後に、令和7年度補正予算の専決処分につい

て、あらかじめご了承を賜りたいと存じます。 

 令和7年度の予算については、今後、年間執行

額の確定に伴い、調整・整理を行う必要が生じ

るため、3月末をもって、令和7年度予算の補正

を専決処分により措置させていただきたいと存

じますので、ご了承を賜りますようお願いいた

します。 
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 以上をもちまして、人事委員会事務局関係の

説明を終わります。よろしくご審議を賜ります

ようお願い申し上げます。 

【初手分科会長】 次に、労働委員会事務局長よ

り予算議案の説明を求めます。 

【小畑労働委員会事務局長】 それでは、労働委

員会事務局関係の議案についてご説明いたしま

す。 

 同じ資料の10ページをご覧ください。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第1号議案「令和8年度長崎県一般会計予算」の

うち関係部分、第52号議案「令和7年度長崎県一

般会計補正予算（第9号）」のうち関係部分であ

ります。 

 まず、第1号議案「令和8年度長崎県一般会計

予算」のうち関係部分についてご説明いたしま

す。 

 令和8年度当初予算は骨格予算でありますの

で、1、人件費等の義務的経費のほか、2及び3な

どについて予算を計上いたしております。 

 歳出予算総額6,998万8,000円を計上いたして

おりますが、このうち、（目）委員会費2,525万

9,000円は、委員15名分の報酬及び労働争議の調

整、不当労働行為事件の審査など委員会運営に

要する経費であります。 

 （目）事務局費4,472万9,000円は、事務局職

員の給与費及び労働争議、不当労働行為事件の

調査など、事務局運営に要する経費であります。 

 次に、第52号議案「令和7年度長崎県一般会計

補正予算（第9号）」のうち関係部分についてご

説明いたします。 

 歳出予算で、（目）委員会費159万2,000円の

減を計上いたしておりますが、これは、委員会

運営に要する経費の執行見込額の減によるもの

であります。 

 （目）事務局費82万4,000円の減を計上いたし

ておりますが、これは、職員給与費の過不足調

整及び事務局運営に要する経費の執行見込額の

減によるものであります。 

 最後に、令和7年度補正予算の専決処分につい

て、あらかじめご了承を賜りたいと存じます。 

 令和7年度の予算については、今後、年間執行

額の確定に伴い、調整・整理を行う必要が生じ

るため、3月末をもって、令和7年度予算の補正

を専決処分により措置させていただきたいと存

じますので、ご了承を賜りますようお願いいた

します。 

 以上をもちまして、労働委員会事務局関係の

説明を終わります。よろしくご審議を賜ります

ようお願い申し上げます。 

【初手分科会長】 次に、議会事務局長より予算

議案の説明を求めます。 

【中尾議会事務局長】 議会事務局関係の議案に

ついてご説明いたします｡ 

 同じ資料の12ページをご覧ください。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第1号議案「令和8年度長崎県一般会計予算」の

うち関係部分、第52号議案「令和7年度長崎県一

般会計補正予算（第9号）」のうち関係部分であ

ります｡ 

 まず、第1号議案「令和8年度長崎県一般会計

予算」のうち関係部分についてご説明いたしま

す｡ 

 令和8年度当初予算は骨格予算でありますの

で、1、人件費等の義務的経費のほか、2、3とし

て記載のものなどについて予算を計上いたして

おります。 

 歳出予算総額は、12億9,160万4,000円であり、

その主なものは議員報酬及び議会運営に要する

経費であります。 
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 債務負担行為については、ハラスメント専門

相談窓口業務委託に係る経費などを計上いたし

ております。 

 13ページをご覧ください。 

 次に、第52号議案「令和7年度長崎県一般会計

補正予算（第9号）」のうち関係部分についてご

説明いたします。 

 歳入予算は、前年度の政務活動費交付金の精

算に伴う返還による雑入の増を計上いたしてお

ります。 

 歳出予算の主なものは、議員報酬及び議会運

営に要する経費の執行見込額の減であります。 

 最後に、令和7年度補正予算の専決処分につい

て、あらかじめご了承を賜りたいと存じます。 

 令和7年度の予算については、今後、年間執行

額の確定に伴い、調整・整理を行う必要が生じ

るため、3月末をもって、令和7年度予算の補正

を専決処分により措置させていただきたいと存

じますので、ご了承を賜りますようお願いいた

します。 

 以上をもちまして、議会事務局関係の説明を

終わります。よろしくご審議を賜りますようお

願い申し上げます。 

【初手分科会長】 説明が終わりましたが、午前

中の審査はこれにとどめて、午後は1時30分から

再開し、引き続き出納局各種委員会事務局の審

査を行いたいというふうに思います。 

 しばらく休憩をいたします。 
 

― 午前１１時５６分 休憩 ― 

― 午後 １時２７分 再開 ― 
 

【初手分科会長】 分科会を再開いたします。 

 午前中で予算議案の説明が終わりましたので、

これより予算議案に対する質疑を行います。 

【赤木委員】 お疲れさまです。 

 1点だけお伺いしたいと思います。 

 資料は、予算決算委員会総務分科会説明書、

横長資料の6ページになります。 

 ここで、キャッシュレス収納による各種手数

料について、16億5,958万1,000円が予算として

計上されておりますが、その内訳について教え

てください。 

【山道会計課長】 この16億5,958万1,000円でご

ざいますが、これは各機関において設定をされ

ています。 

 例えばパスポートの申請に係る手数料であっ

たり、免許証の更新に係る手数料が主なもので

ございますが、そういったものを出納局におい

て計上しているものでございます。 

 これは過去に証紙収入という形で計上をさせ

ていただいておりますが、今回、証紙を廃止い

たしまして、キャッシュレス等による収納とい

う形を取らせていただいているものです。 

【赤木委員】 ありがとうございます。 

 この収入が昨年度、予算ベースであるんです

けれども、9,700万円ほどです。約1億円が減と

なっております。民間だったら、かなりなダメ

ージ、17億円売上げあったのが16億円になるわ

けだから、かなりのダメージだと民間だったら

受け止められるのですけども、今回、その減と

なった理由についてお伺いいたします。 

【山道会計課長】 対前年度の比較においての減

でございますが、これは以前、証紙において収

入をしていたときも、そういう傾向はございま

したが、年々手数料のパイが小さくなってきて

おるところです。分析はできておりませんが、

恐らく、人口減少等による納付される方の減少

等も含まれるのではなかろうかと考えておりま

す。 

 証紙のときもそうでしたが、年によって増減



令和８年３月定例会総務委員会・予算決算委員会総務分科会（３月２３日） 

- 40 - 

がございます。手数料が多く入る年、入らない

年というのがございますが、大体傾向としまし

ては減少傾向にありまして、大体1割から2割程

度は減少しているようなトレンドでございます。 

【赤木委員】 ありがとうございます。多少波が

あるにしても、減少傾向だというお話をいただ

きました。 

 先ほどもありましたが、以前、証紙で対応し

ていたものが、こういったキャッシュレス対応

できるようになりましたので、今回の減となっ

たのは、キャッシュレスが影響したわけではな

いということだと理解をいたしました。 

 ただ、この減少傾向であるとするならば、キ

ャッシュレスを導入するに当たって、いろんな

設備投資を行ってきたかと思います。本来であ

れば、投資をするに当たっての費用対効果、い

つになったら投資効果が出るのかという想定の

上、今回、導入されていると思いますが、収入

が減少することによって、その期間が長くなっ

てしまう、そういった懸念はあるのでしょうか。 

【山道会計課長】 移行につきましては現在、導

入移行時期が令和7年の1月からでございますの

で、年間のデータというのがまだ整っていない

ような状況ではございます。 

 キャッシュレス決済等を導入する以前に試算

を行いまして、その際には、委員ご指摘ありま

したように、初期の機器類の投資がございまし

て、その更新費用等も見込みますと、おおよそ

10年ぐらいで、費用対効果が見込まれると試算

しております。先ほどおっしゃったような、減

少傾向にある中で費用対効果が見込まれるのか

というのは、不確定要素ではございます。 

 一方、以前の経費の中には、証紙の印刷経費

等が含まれておりました。これにつきましては

現在、他県等の聞き及んでいる中では、かなり

印刷経費が高騰して5倍から6倍とか、そういう

ふうな傾向にあるということを聞いております

ので、そこは試算の中には含まれておりません。

そういったものを加味すると、そこは十分取れ

るのではなかろうかと考えております。 

【赤木委員】 ありがとうございます。 

 お金では測れない利便性もですね、たくさん

あるのかなと思っています。もちろん今おっし

ゃったように本当、様々な原価高騰している中

で、このキャッシュレスの利便性であったり、

もちろん県民サービスに資するものでもあると

思いますので、引き続き注視をしていただきな

がら、多分、会計課ではなくて、パスポートと

か免許証とかは、違う部局になると思いますが、

この収入が下がっていくことの影響というのを

ちょっと懸念をしている部分がありますので、

私自身も注視しながら、見ていきたいと思って

いますが、ご説明ありがとうございました。 

【初手分科会長】 ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【初手分科会長】 ほかに質問もないようですの

で、これをもって質疑を終了いたします。 

 次に、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【初手分科会長】 討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。 

 予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。 

 第1号議案のうち関係部分及び第52号議案の

うち関係部分については、原案のとおり可決す

ることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【初手分科会長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、予算議案は原案のとおり、それぞれ
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可決すべきものと決定されました。 

【初手委員長】 次に、委員会による審査を行い

ます。出納局及び各委員会事務局においては、

今回、委員会付託議案がないことから、所管事

項についての説明を受けた後、提出資料につい

ての説明を受け、議案外所管事務一般について

の質問を行うことといたします。 

 まず、人事委員会事務局長より所管事項説明

を求めます。 

【小畑人事委員会事務局長】 人事委員会事務局

関係の所管事項についてご説明いたします｡ 

 総務委員会関係説明資料の2ページをご覧く

ださい。 

 令和7年度県職員採用試験についてでありま

すが、障害者を対象とした選考試験、警察官Ⅲ

類（男性・女性）の採用試験及び大学卒業程度

Ｃ試験として、技術系9職種に係る試験を実施し、

最終合格者を発表いたしました。 

 受験者数、合格者数及び競争倍率につきまし

ては、それぞれ記載のとおりであります。 

 以上をもちまして、人事委員会事務局関係の

説明を終わります。 

【初手委員長】 次に、労働委員会事務局長より、

所管事項の説明を求めます。 

【小畑労働委員会事務局長】 それでは、労働委

員会事務局関係の所管事項についてご説明いた

します。 

 同じ資料の3ページをご覧ください。 

 （調整事件について） 

 労働組合と使用者との間で生じた労働争議の

調整につきましては、今年度において、現在ま

で取り扱いました事件は4件であり、いずれも現

在調整中であります。 

 （審査事件について） 

 労働組合法に基づく使用者の不当労働行為の

審査につきましては、今年度において新たな申

請はなく、現在審査中の事件はございません。 

 （個別的労使紛争について） 

 労働者個人と使用者との間で生じた紛争のあ

っせんにつきましては、今年度において、現在

までに取扱いをしました事件は4件であり、1件

は解決、1件は打切りにより終結、2件は現在調

整中であります。 

 以上をもちまして、労働委員会事務局関係の

説明を終わります。 

【初手委員長】 次に、提出のあった「政策等決

定過程の透明性等の確保などに関する資料」に

ついて説明を求めます。 

【山道会計課長】 失礼します。 

 「政策等決定過程の透明性等の確保及び県議

会・議員との協議等の拡充に関する決議」に基

づき本委員会に提出いたしました出納局・各種

委員会事務局の資料についてご説明いたします。 

 資料の2ページをご覧ください。 

 出納局所管の1,000万円以上の契約について、

令和7年11月から令和8年2月までの実績は、記載

のとおり9件となっております。 

 また、入札結果につきましては、3ページから

11ページの記載のとおりでございます。 

 以上でございます。 

【初手委員長】 以上で説明が終わりました。 

 次に、陳情審査を行います。 

 事前に配付をいたしております陳情書一覧表

のとおり、陳情書の送付を受けておりますので

ご覧願います。 

 陳情書について何か質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【初手委員長】 ほかに質問がないようですので、

陳情につきましては承っておくことといたしま

す。 
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 次に、議案外所管事務一般に対する質問を行

います。 

 まず、政策等決定過程の透明性等の確保など

に関する資料について、ご質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【初手委員長】 ほかに質問がないようですので、

次に、議案外所管事務一般について、ご質問は

ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【初手委員長】 ほかに質問がないようですので、

出納局及び各種委員会事務局関係の審査結果に

ついて、整理をしたいと思います。 

 しばらく休憩をいたします。 
 

― 午後 １時４０分 休憩 ― 

― 午後 １時４０分 再開 ― 
 

【初手委員長】 委員会を再開いたします。 

 これをもちまして、出納局及び各種委員会事

務局関係の審査を終了いたします。 

 引き続き企画部関係の審査を行います。 

 しばらく休憩し、13時55分より再開をいたし

ます。 
 

― 午後 １時４１分 休憩 ― 

― 午後 １時５２分 再開 ― 
 

【初手委員長】 委員会及び分科会を再開いたし

ます。 

 これより企画部関係の審査を行います。 

【初手分科会長】 まず、分科会による審査を行

います。予算議案を議題といたします。 

 企画部長より、予算議案の説明を求めます。 

【早稲田企画部長】 企画部関係の議案について

ご説明いたします。 

 予算決算委員会総務分科会関係議案説明資料

をお開き願います。 

 今回ご審議をお願いいたしておりますのは、

第1号議案「令和8年度長崎県一般会計予算」の

うち関係部分、第52号議案「令和7年度長崎県一

般会計補正予算（第9号）」のうち関係部分であ

ります。 

 初めに、第1号議案「令和8年度長崎県一般会

計予算」のうち企画部関係についてご説明いた

します。 

 令和8年度当初予算は、知事選挙と予算編成時

期の関係もあり、骨格予算でありますので、人

件費等の義務的経費、経常的な管理経費及び継

続事業費、その他事業の執行上、当初予算に計

上を要するもの及び緊急を要するものなどにつ

いて予算を計上いたしております。 

 予算額は、歳入予算で15億8,729万8,000円、

歳出予算で4億5,952万7,000円を計上いたして

おります。 

 この歳出予算の主な内容は、企業版ふるさと

納税について、企業への効果的なＰＲ活動等の

実施に要する経費や外部デジタル人材を県と市

町が共同利用し、課題解決を行うために要する

経費等であります。 

 債務負担行為については、ドローンプラット

フォーム使用料に係る令和9年度に要する経費

を計上いたしております。 

 次に、第52号議案「令和7年度長崎県一般会計

補正予算（第9号）」のうち企画部関係について

ご説明いたします。 

 今回の補正予算は、歳入予算で3億2,849万円

の増、歳出予算で3,494万4,000円の減を計上い

たしております。 

 この歳出予算の主な内容は、データ連携基盤

のシステム改修や開発等に要する経費の減等で

あります。 

 最後に、令和7年度の予算につきましては、今
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議会に補正をお願いいたしておりますが、今後、

年間執行額の確定に伴い、調整・整理を行う必

要が生じることから、3月末をもって、令和7年

度予算の補正について、専決処分により措置さ

せていただきたいと存じますので、ご了承を賜

りますようお願いいたします。 

 以上をもちまして、企画部関係の説明を終わ

ります。よろしくご審議を賜りますようお願い

申し上げます。 

【初手分科会長】 以上で説明が終わりましたの

で、これより予算議案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

【白川委員】 すみません、1点お尋ねをしたい

と思います。 

 企業版ふるさと納税対策費ということで617

万6,000円が計上をされております。こちらにつ

いては、私が一般質問でさせていただきました、

産業人材育成奨学金アシスト制度の財源である

基金に積み上げられているものと思いまして、

ちょっとお尋ねをしたいんですけれども、やは

り多くの奨学金返済に悩む若者たちを支援する

ために、今回、拡充をお願いした質疑だったん

ですけども、まずは、この財源が非常に重要で

あるという観点から、そのＰＲも非常に重要で

あると考えております。 

 そういった中で、この617万円という予算の中

で、一番下の丸の1、2、3とあります「企業への

ＰＲ活動が行われている」というふうに記載さ

れておりますが、具体的にどのようなことをさ

れているのか、教えてください。 

【山下政策調整課長】 ただいまのお尋ねをいた

だきました企業へのＰＲ活動の内容でございま

す。 

 寄附額の増加に向けた企業のＰＲ活動といた

しましては、企業の経営者等と面談を行いまし

て寄附をお願いしているほか、それを補完する

意味合いで、電話ですとかダイレクトメールで

も寄附のお願いをしているところでございます。 

 また、本県出身の経営者の皆様に寄附をお願

いするとともに、本県の応援団として情報発信

に協力をお願いする観点から、県人会ですとか、

それから長崎ゆかりの交流会、こうした場にお

いても、企業版ふるさと納税についてＰＲを行

っておりまして、令和8年度においても継続して

取り組んでまいりたいと考えております。 

 また、広報面、主に広告という部分になりま

すが、こちらも本県ゆかりの企業の皆様に、本

県の企業版ふるさと納税の取組を知っていただ

くために、年末年始の人が動く時期に、例えば

空港ですとかバスターミナル、それから駅とい

ったような交通拠点においてポスターを掲出し

たり、あるいは、デジタルサイネージに広告を

掲出したりといったような広報にも取り組んで

いるところでございます。 

 このほか、県人会の広報誌を活用した広報に

も取り組んでおりまして、令和8年度においても、

こうした広報活動に引き続き取り組んでまいり

たいと考えております。 

【白川委員】 ありがとうございます。具体的に

教えていただきました。 

 金額が金額だけに、なかなか大きな媒体とか

数量とか、郵送とか、そういうことは難しいの

かなということを想定しての質問でしたけども、

足を使っての企業面談ですとか、ＤＭは恐らく

メール等だと、お金はかからないというような

ことだったり、ゆかりの会にも足を運んでいた

だいたり、人に多く、目に留めてもらえるよう

な交通拠点へのポスター掲示など、少ない予算

の中で効果的に行っていただいているのかなと

いうふうに思いましたけども、このアシスト事
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業については、寄附が減ってしまうと、なかな

か厳しい状況にあるということも、産労部の方

でもお伺いしておりましたので、ぜひですね、

ここの予算、もし増やせるのであれば、ＰＲも

っとしっかり行えるように、ぜひともお願いし

たいと思います。 

 ありがとうございます。 

【初手分科会長】 ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【初手委員長】 ほかに質問がないようですので、

これをもって質疑を終了いたします。 

 次に、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【初手分科会長】 討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。 

 予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。 

 第1号議案のうち関係部分及び第52号議案の

うち関係部分については、原案のとおり可決す

ることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【初手分科会長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、予算議案は原案のとおり、それぞれ

可決すべきものと決定されました。 

【初手委員長】 次に、委員会による審査を行い

ます。 

 企画部においては、今回、委員会付託議案が

ないことから、所管事項についての説明を受け

た後、提出資料についての説明を受け、議案外

所管事務一般についての質問を行うことといた

します。 

 企画部長より、所管事項説明を求めます。 

【早稲田企画部長】 企画部関係の議案外の所管

事項についてご説明いたします。お手元の総務

委員会関係説明資料をお開き願います。 

 （総合計画の周知・啓発について） 

 「長崎県総合計画みんなの未来図2030」につ

いては、県民の皆様に、その趣旨や方向性を広

くご理解いただき、それぞれの立場で主体的に

長崎県づくりへご参画をいただきながら推進を

図っていくことが重要であると考えております。 

 そのため、計画策定後、速やかに県ホームペ

ージへの掲載やＳＮＳの活用、冊子の配付を行

うとともに、昨年末に長崎市で開催した人口戦

略フォーラムにおいて、県内外の参加者の皆様

に対し本計画の内容を紹介するなど、周知・啓

発に努めているところであります。 

 また、本年1月から2月にかけて、県内8か所で

説明会を開催したほか、県の広報誌や県政番組

等の各種広報媒体を通じた幅広い発信にも取り

組んでおります。 

 今後においても、教育機関や県内企業・団体

等と連携しながら、若者・女性をはじめ、県民

の皆様から直接ご意見をお聞きするような双方

向の取組を推進してまいりたいと考えておりま

す。 

 県としては、本計画の実効性が高まるよう、

こうした取組を積み重ねながら、周知・広報を

一層進め、県民の皆様の県政への積極的な参画

を促進してまいります。 

 （民間企業との連携について） 

 昨年12月22日、県と株式会社ポーラは、メイ

クやコミュニケーション技術等のリソースを生

かし、県民の皆様に対する多様性の理解促進や

結婚・子育て支援など地方創生の推進を目的と

した包括連携協定を締結したところであります。 

 今後、双方の資源やネットワークなどを有効

活用しながら、若者・女性の活躍推進をはじめ、

地域振興や県民サービスの向上に連携して取り
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組んでいくこととしております。 

 引き続き、県内外の民間企業等と連携の上、

地方創生のさらなる推進に努めてまいりたいと

考えております。 

 （ながさきＤＸ推進プラン（案）について） 

 本県では、ＡＩ、ＩｏＴ、ビッグデータなど

次世代を担う情報技術の急速な進展や人口減

少・少子高齢化への対応等の社会情勢を背景に、

県民の豊かで質の高い生活の実現を目指して、

ＩＣＴの利活用やデジタルトランスフォーメー

ション（ＤＸ）を推進する様々な施策を展開し

てまいりました。 

 こうした中、現行の「ながさきSociety5.0推

進プラン」が今年度で終期を迎えることから、

新たに本県におけるデジタル社会の実現に向け

た施策の方向性を「ながさきＤＸ推進プラン

（案）」として取りまとめたところであります。 

 「ながさきＤＸ推進プラン（案）」について

は、計画期間を令和8年度からの5か年とし、長

崎県総合計画に掲げる目標を実現するための各

種施策をＤＸ・デジタル技術活用により推進す

る視点から「こども・くらし・まち」、「しご

と・にぎわい」及び「行政」の3つの柱で構成し、

19の分野における目指す姿と主な取組、成果指

標（数値目標）をお示ししております。 

 今後、これらの施策を着実に実施し、本県に

おけるデジタル社会の実現を目指してまいりま

す。 

 （デジタル化・ＤＸの推進について） 

 本県では、県や市町、民間が保有する多様な

データを活用し、地域課題の解決や新たなサー

ビス創出につなげることを目的として、令和3年

度に市町と共同で「つながる長崎・データ連携

基盤」を構築し、令和4年度から本格的に運用し

ているところであります。 

 これまでオープンデータカタログサイトの開

設や防災・観光・公共施設等の情報を地図上で

一元的に確認できる地図ダッシュボードの公開

に加え、民間事業者がデータを利活用しやすい

仕組みを整えることによる官民連携のサービス

創出にも取り組んでまいりました。 

 一方、データ連携基盤については、デジタル

技術の進歩とともに、費用対効果や長期的な持

続性、分野横断的なデータ連携等の課題も明ら

かとなってきたところであります。 

 また、国においては、将来のＡＩ活用も見据

えた行政データの共有・整備に向けた新たな動

きが進んでいるほか、民間事業者が提供するオ

ープンデータカタログサイトの機能が強化され

るなど、データ利活用を取り巻く環境が大きく

変化しております。 

 県としては、こうした状況を踏まえ、本年度、

今後のデータ連携基盤の在り方について、市町

のご意見もお伺いしながら検討を行った結果、

現行サービスの代替措置を講じた上で、当面の

間、データ連携基盤の運用を休止し、国の動向

等も注視しながら、さらに検討を深めることと

いたしました。 

 今後とも市町等と連携を図りながら、効果的・

効率的なデータ利活用に取り組んでまいりたい

と考えております。 

 また、県においては、国家戦略特区制度等を

活用しながら、様々な分野において、先端的な

ドローンサービスの社会実装の促進に取り組ん

でおります。 

 去る、2月19日には、五島市において、国家戦

略特区制度による調査事業として、そらいいな

株式会社等により、今年度2回目となるドローン

のエリア単位でのレベル4飛行による実証が行

われました。 
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 これは、昨年11月20日に新上五島町で行われ

た全国で初めてとなるエリア単位でのレベル4

飛行実証を踏まえ、医薬品等を複数の目的地へ

配送する際の要件や安全確保措置等についての

検討を深めるために行われたものであります。 

 今後とも、様々な分野におけるドローンサー

ビスの早期実装を推進するとともに、ドローン

サービスの活用による地域課題の解決に向けて、

力を注いでまいりたいと考えております。 

 以上をもちまして、企画部関係の説明を終わ

ります。よろしくご審議を賜りますようお願い

申し上げます。 

【初手委員長】 次に、提出のあった「政策等決

定過程の透明性等の確保などに関する資料」に

ついて、説明を求めます。 

【山下政策調整課長】 政策等決定過程の透明性

等の確保及び県議会・議員との協議等の拡充に

関する決議に基づきまして、本委員会に提出し

ております企画部関係の資料について、ご説明

申し上げます。 

 資料の2ページをご覧ください。 

 陳情・要望に対する対応状況でございますが、

知事及び部局長等に対する陳情・要望のうち、

令和7年11月から令和8年2月までの間に、県議会

議長宛てにも同様の要望が行われたものは、島

原半島振興対策協議会ほか3団体からの要望及

び長崎県離島振興協議会ほか1団体からの要望

の計2件となっております。 

 それぞれに対する県の取扱いにつきましては、

2ページから9ページに記載のとおりでございま

す。 

 説明につきましては以上でございます。よろ

しくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 

【初手委員長】 次に、デジタル戦略課長より補

足説明を求めます。 

【直塚デジタル戦略課長】 私から、ながさきＤ

Ｘ推進プラン（案）につきましてご説明をいた

します。 

 資料は全体版と概要版の2種類ございますが、

本日は「概要版」と記載のある資料を用いてご

説明をさせていただきます。 

 まず、資料の2ページをご覧ください。 

 本プランは、現行のながさきSociety5.0推進

プランの後継計画として策定するものでござい

まして、長崎県総合計画に掲げる目標をデジタ

ル技術の活用という観点から、具体化するため

に策定した個別計画として、今後の方向性と取

組をお示しするものでございます。 

 計画期間としましては、令和8年度から12年度

までの5年間としております。 

 本プランの策定に当たり、まず背景としまし

て、人口減少、少子高齢化、労働力不足、災害

の激甚化・頻発化など、社会経済情勢がますま

す複雑・多様化する中、こうした変化を的確に

捉えながら様々な分野において、デジタル化や

ＤＸの推進をはじめ、最先端技術の効果的な活

用を加速する必要がございます。 

 また、本県は、離島半島地域が多いという地

理的特性からデジタル技術を活用し、医療・介

護や教育など日常生活に必要なサービスを安定

的に提供しながら、地域社会機能を維持・確保

していくことが重要な課題となっております。 

 こうした状況を踏まえ、本プランでは、暮ら

し、仕事、行政等の分野でデジタル技術を活用

し、課題解決と新たな価値創造を一体的に進め、

人とデジタルが共創し、県民が豊かさと安心を

実感できる持続可能な地域社会を目指し、その

実現に向けて、安心して便利に暮らせるデジタ

ル社会、ＡＩ等の先端技術を活用した持続可能

な地域経営、新技術実装連携“絆”特区等を活
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用した先端技術の実装、地域社会を支える持続

可能なサービスの提供、安全・安心なデジタル

基盤の確立、この5つの項目について、具体的な

取組をお示ししております。 

 続いて、資料の3ページをご覧ください。 

 本プランを推進するに当たりましては、7つの

視点を持って取り組んでいく必要があると考え

ております。 

 具体的には、1、県民起点の価値創出、2、官

民連携と共創、3、データの利活用、4、セキュ

リティと信頼性の確保、5、人材育成と組織変革、

6、イノベーションと実証フィールド、7、戦略

的な情報発信を掲げておりまして、こうした多

角的な視点を持ちながら取組を進めていくこと

としております。 

 また、右側の5、推進体制につきましては、副

知事をＣＩＯとするデジタル戦略会議を中心に、

庁内一体の取組を進めるとともに、産学金官や

市町との連携を強化し、県全体としてＤＸの推

進力を高めてまいりたいと考えております。 

 次に、資料の4ページをご覧ください。 

 施策展開の方向性としまして、施策体系を3つ

の柱、19の分野に整理し、それぞれの「めざす

姿」の実現に向け、各種施策を推進することと

しております。 

 まず、柱1の「こども・くらし・まち」のＤＸ

でございます。 

 この柱の「めざす姿」は、誰もが安心して暮

らし、学び、育てることができるスマート地域

社会としております。 

 まず、ＤＸによる子育て環境整備と多様な学

びの保障についてでございます。 

 例えば、子育て分野では、プッシュ型の情報

発信や保活手続のワンストップ化、ＡＩ見守り

などの保育ＩＣＴの導入などを進め、子育てを

支える環境をデジタルで整備していくこととし

ております。 

 また、遠隔教育の充実や情報モラル教育の推

進など、多様な学びの保障にも取り組んでまい

ります。 

 次に、生活関連分野のスマート化についてで

ございます。 

 医療・介護分野では、オンライン診療や電子

カルテの普及、介護テクノロジー導入への支援

を進めるとともに、サイバーセキュリティ対策

の推進や、廃棄物監視業務のデジタル化など安

全・安心で環境にも配慮した社会づくりを進め

ていくこととしております。 

 続いて、インフラ・防災・移動分野を支える

先端技術の活用についてでございます。 

 こちらは、例えばドローンや、3次元データを

活用したインフラ点検や防災情報システムの高

度化に取り組むほか、自動運転などの次世代モ

ビリティの導入などを促進させ、移動の利便性

を高めていきたいと考えております。 

 続いて、5ページをご覧ください。 

 柱2の「しごと・にぎわい」のＤＸでは、デジ

タルで稼ぐ力と交流が創出され、活力と魅力が

循環する地域社会を目指しております。そのた

めに事業者への伴走型支援やＡＩ等を活用する

スタートアップ支援、農林水産業のスマート化

など、生産性と収益力の向上に向けた取組を進

めてまいります。 

 あわせて、観光データを活用した戦略的な情

報発信やデジタルマーケティングを活用した県

産品のブランド化の取組のほか、移住や関係人

口の拡大に向けた情報発信などの取組、地域ブ

ランド価値の向上を図ってまいります。 

 続きまして、柱3の行政のＤＸでございます。 

 ここでは行政運営が効率化され、最適な行政
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サービスが利用できる地域社会を目指し、ＡＩ・

ＲＰＡによる業務効率化や、デジタル人材の育

成・確保、行政手続のオンライン化など、行政

運営の効率化と行政サービスの向上を総合的に

進めていくこととしております。 

 以上がながさきＤＸ推進プランの概要でござ

いまして、詳細につきましては、全体版に記載

のとおりでございます。 

 私からの説明は以上となります。どうぞご審

議賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

【初手委員長】 以上で説明が終わりました。 

 次に、議案外所管事務一般に対する質問を行

います。 

 まず、政策等決定過程の透明性等の確保など

に関する資料について、ご質問ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【初手委員長】 質問がないようですので、次に、

議案外所管事務一般について、ご質問ありませ

んか。 

【大場委員】 幾つか質問をさせていただきたい

と思います。 

 まず初めに、先ほど説明がありましたながさ

きＤＸ推進プランについてであります。 

 また新しく、今度5か年を進めるに当たって、

これから先の次代を担うものとして、非常に重

要性が増しているプランだと思います。 

 このプランについて、県下各市町、各自治体

に対して、どのような形で周知を行っていきた

いと考えているのか、お願いをいたします。 

【直塚デジタル戦略課長】 本プランにつきまし

ては、策定段階から市町にも意見照会を行って

おりまして、策定後につきましても、市町との

連携会議などの場を通じて、丁寧に説明をして

いくこととしております。 

【大場委員】 ありがとうございます。 

 そういった中でも県が考えるレベルのものと、

各自治体が今後、このプランに沿ってという形

になろうかと思うんですが、やはりそういった

中でも一部自治体とすれば、そういうことがで

きる職員を含めての体制であるとか、そういっ

たところに不安を覚えているところがあるとい

うことをお聞きをいたしておりますので、本プ

ランを基にしていくに当たっては、各市町に対

してどのような形で推進を取り組んでいくのか、

お考えをお聞かせください。 

【直塚デジタル戦略課長】 委員ご指摘のとおり、

市町のＤＸ推進におけるデジタル人材の不足と

いうのが大きな課題となっております。本プラ

ンの中では、県と市町が連携しまして、先日の

概要説明の際にも説明をさせていただきました

県市町デジタル人材共同利用事業なども活用し

ながら、外部デジタル人材の共同利用に取り組

むなど、県がハブとなって県全体のＤＸを加速

させていくこととしております。 

 あと、市町の関係で申し上げれば、データの

利活用につきましては、先ほど部長からも説明

がございましたように、これまで県と市町で共

同運用してきたデータ連携基盤を今年度で一旦

休止することとはしておりますが、市町との協

議の場などを活用しまして、データを活用した

新たな住民サービスの創出に向けて、検討を継

続してまいりたいと考えております。 

【大場委員】 ぜひですね、そういった形で各自

治体、取りこぼしがないように、このプランと

して県が一つになって取り組むに当たっては大

きな力を発揮するであろう、想像できますので、

先ほど申し上げましたとおり、各自治体が温度

差というか、推進の中での取りこぼしというか、

そういうことがないような取組をぜひお願いし

たいと思います。 



令和８年３月定例会総務委員会・予算決算委員会総務分科会（３月２３日） 

- 49 - 

 続きまして、先ほど、要望書の中にちょっと

関連するんですが、水無川流域の活用について、

これはドローンの活用です。長崎県が特区を申

請いたしまして、その中で、各地域で今、レベ

ル4によります実証実験が進められております。 

 その中で島原半島、島原市でも今年度、令和

7年度の先端ドローンソリューション社会実装

支援補助金を活用いたしまして、この水無川流

域での、そういった実証実験を取り組んできて

おります。 

 島原市としては、雲仙普賢岳からの復興のた

めに、水無川流域を活用した取組を進められて

います。無人化施工であったりとかそういった

ことで、これまでもずっと取組を進められてき

ております。 

 そういった場合ですね、このような危険な場

所での新たな点検、測量、時系列のデータの収

集などということで、ＡＮＡホールディングス

さん、この事業が、県のこの事業を活用して、

ＡＮＡホールディングスさんと共同でいたしま

して、ドローンを活用した実証実験に取り組ま

れました。 

 これは先日、マスコミ等々でも公表になりま

したので、ご存知かとは思いますが、そういっ

た市としては、さらに取組を進めていきたいと

考えておりますが、まずは県として、この取組

の成果、この取組についてどのようにお考えで

しょうか。 

【直塚デジタル戦略課長】 まず、今回、ＡＮＡ

ホールディングスが県の補助事業を活用して実

証を行った背景と目的について、簡単にご説明

させていただきたいと思います。 

 2024年の能登半島地震におきまして、大型ド

ローンによる観測にＡＮＡホールディングスさ

んは取り組まれたわけでございますが、被災地

まで機体を運搬するのに時間を要したというよ

うな課題があったと伺っております。 

 そこで、今回の実証におきましては、無人化

施工発祥の地である水無川砂防指定地を舞台に、

より機動的に運用できる小型固定翼ドローンを

活用いたしまして、平時には、老朽化が進む橋

梁や鉄塔などのインフラ設備の点検を行い、災

害時には、土砂崩れや地面のひび割れといった

地表変化などの調査を目的に実証が行われたも

のでございます。 

 成果といたしましては、小型の固定翼ドロー

ンでも長距離かつ高速での飛行で、問題なく測

量、点検を行えたこと。さらには、従来のマル

チコプター型ドローンと比較しても、現場の作

業を大幅に削減することができ、費用対効果の

高いサービス提供であることを確認できたとい

う点は、県としましても、高く評価をしている

ところでございます。 

【大場委員】 ありがとうございます。 

 先般、この事業を行う際、ＡＮＡホールディ

ングスさんの役員、また担当の皆様、そして島

原市長はじめ、意見交換会がありまして、その

場にも私も出席をさせていただきました。 

 実証実験をちょうど行われた後ということで、

実際的に、率直にお聞きをいたしました、どう

でしたかということで。そうしましたらＡＮＡ

さん側としても、非常にいい意見ができました

と。非常に好感触でございまして、島原市とし

ても今後、この体制というか、この関係を深め

ていって、さらなる展開を目指したいというよ

うなことを考えておられるようでございます。 

 市長は先ほど、今、離島の方では、海を隔て

ての物流の方もありますけども、島原市として

も、対岸もありますので、対岸にあっては今、

様々な中で熊本県はもう非常に、半導体の中で
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注目を集めていますが、そういった物流の関係

として非常に伸びしろがある熊本県で、島原市、

対岸でありながらも、水無川を使って物流の拠

点としてできないかと、そのような構想も一部

考えられているようでございますけども、そう

いった今後、ＡＮＡホールディングスさんと、

さらに島原市、この展開については進めたいと

いうような意向をお持ちのようでございますが、

そのようなことに対して今後、県の取組、もし

くは、その視点等々の対応についてはどのよう

にお考えでしょうか。 

【直塚デジタル戦略課長】 今回の取組につきま

しては、ＡＮＡホールディングスさんと地元の

建設コンサル、そして島原市さんの方がコンソ

ーシアムを組んで事業を進められておりまして、

こうした地元自治体が事業に入り込んだ取組に

つきましては、引き続き県としても、しっかり

と側面的に支援を行ってまいりたいと考えてい

るところでございます。 

【大場委員】 その点につきましては、ぜひお願

いしたいと思います。 

 交流会の中でお話を伺った限りには、本当に

物すごくいい感触だったのだなというふうなこ

とを私も感じてまいりましたので、その展開が

さらに深まっていくことを、期待をいたしてお

ります。 

 最後に、要望にありましたとおり、最終的に

は水無川周辺をドローンの聖域、そういったと

ころをですね、位置づけできないかと。拠点、

要は、全国の様々なドローン実験であるとか、

ドローンの講習会等々を含めた中での拠点とし

て、整備できないかというふうなお考えもお持

ちのようでございますが、その点については、

県はどのようにお考えでしょうか。 

【直塚デジタル戦略課長】 水無川流域につきま

しては砂防ダムといった、リアルな構造物がご

ざいまして、さらには、広大な無人化施工エリ

アとしての魅力も備えていると認識をしている

ところでございます。 

 ドローン操縦の訓練でありますとか、実証フ

ィールドとしての活動につきましては、今年の

2月に島原市や、地元のドローンスクール、県内

のドローン事業者と現地で協議を行ったところ

でございまして、今後は砂防指定地を管轄する

国交省なども交えながら、ドローンの拠点施設

としての活用を一緒に検討してまいりたいと考

えているところでございます。 

【大場委員】 ありがとうございます。ぜひとも

後押しをお願いしたいと思っております。 

 ＡＮＡホールディングスさんとの関係、また

別なところからも、こういったドローンの実証

実験についての問合せも来ているようでござい

ますので、そのようなことも含めまして、この

島原半島、そして、島原市でのこの取組につい

てのご支援をぜひお願いしたいと思います。 

 以上で終わります。 

【初手委員長】 ほかに質問はありませんか。 

【赤木委員】 お疲れさまです。 

 私も大場委員の関連、ドローンのことでお伺

いをしたいと思います。 

 私も、この3年間の間にドローンオペレーター

育成支援補助金を活用させていただきまして、

資格を取らせていただきました。本当にありが

とうございました。 

 その中で私自身も、ほかのドローンの仲間も

資格を取るに当たって、すごく有意義な制度で

あったと認識しておりますが、これまでのドロ

ーンの取組と主な実績、成果についてお尋ねを

いたします。 

【直塚デジタル戦略課長】 県といたしましては、
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様々な分野でのドローン活用を推進するために、

令和6年度からドローンワールドプロジェクト

事業として、オペレーター人材の育成でありま

すとか、サービスの社会実装支援、あとドロー

ンプラットフォームを通じたマッチング支援な

ど、サービスの需要と供給の両面から支援を行

ってきたところでございます。 

 具体的には、まずオペレーター人材の育成に

つきましては、この2年間で、国家資格と民間資

格合わせて約100名の資格取得を支援してまい

りました。 

 その結果、事業者内の資格保有者が増加し、

例えば建設業者が農薬散布などの異業種に参入

し、新たなサービス展開につながったほか、業

務の効率化によって、担い手不足の解消につな

がるといった事業活動の効果について、具体的

な声を事業者の方から伺っているところでござ

います。 

 また、先端ドローンサービスの社会実装支援

につきましては、この2年間で4件の事業を支援

しておりまして、例えば固定翼ドローンによる

保冷品配送でありますとか、海岸漂着ごみのド

ローン運搬など、既に実装段階に入っているも

のもございます。 

 その他の事業につきましても、実装に向けた

調整が進められておりまして、県としても引き

続き、側面的な支援を行ってまいりたいと考え

ております。 

 また、ドローンプラットフォームを活用した

マッチング支援につきましては、専用サイトを

開設した令和6年7月以降、同じサイトを運用し

ている6都道府県の中で最多となる75社の登録

があっておりまして、さらには、このプラット

フォームを通じて20件の成約が生まれるといっ

たマッチングが、着実に進展をしているところ

でございます。 

 県といたしましては、ドローンを一つのパッ

ケージとして、これまで実施してきたドローン

ワールドプロジェクト事業につきましては、一

定の成果が得られたものと考えておりまして、

今後はドローンだけでなく、その他の次世代モ

ビリティなどについても、地域の課題解決につ

ながる先端技術の活用策を検討してまいりたい

と考えているところでございます。 

【赤木委員】 ありがとうございます。 

 この間のですね、着実に成果を上げてきたお

話を伺いました。 

 私自身もドローンを飛ばして思うこと、例え

ば、先端の実装の話もありましたけども、一般

の社会で分かりやすく言うと、例えば私が普通

運転免許を取って、先端技術でＦ１を運転でき

るかというと、なかなかそこに至らない。なの

で、今まではそういう免許を取るための支援を

ずっとしてきて、やっぱり県としては、先端技

術で、すごく目立ちますので、そこを取り組み

たい意味も分かりますし、やるべきではあるん

ですけども、その中間をいかに育てていくかと

いうこともすごく大事だと思っています。 

 なので、その段階をこれからも育てることに

目を向けていただきたいと思いますし、私、今

回の支援補助金を使って、目視外と夜間飛行も

飛ばせるようになりました。 

 目視外は、もちろん遠く離れたところを飛ば

すというところもありますし、ＦＰＶといって

ゴーグルをつけて、それは完全に自分の視界を

遮るんですけども、ドローン操縦、ドローンに

乗っている感覚で飛ばすことができるＦＰＶ、

夜間は、分かりやすく言えば花火とかですかね、

飛ばすような、夜景もそうなんですけど、飛ば

すんですけども、今回、国家戦略特区せっかく
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取得しましたし、やはりその中間をいかに育て

るかということも考えていただきたいなと思っ

ています。これは、お金をかけるというよりは、

いかに規制緩和であったり、ＰＲに関わってく

るかなと思いますが、空創祭ですね。昨年ドロ

ーンのイベントをハウステンボスで、私も行か

せていただきましたが、それはやはり多くの方

にドローンに親しみを持っていただくこととか、

もちろん何かビジネスにつなげることも大事だ

と思いますし、これは私、続けてほしいと思っ

ているんですけども、それ飛ばせるフィールド、

例えば夜間飛行だったり、目視外でやって、Ｆ

ＰＶであったり、先ほどもフィールドの話があ

りましたけど、ここで飛ばせるんだ、技術を学

ぶことができるんだと。 

 例えば、さっきの花火をもう県を挙げて飛ば

すことができますという目的をしっかり明確に

打ち出すことができたら、日本全国から実はド

ローンの技術者、飛ばしたい人たちは、お金を

払ってでも長崎に来て飛ばして、それがまたＰ

Ｒにつながったりとかですね。そういうドロー

ンを持っている方々の熱量とか技術を試したい

とか、そういう思いを持っていますので、そこ

は検討していただいてですね。今資格を持って

いる人たちが、いかに長崎でまた仕事をしたい

とか、チャレンジできる環境というものは、そ

の中間を育てるということで考えていただきた

いなと思っているんですが、この国家戦略特区

を今後使って、どのようにですね、県の産業を

育てていくことにつなげていこうと考えている

のか、お尋ねをします。 

【直塚デジタル戦略課長】 令和6年6月に国家戦

略特区の指定を受けて以降、内閣府の先端的サ

ービスの調査実証事業を活用いたしまして、ド

ローン配送の実証などを進めてきたところでご

ざいます。 

 先ほど部長の方からも、説明にありましたよ

うに、去年の11月には新上五島町におきまして、

全国初となるエリア単位でのレベル4による医

薬品等の配送の実証が行われたところでござい

ます。 

 一方で、これまで取組を進めていく中で、レ

ベル4飛行に関する制度での課題も明らかにな

ってきたところでございます。 

 例えばレベル4飛行に用いる第一種型式認証

を受けた機体が国内には、現時点で、まだ1機種

しか存在しないということ。また、国への飛行

許可や承認に要する手続が煩雑で、申請に多く

の期間や工数を要するということなどが、この

レベル4飛行の普及に向けた障壁になっている

と考えているところでございます。 

 県といたしましては、新技術実装連携“絆”

特区で掲げている、ドローンによるオンデマン

ド配送の実現でありますとか、ドローンを取り

巻く、先ほど赤木委員からも話のあった各種規

制の緩和に向けて、事業者などとも連携しなが

ら、引き続き国に対して、規制制度改革の提案

を行ってまいりたいと考えているところでござ

います。 

【赤木委員】 ありがとうございます。 

 様々な規制緩和ですね。私も飛ばすに当たっ

てＤＩＰＳというもので、いろいろ申請をする

んですけども、やはりとても時間かかったり、

何度もやり直しをさせられ、それは必要なこと

ではあるんですけども、安全に飛行するために

様々な手続が必要となってまいります。 

 そこが少し簡略化になれば、多くの方がまた

長崎でドローンを飛ばしたいとか、また、ビジ

ネスにつなげたいという思いを持つと思います

ので、引き続き、このドローンの事業に関して、
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いろんな先端技術を取り入れた上で、ドローン

以外も含めてだと思いますが、ドローンのこと

も、しっかり目を向けていただきたいなと思っ

ています。 

【初手委員長】 ほかにございませんか。 

【白川委員】 すみません、1点お尋ねをしたい

と思います。 

 民間企業との連携についてということで、2ペ

ージ目にございます株式会社ポーラさんとの連

携協定についてお尋ねをしたいと思います。 

 こちらの会社さん美容の会社ということで、

お化粧品の販売ですとか、エステサロンの運営

をされていることは承知をしておりますが、イ

メージとしてはちょっと何と言いますかね。ち

ょっと高額というか、あと、ちょっと高年齢層

というか、そういったイメージがあるんですけ

ども、若者や女性の活躍推進に対して、具体的

にどのような取組をされるのか、教えてくださ

い。 

【内田政策企画課長】 民間企業との連携につい

てお尋ねをいただきました。 

 もともとポーラ様ですけれども、メイクであ

りますとか、コミュニケーション技術などのリ

ソースをお持ちでございまして、県が主催して

おります合同就職説明会、婚活支援センター「あ

いたか」での婚活イベント開催、こういったと

ころで、ご協力、ご支援をいただいたところで

ございます。 

 そうしたご縁もあって、12月に包括連携協定

ということで締結をしたわけですけども、その

際、具体的に6つの分野で、項目として掲げてお

ります。 

 具体的に申し上げますと、多様性の理解促進、

子どもの健全育成に関すること、それから、若

者・女性の活躍推進に関すること、結婚・子育

て支援に関すること、健康長寿・生きがいの促

進に関すること、がんとの共生に関することで、

最後に、地方創生の推進やまちづくりに関する

こというような6つの項目について連携して、取

組を進めていこうというふうになっておりまし

て、具体的には部長説明に記載しておりますと

おり、特に多様性の部分でありますとか、子育

ての部分、こういったところに連携して取り組

んでいこうというふうになっているところでご

ざいます。 

【白川委員】 ありがとうございます。 

「あいたか」のご縁でということで、6つの方針

で連携をしていくということでしたけども、す

みません、具体的に、県が例えば企業さんに派

遣するとか、県のイベントでご協力いただくと

か、一般県民にも何か接点があるのかとか、ち

ょっと活動のイメージがつかめませんでしたの

で、もう一度お願いします。 

【内田政策企画課長】 取組は具体的に進めてい

くところではございますけれども、例えばで申

し上げますと、先ほど申し上げました就職説明

会、学校等において、メイク技術の講師をして

いただくとか、子どものコミュニケーション能

力、そういったものの向上に力を貸していただ

く。 

 あるいは、がんとの共生として、患者さんの

皆様に対するアピアランスケア、こういったも

のに連携して取り組むといったところで、組立

てを考えているところでございます。 

【白川委員】 ありがとうございます。 

 就職の面ですとか、そういった多様性をご周

知していただくということもそうですし、がん

患者さんへのアピアランス、非常にいい取組だ

と思います。 

 やはり外見力というのは、非常に自信につな
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がるものとして、私もこれまで、そういった教

育に携わっておりましたけれども、本当に必要

なことではないかというふうに思いますし、そ

ういうことに県が連携協定を結んでまで取組を

していただけるということは、なかなか画期的

なんじゃないかなというふうに思っております

ので、これがどういうふうに活用できるのか、

県民の皆さんや企業の皆さんにもですね、どう

いったことで取り組んでみたいかとかいうアン

ケートも、ニーズ調査等もしていただいてです

ね。せっかくこういった企業さんが前のめりに、

ご協力いただけるということは非常に心強いこ

とだと思いますので、そういった女性活躍推進、

若者の活躍推進含めですね。どんどん前に進め

ていただくよう、ニーズ調査もしていただけれ

ばと思います。よろしくお願いいたします。 

【初手委員長】 ほかに質問はありませんか。 

【虎島委員】 これも議案の方の質問だったかも

しれませんけれども、ＤＸ推進費についてお伺

いしたいと思います。 

 これは「ながさきSociety5.0プラン」の後継

プランであるというふうに理解をしておるんで

すけれども、事業費の規模感として、今回、560

万円ぐらいの推進費ということで計上されてい

ますが、そもそも「ながさきSociety5.0プラン」

だと多分、10倍以上の予算額があったと思うん

ですけども、この違いについてご説明いただけ

ればと思います。 

【直塚デジタル戦略課長】 今回の予算につきま

しては、政策的経費が6月送りになっているとい

うこともございまして、今計上しておりますＤ

Ｘ推進費につきましては、基本的には課の運営

費として、民間や市町との調整に係る旅費とか、

そういったものを今回、計上をしているところ

でございます。 

 昨年度は「ながさきSociety5.0推進費」とい

うことで、この中には、先ほどご説明いたしま

した県市町共同利用事業の予算も、この「なが

さきSociety5.0推進費」の中に含めておりまし

たし、あと、メタバースですね、県庁内で、う

ちの課が一括して調達して庁内に使ってもらう

と、そういった経費でありますとか、あとデー

タ連携基盤運用経費、これも3,900万円ほど、こ

の「ながさきSociety5.0推進費」の中に含めて

おりましたので、かなりの金額の予算になって

いたところでございます。 

 今回は、この県市町デジタル人材共同利用事

業は、別に事項として出しておりまして、あと

データ連携基盤は、一旦休止をするということ

にしております。 

 あとはですね、6月送りの中で新たな事業を打

ち出す予定にしておりまして、中身については

現在、検討を進めているというようなところで

ございます。 

【虎島委員】 ありがとうございます。 

 連携基盤のことですけれども、休止とご説明

ありましたが、これは一定基盤整備が整ったと

いう理解でよろしいでしょうか。 

【直塚デジタル戦略課長】 このデータ連携基盤

「つながる長崎」につきましては、ちょうど今

年度が、連携基盤の保守運用契約の更新を迎え

る時期でもありましたので、今年度、市町や民

間事業者とも意見交換をして、今後のデータ連

携基盤の在り方について、いろいろ議論を行っ

てまいりました。 

 本県も、このシステムの中で利用しておりま

す民間団体が運営しているオープンデータカタ

ログサイトというものがございまして、こちら

のサイトが最近、今まで私どもが運用しており

ました「つながる長崎」固有のサービスでもご



令和８年３月定例会総務委員会・予算決算委員会総務分科会（３月２３日） 

- 55 - 

ざいました地図表示とかＡＰＩ連携、そういっ

た機能が拡充されるなどの環境変化があってお

ります。 

 それと、やはり全ての市町から負担金を徴収

して運用していたところでもございますので、

その費用に見合ったサービスを創出できるのか

というような議論も市町の方とは行ってまいり

まして、そういう声も市町の方からは結構あっ

たところでございます。 

 ただ、データ連携というものは、これから非

常に大事になってくると思っておりまして、今、

私ども、このデータ、連携基盤で扱ってきたデ

ータにつきましてはオープンデータでございま

して、今後やはり利便性の高いですね、県民の

満足度を高められるようなデータにつきまして

は、やはりそこはパーソナルデータ、そういっ

たものの活用が非常に大事になってくると考え

ております。 

 ただ、このパーソナルデータにつきましては

国の個人情報保護法の絡みもあって、なかなか

規制が多くございまして、まさに今、国の方で

個人情報保護法の規制緩和というかですね。取

扱いを検討されているところでございます。 

 そうしたこともございまして、そういう法制

度の動きでありますとか、費用対効果も当然あ

るんですが、そういったところを踏まえて一旦

休止はするんですが、来年度以降も市町と一緒

にデータ活用の在り方、基盤ありきではなく、

やはりそのサービス、どういうサービスをつく

れるのか、そういう出口の方から議論ができれ

ばと思っておりまして、一旦休止ということで、

廃止ではないんですが、これからまた市町とは

継続して、データの利活用については検討を行

ってまいりたいと考えているところでございま

す。 

【虎島委員】 ありがとうございます。 

 どうしても先進的な取組ですので、模索しな

がらというところはあると理解をいたしました。 

 サービスを重視してということでしたので、

システムは一旦休止というところで、やはり住

民目線でですね、しっかりと進めていただけれ

ばと思います。 

【初手委員長】 ほかに質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【初手委員長】 ほかに質問がないようですので、

企画部関係の審査結果について整理をしたいと

思います。 

 しばらく休憩します。 
 

― 午後 ２時４７分 休憩 ― 

― 午後 ２時４８分 再開 ― 
 

【初手委員長】 委員会を再開いたします。 

 これをもちまして、企画部関係の審査を終了

いたします。 

 本日の審査はこれにてとどめ、明日午前10時

から委員会を再開し、地域振興部関係の審査を

行います。 

 本日はこれをもって散会といたします。 

 お疲れさまでした。ありがとうございました。 
  

― 午後 ２時４８分 散会 ― 
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１、開催年月日時刻及び場所 

  令和８年３月２４日 

自  午前 ９時５７分 

至  午前１１時５１分 

於  委 員 会 室 １ 
 
 

２、出席委員の氏名 

初手 安幸 委員長(分科会長) 

永安 健次 副委員長(副会長) 

山口 初實 委 員 

近藤 智昭  〃   

大場 博文  〃   

山下 博史  〃   

赤木 幸仁  〃   

本多 泰邦  〃   

白川 鮎美  〃   

畑島 晃貴  〃   

虎島 泰洋  〃   
 

 

３、欠席委員の氏名 

な  し  
 
 

４、委員外出席議員の氏名 

な  し 
 

 
 

５、県側出席者の氏名 

渡辺 大祐 地 域 振 興 部 長 

峰松 茂泰 
地域振興部政策監 

（離島・半島・過疎対策担当）  

南澤 佑典 地域振興部次長兼交通政策課長  

椎名 大介 
地域振興部参事監 

（県庁舎跡地活用担当） 

梅田真由美 地域づくり推進課長 

中村  雅 
地域づくり推進課企画監 

（離島振興担当） 

小橋 和則 市 町 村 課 長 

萩田 勝則 土 地 対 策 室 長 

川口 正剛 新幹線対策課長 

松島 勝久 県庁舎跡地活用室長 

 
 

６、審査の経過次のとおり 
 

― 午前 ９時５７分 開議 ― 

 
 

【初手委員長】 委員会及び分科会を再開いたし

ます。 

 これより、地域振興部関係の審査を行います。 

【初手分科会長】 まず、分科会による審査を行

います。 

 予算議案及び予算に係る報告議案を議題とい

たします。 

 地域振興部長より、予算議案及び報告議案の

説明を求めます。 

【渡辺地域振興部長】 地域振興部関係の議案に

ついてご説明をいたします。 

 予算決算委員会総務分科会関係議案説明資料

をご覧願います。 

 今回ご審議をお願いいたしておりますのは、

第1号議案「令和8年度長崎県一般会計予算」の

うち関係部分、第52号議案「令和7年度長崎県一

般会計補正予算（第9号）」のうち関係部分、報

告第1号 知事専決事項報告「令和7年度長崎県

一般会計補正予算（第8号）」であります。 

 初めに、第1号議案「令和8年度長崎県一般会

計予算」のうち、地域振興部関係についてご説

明をいたします。 

 令和8年度当初予算は、知事選挙と予算編成時

期の関係もあり、骨格予算でありますので、1、
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人件費等の義務的経費、2、経常的な管理経費及

び継続事業費、3、その他事業の執行上、当初予

算に計上を要するもの及び緊急を要するものな

どについて予算を計上いたしております。 

 予算額は、歳入予算で合計41億7,786万8,000

円、歳出予算で合計125億6,126万3,000円を計上

いたしております。 

 この歳出予算は、それぞれ2ページ以降に記載

しておりますが、主な内容として、国境離島地

域において、民間事業者等が雇用増を伴う操業

または事業拡大を行う場合の設備投資資金や人

件費、広告宣伝費などの運転資金の支援に要す

る経費、ＵＩターンを促進するため、移住検討

段階から定住までのきめ細かなサポートを行う

県・市町共同設置の「ながさき移住サポートセ

ンター」の運営等に要する経費、令和9年4月29

日任期満了に伴う県議会議員一般選挙の執行及

び同選挙の臨時啓発に要する経費、地籍の明確

化を図るために市町が実施する地籍調査事業に

要する経費、運輸事業の振興等を図るため、ト

ラックやバスの輸送サービス改善事業や安全運

転対策等に要する経費、西九州新幹線の安定的

な利用者の確保やフル規格実現に向けた気運醸

成のため、県内周遊促進対策や、新幹線のこど

も向け乗車会等を実施するための経費、県庁舎

跡地活用の具体化に向けて、今年度締結した複

数年契約に係る経費及び暫定供用期間中のにぎ

わい創出のための利活用を推進するための経費

などを計上いたしております。 

 次に、債務負担行為につきましては、主に住

民基本台帳ネットワークシステム代表端末及び

業務端末保守に係る令和9年度から令和12年度

に要する経費等を計上いたしております。 

 次に、第52号議案「令和7年度長崎県一般会計

補正予算（第9号）」のうち、地域振興部関係に

ついてご説明いたします。 

 今回の補正予算は、歳入予算で合計2億2,760

万4,000円の減、歳出予算で合計1億9,749万

3,000円の減を計上いたしております。 

 この歳出予算の主な内容は、7ページから9ペ

ージに記載しておりますが、市町村振興宝くじ

収益金の減に伴う交付金の減、県内における自

動運転バスの社会実装に向け、「長崎空港～新

大村駅」間において実証実験等の取組を実施す

るための経費の減のほか、国の新しい地方経済・

生活環境創生交付金の令和7年度予算を活用し、

離島及び本土の条件不利地域等で生産・加工さ

れた食の産品について販路拡大を支援するとと

もに、生産者・事業者の商品開発、生産拡大等

を伴走型で支援するため、令和8年度に要する経

費の増、また、同様に新しい地方経済・生活環

境創生交付金の令和7年度予算を活用し、東京圏

からの移住を促進するとともに、地域の雇用創

出につながる創業を支援するための地域産業雇

用創出チャレンジ支援事業について、令和8年度

に要する経費の増、離島航路の安定的な維持・

存続を図るため、運航欠損額に対する補助に要

する経費の増などを計上いたしております。 

 次に、9ページをご覧ください。 

 繰越明許費につきましては、国の新しい地方

経済・生活環境創生交付金の令和7年度予算を活

用する事業に係る経費であり、今回計上してお

ります予算につきましては、年度内に適正な事

業期間が確保できないため、記載のとおり繰越

明許費を設定しようとするものであります。 

 次に、報告第1号 知事専決事項報告「令和7

年度長崎県一般会計補正予算（第8号）」につい

てご説明いたします。 

 今回の補正予算は、歳入予算で国庫支出金10

億2,460万3,000円の増、歳出予算で、選挙費10



令和８年３月定例会総務委員会・予算決算委員会総務分科会（３月２４日） 

- 58 - 

億2,460万3,000円の増となっております。 

 これは、衆議院議員総選挙、最高裁判所裁判

官国民審査を緊急に実施する必要が生じたため、

所要の経費について、地方自治法第179条の規定

に基づき、令和8年1月23日付で専決処分させて

いただいたものであります。 

 最後に、令和7年度の予算につきましては、今

議会に補正をお願いいたしておりますが、今後、

年間執行額の確定に伴い調整整理を行う必要が

生じてまいりますので、3月末をもって、令和7

年度予算の補正について、専決処分により措置

させていただきたいと存じますので、ご了承賜

りますようお願いいたします。 

 以上をもちまして、地域振興部関係の説明を

終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 

【初手分科会長】 以上で説明が終わりましたの

で、これより予算議案及び報告議案に対する質

疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

【本多委員】 すみません。分科会補足説明の4

ページに記載の地域振興対策費、【新】 つなが

る移住促進事業費について、二、三お聞かせく

ださい。 

 新規で上がってるんですけれども、見ると、

見覚えのあるような事業との印象がありますが、

どの部分が継続なのか、また、どの部分が新規

なのかというのをまず教えてください。 

【梅田地域づくり推進課長】 つながる移住促進

事業費についてのお尋ねでございます。 

 まず、今回こちらの新規の事業でございます

が、組み換え新規のようなものでございまして、

今回、当初予算で計上させていただいておりま

すのは、継続するもの、かつ4月からの実施が必

要な経費について計上させていただいておりま

す。6月補正において、現在情報発信の方につい

て計上することを検討しております。 

【本多委員】 6月に情報発信について新しく検

討されているということなんですが、その検討

されている事業で期待される効果について教え

てください。 

【梅田地域づくり推進課長】 現在、情報発信の

主なターゲットとしましては、具体的に移住を

考えられている方を対象としております。その

ため、現在の情報発信の内容といたしましては、

移住相談会であるとか仕事や住まい、市町の支

援金、助成金の情報などが主となっております。 

 今後も継続して移住者を獲得していくために

は、もう少しターゲットを広げていかないとい

けないかなというふうに考えております。 

 そのターゲットにつきましては、長崎に関心

を持ってらっしゃる方をターゲットにしていき

たいというふうに考えておりまして、そういっ

た方々が、今後頻繁に長崎に訪れてくださる。

また、自ら長崎の情報を入手されるようになっ

て、その結果、例えば、長崎と今住んでらっし

ゃるところの2地域居住をされたりであるとか、

移住につなげていきたいというふうに考えてお

ります。少し中長期的なスパンになると思いま

すけれども、要するに、深く長崎と関わりを持

つ方を増やしていって、将来的な移住につなげ

ていく、そういった情報発信をしていきたいと

考えております。 

 具体的な内容は現在検討中でございますが、

例えば、地域のイベント情報であるとかボラン

ティア情報など、こういったものが掲載してい

けないかというふうに考えております。 

【本多委員】 ありがとうございました。ターゲ

ットを少し広げて将来的な可能性を高めていく、
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そういった事業だと理解いたしました。ありが

とうございます。 

 次に、同じ資料の5ページ、デジタルノマド受

入推進事業についてです。 

 これ未来大国でデジタルノマドっていうのが

出てきて、一般的に高所得な中長期滞在者によ

る宿泊、飲食、ワークスペース等の消費増、オ

フシーズンの需要創出、地域医療との協業によ

るイノベーションなど多大な経済効果をもたら

すと言われておりますので、大いに期待してい

るところではあるんですけれども、これのモニ

ターツアーの実施、コミュニティマネージャー

の育成、これ本年度もなされていたかと思うん

ですが、また来年度なされるということで、本

年度の実施状況で、もっとこうした方がよかっ

たっていうのがあったのか。また、それを生か

して来年度どのようにするのかというのがあれ

ば教えてください。 

【梅田地域づくり推進課長】 デジタルノマドの

まず受入れについてですけれども、昨年度にな

りますけれども、調査を行いまして、その際に

本県に不足しているものとして、受入れの中心

となる人材ですとか、地域の理解が不足してい

るといったような結果がございましたので、今

年度の事業として、そういったデジタルノマド

と地域の方との橋渡しを行うコミュニティマネ

ージャーを育成する。それから地域の理解不足

ということで、宿泊事業者であるとか、コワー

キングスペースの運営者などの勉強会を開催し

たり、実際にデジタルノマドの方を海外から誘

致するモニターツアーを実施してまいりました。 

 コミュニティマネージャーについては、今年

度、約10名育成することができたんですけれど

も、まだ県内全地域に育成ができているわけで

はないので、今年度育成できなかった地域を含

め、来年度も育成を続けていきたいということ

を考えております。 

 それから、地域の理解不足ということで勉強

会をしてきたわけですけれども、デジタルノマ

ドの受入れのノウハウの共有などは引き続きや

っていきたいと思いますけども、そういったコ

ミュニティマネージャーであるとか、コワーキ

ングスペースの管理者などとのネットワークを

今後つくっていきたいと考えておりますので、

そういった方々に向けたセミナーを新たに開催

していきたいというふうに考えております。 

【本多委員】 人材不足のところで、コミュニテ

ィマネージャー10名ほど育成ができたけども、

地域によって差があるということです。具体的

には、今足りてないっていうか、まだ育成がで

きていない地域っていうのはどこら辺になりま

すか。 

【梅田地域づくり推進課長】 今年度配置ができ

なかったのが島原、それから東彼、それから壱

岐と新上五島地域でございます。 

【本多委員】 ありがとうございます。島原、東

彼、壱岐、新上五島がまだちょっと育成ができ

てないということで、この地域でまたコミュニ

ティマネージャーが育っていくような事業をし

ていくということですね。ありがとうございま

す。 

 あと、一番初めに、このデジタルノマドのこ

とを聞いたときに、経済効果をもたらすんだけ

れども、それが数字としてなかなか表れにくい

部分があるんですというご説明も伺っておりま

す。今もやっぱりなかなか数字としては、何て

いうか、表れにくいっていうのは変わらないん

でしょうか。 

【梅田地域づくり推進課長】 なかなか、どの方

がデジタルノマドかというのが、日本人、外国
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人を含め、もう分からないというところが正直

ありまして、例えば、観光庁の方がデジタルノ

マドの事業をしているのでお尋ねしたことがあ

るんですけども、観光庁の方でもなかなか人数

までは把握できないということで、そこは今後

の課題かなというふうに考えております。 

 ただ、コミュニティマネージャーを育成して

いきますので、コミュニティマネージャーを通

じて来られた方というのは把握していけるので、

今後そういったコミュニティマネージャーを通

じて人数は把握していきたいというふうに考え

ております。 

【本多委員】 ありがとうございます。冒頭申し

たとおり、このデジタルノマドについては、非

常に私自身が期待しているところもございます。

また、地域からの期待もあるかと思いますので、

引き続きよろしくお願いいたします。 

【初手分科会長】 ほかに。 

【畑島委員】  私の方から、有人国境離島法関

連の予算についてお尋ねいたします。 

 特に、住民生活に直撃するような航路・航空

運賃の低廉化、あるいは生産者の事業に直撃す

るような農産品の輸送費といったところの経費、

予算計上いただいていまして、ありがとうござ

います。 

 一方で、今報道の方で、国の方の予算が年度

内に成立がどうなるかといったところが、報道

を見ておりまして、一部島の人たちからは、4月

以降これまでどおりの運賃で乗れないんじゃな

いかであったりとか、そうすると、今までのサ

ポートが受けられないんじゃないかという不安

の声を聞くことがございますが、これまでどお

りの有人国境離島法の支援が継続できるかどう

かといったところについて確認させていただき

たいと思います。住民の方々向けに分かりやす

くご説明いただければ幸いです。 

【中村地域づくり推進課企画監】 国境離島の交

付金について、今年度内に国の当初予算が成立

しない場合の対応についてですが、内閣府の方

で検討されておりまして、仮に4月1日以降も、

当初予算が成立しない場合も、従来と同様に4月

1日分から措置できるような方法を検討されて

いるというふうに伺っておりますので、そこは

心配ないものと思っております。 

【畑島委員】 ありがとうございます。そのよう

な形で、私の方からも市民の皆さんにもお伝え

しておきたいと思います。 

 もう1点、これまでもちょっと度々ご指摘させ

ていただいておりましたが、やはり昨今、この

燃油高騰が続いている中で、またさらに最近は

国際情勢の混乱も相まって、さらなる燃油高騰

といった状況になっております。この人、モノ

の輸送費に関しまして、これまで以上に経費が

かかってしまうかなというふうに思ってますけ

ども、現時点でしっかりその辺りも対応できる

だけの予算が確保できているのか、それと、今

後に対する皆様の方での懸念であったり、そう

したところの認識がございましたら、ちょっと

ご説明いただければと思います。 

【中村地域づくり推進課企画監】 お答えします。 

 有人国境離島法に基づく国境離島交付金の国

の予算額につきましては、今年度、令和7年度予

算は当初で50億円、その前年度の補正予算で約

5億円が措置されております。来年度、令和8年

度の予算については、当初予算として5億円増の

55億円が計上されておりまして、令和7年度補正

予算としましては6.5億円が措置されていると

ころでございます。 

 当初予算での5億円増額されていると、補正予

算でも通常と比べて多い額が措置されていると
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いう理由としまして、運賃低廉化に要する経費

の増大が見込まれるというところで、国の方も

予算の増額をされているところでございますが、

今後、燃油高騰の状況等が続けば、交通運賃に

も跳ね返ってくる可能性もございますので、そ

ういった状況も注視しながら、予算の確保に向

けて、国の方に働きかけていきたいと考えてお

ります。 

【畑島委員】 ありがとうございます。特に、や

はり離島部においては、こうした燃油高騰の影

響というのは、本土に比べてもかなり影響が大

きいと思いますし、そのことに関してかなり不

安を抱えている住民の方々もいらっしゃいまし

て、やはりこの有人国境離島法による支援とい

うのは非常に大きいところがございますので、

ぜひ皆様の方からも、そうした状況、また国の

方にもお伝えいただいて、予算確保に頑張って

いただきたいと思っております。 

 最後に、ちょっと予算そのものではないんで

すけども、ちょっと有人国境離島法に関しまし

て、一般質問で近藤委員の方からも言及があり

ましたけども、本国会において審議されるもの

かなというふうに思っておりましたが、やはり

衆議院の解散によって、かなり国会日程という

のもずれ込んでいる状況かなと。そうした中で、

国の方の日程なんで分からない部分もあるかと

思いますけども、皆様の方で把握されている今

後の有人国境離島法の改正・延長に向けた審議

の状況について、現時点で把握されていること

についてご説明いただければと思います。 

【中村地域づくり推進課企画監】 有人国境離島

法の改正・延長のスケジュールについてお答え

いたします。 

 去る2月27日には、自由民主党の「離島・半島

振興特別委員会」と「領土に関する特別委員会」

の合同会議がございまして、その中で、法改正

案の大綱が示されております。 

 今後の予定としましては、今国会に法案が提

出されるものと、国との意見交換、情報交換を

通じて承知しておりますので、衆議院選挙があ

ったことによって少し日程は遅れる可能性はあ

りますが、大きくは影響しないものかと考えて

おります。できる限り早く成立した方が住民の

皆様も安心されると思いますので、国や国会の

動きについては随時把握し、関係市町とも共有

していきたいと思っております。 

【初手分科会長】 ほかにございませんか。 

【虎島委員】 私からは、鉄道対策費についてお

尋ねいたします。 

 西九州新幹線ですね。開業から3年半が経過し

て、利用状況もそこそこ好調であるというふう

に伺っております。100年に一度の長崎はまちづ

くりが進んでおりまして、新たなにぎわいも生

まれているというところですけれども、新幹線

に関しましては、まだ部分開業であると。乗り

換えが非常に苦痛であるというふうなご意見も

多数いただいております。一日も早い全線フル

規格が待ち望まれるところでございます。 

 これを実現するため、西九州新幹線の効果を

最大限に拡大して、メリットを多くの方に実感

してもらうということが大事だと考えておりま

すけども、県は、来年度どのように取り組まれ

るのか教えてください。 

【川口新幹線対策課長】 今開業しております西

九州新幹線の効果を拡大するための事業に関す

るご質問でございます。 

 令和8年度、新規事業といたしまして、かもめ、

その先へ西九州新幹線効果拡大事業費というの

を計上させていただいております。 

 事業内容といたしましては、まず、周年イベ
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ントをＪＲ九州が毎年なされております。これ

は、主に沿線駅ですね。駅周辺でのイベントを

沿線市町と一緒になって行っているイベントで

ございまして、これに合わせまして、県といた

しましては、周遊促進を図りたいと思っており

まして、沿線市から少し離れたエリアでイベン

トを行うことで周遊促進を行いたいと考えてお

ります。 

 今年度、実はもう実施いたしておりまして、

今年度は波佐見町でイベントをさせていただき

ました。その場合には、嬉野温泉駅から無料の

シャトルバスを出して、波佐見まで足を運んで

いただくという事業を実施いたしまして、成果

といたしましては、当日、ＪＲ九州が乗り放題

のＴシャツきっぷというのを販売なさっており

ます。それが約4,800枚ぐらい販売なさったとい

うふうに伺っておるんですけれども、その際に、

波佐見町に来ていただいたお客様が769人とい

うことで、率にすると、約6人に1人が波佐見町

に来ていただいたということで、一定、事業の

効果があったと思っております。これを引き続

き新年度も行いたいと思っておりまして、沿線

市以外の市町でやれないかということで検討を

進めているところでございます。 

 それ以外にもございまして、こども向けの乗

車会というのも実施しようと企画しております。

これにつきましても、やはり長崎市であります

とか、諫早市のお子さん方はよく乗られている

と、大村市もそうですけど、それ以外のエリア、

特に県北地域のお子様が乗れるような機会にな

らないかということで、これも工夫をして実施

をしたいと思っております。 

 最後になりますが、修学旅行による新幹線の

利用支援というのも行うことといたしておりま

して、県内外の小学校を中心に新幹線を利用さ

れる場合の特急料金の補助と合わせて、バスも

駅まで行くときに、例えば小学校に集まってか

ら駅に行ったりする場合が多いというふうにお

伺いしておりますので、バスの補助も含めて利

用促進を図ってまいりたいと考えております。 

【虎島委員】 ありがとうございます。まちを赤

いＴシャツを着て歩かれてる方がいて、ようや

く、今日イベントの日だったというようなこと

もありますので、ぜひ周知をしっかりとしてい

ただいて、本県だけではなくて、佐賀県など他

県の利用者が増えるようにしっかりと取り組ん

でいただきたいというふうに思います。 

 もう1点、全線フル規格の気運醸成についてお

伺いいたします。 

 これはもう気運を盛り上げるということが必

要であると。国交省に、国の方にしっかりと伝

えるためには、そういった気運を盛り上げると

いうことが必要であると、重要であると思って

おります。 

 この全線フル規格、関西直通運行が実現すれ

ば、人の流れが大きく変わって、これまで以上

の経済効果が見込まれるというふうに言われて

おります。特に講演会とかでもありましたけど

も、大阪駅で長崎行きという表示が出るという

ことは、物すごい大きな影響があるというよう

なお話もありました。特にインバウンドにつき

ましては、大阪から広島までたくさんの外国人

が訪れているというふうに聞いております。こ

れが長崎までフル規格でつながると。直通で行

くということになれば、広島から長崎へと、平

和の観光ツアーというところも相当数のインバ

ウンドが呼び込めるんじゃないかというふうに

見込んでおります。 

 こうしたことを広く発信しまして、長崎だけ

でなく、九州全体で全線フル規格の機運を高め
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るべきと思っておりますけれども、県の考え、

取組をお尋ねいたします。 

【川口新幹線対策課長】 全線フル規格に向けた

機運醸成、特に情報発信に関するお尋ねだと理

解しております。 

 予算といたしましては、令和7年度の3月補正

で計上しております、Ｈｅｌｌｏ！ＫＡＭＯＭ

Ｅ新幹線開業効果拡大事業費で取り組むことと

いたしております。 

 内容につきましては、イベントを県外でやり

たいと思っておりまして、これも今年度も実施

いたしておりまして、今年度は、大阪万博に合

わせまして、大阪において、観光部局と一緒に

なってイベントを実施いたしました。これ全線

フル規格の必要性、それから西九州新幹線の効

果、あわせて長崎県の魅力というのを一緒にな

って総合的にＰＲしたものでございまして、こ

れも実績でいきますと、当初の目標で5,000人の

来場を見込んでおりましたが、実績としては、

その倍の1万人の方にお越しいただいたという

実績でございます。 

 新年度でございますが、そのイベントをまた

実施したいと思っております。ただし、場所に

関しまして今検討中でございまして、今委員か

らもご指摘もありました広島で実施できないか

というふうに考えております。理由といたしま

しては、インバウンドのお客様がかなり広島ま

でお越しになっているというお話を伺っており

ます。そこから先、長崎に来ていただくために、

広島において、西九州ルートがつながることを

ＰＲできれば、より多くの方に伝わるのではな

いかということで、広島での実施を検討してい

るところでございます。 

 それ以外にも情報発信といたしまして、やは

り市町でありますとか、経済団体もシンポジウ

ム等を開催されております。そうしたことに対

する県としての何らかの支援っていうのも検討

しておりますし、あわせまして、やはりSNSでの

発信が重要かと思っておりますので、県のいろ

んな様々な媒体を用いて情報発信を行うことで、

全線フル規格に向けた気運を醸成してまいりた

いと考えております。 

【虎島委員】 ありがとうございます。予算はま

だちょっと少ない気もしますけども、ぜひしっ

かりと取り組んでいただきたいと思います。 

 もう1点だけ、宝くじの交付金なんですけども、

1億7,700万円の減でかなり大きな減額となって

おりますけども、これは、ただただ宝くじが売

れなかったからこうなったのか、そこお分かり

でしたら教えてください。 

【小橋市町村課長】 宝くじ収益金の交付金でご

ざいますけれども、委員おっしゃったとおり、

この財源としましては、ハロウィンジャンボ、

サマージャンボ、クイックワンなどがございま

す。全国販売額が減少しているということで、

それに応じて交付金の額が減少しているという

ことでございます。 

【虎島委員】 ありがとうございます。全国にす

ると、もうかなりの減額になってると思います

けども、大事な交付金と思いますので、ぜひこ

ちらもアピールをお願いしたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

【初手分科会長】 ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【初手分科会長】 ほかに質疑がないようですの

で、これをもって質疑を終了いたします。 

 次に、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【初手分科会長】 討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。 
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 予算議案及び報告議案に対する質疑・討論が

終了しましたので、採決を行います。 

 第1号議案のうち関係部分、第52号議案のうち

関係部分及び報告第1号については、原案のとお

り可決・承認することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【初手分科会長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、予算議案及び報告議案は原案のとお

り、それぞれ可決・承認すべきものと決定され

ました。 

【初手委員長】 次に、委員会による審査を行い

ます。 

 議案を議題といたします。 

 地域振興部長より、総括説明を求めます。 

【渡辺地域振興部長】 地域振興部関係の議案に

ついてご説明をいたします。 

 お手元の総務委員会説明資料2ページをお開

き願います。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第19号議案「長崎県住民基本台帳法施行条例の

一部を改正する条例」であります。 

 この条例は、地域の自主性及び自立性を高め

るための改革の推進を図るための関係法律の整

備に関する法律等の施行等に伴い、所要の改正

をしようとするものであります。 

 次に、議案外の報告事項についてご説明いた

します。 

 「和解及び損害賠償の額の決定」について。 

 長崎県デジタルコーディネーターがインフル

エンザに罹患したことにより、去る11月に予定

していた本県への業務を中止した事案について、

和解及び損害賠償の額の決定を地方自治法第

180条の規定に基づく軽易な事項として、去る1

月22日付で専決処分をさせていただいたもので

あります。 

 内容としましては、航空券に係るキャンセル

料3万30円を賠償金としたものであります。 

 また、公用車による交通事故のうち和解が成

立した3件につき、損害賠償金合計86万7,457円

を支払うため、去る2月12日付で専決処分をさせ

ていただいたものであります。 

 なお、公用車による交通事故3件に係る損害賠

償金は、全額保険から支払われることになって

おります。 

 次に、所管事項についてご説明いたします。 

 ＵＩターンの促進について。 

 ＵＩターンの促進については、市町と連携し

ながら、ながさき移住サポートセンターを中心

として、丁寧な移住相談対応に努めるとともに、

県の公式サイト「ながさき移住ナビ」やＳＮＳ

での情報発信等に取り組んでおります。 

 こうした中、県及び市町の窓口を開始した昨

年4月から12月における本県への移住者数は

1,426人となっており、前年度の同期と比較する

と、73人の増加となっております。来年度にお

いても、都市部における相談会の開催や、国の

制度を活用した移住支援金の助成など、引き続

き市町と連携しながら、さらなる移住促進に努

めてまいります。 

 国境離島地域の振興について。 

 国境離島地域の振興については、有人国境離

島法に基づく国の交付金を有効に活用しながら、

雇用機会の拡充をはじめとする施策を関係市町

と一体となって取り組んでいるところでありま

す。 

 こうした取組の成果の一つである人口の社会

増減数については、令和7年において675人の社

会減と、前年から54人改善が見られたものの、

県計画の目標である令和8年の社会増減均衡の

実現は厳しい状況にあります。このため、県計
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画の目標に近づけるよう、移住・定住の促進や

社会動向の的確な把握に努めるとともに、関係

市町と連携しながら、国境離島地域の維持・振

興に取り組んでまいります。 

 また、令和9年3月末で期限を迎える有人国境

離島法の改正延長については、昨年12月、関係

市町とともに取りまとめた意見書を基に、国等

に要望活動を実施したところであります。 

 現在、自由民主党の離島・半島振興特別委員

会において、法案策定に向けた大綱等に関する

議論が進められており、県としては、今後もこ

うした動向を注視しつつ、支援策の充実強化を

伴う法改正が確実に行われるよう適切に働きか

けてまいります。 

 さらに、離島地域の基幹産業である農林水産

業の振興に資する取組として、一般社団法人 

離島振興地方創生協会と連携し、島の魅力ある

食の産品の生産基盤整備、販路拡大、新商品の

開発等に取り組んでおり、今年度から本土の条

件不利地域等の産品についても対象に加えたこ

とで、支援対象者も増加し、販売額も着実に伸

びてきております。 

 引き続き、こうした国境離島地域に関する取

組を総合的に推進し、地域に住む皆様が安心し

て暮らし続けられるような環境整備に努めてま

いります。 

 長崎県地域公共交通計画（案）について。 

 令和5年度から令和7年度までを計画期間とす

る長崎県地域公共交通計画が今年度末をもって

終期を迎えることから、令和8年度から令和12年

度を計画期間とする次期計画について策定を進

めており、11月定例県議会の本委員会において、

計画の素案をお示しさせていただいたところで

あります。 

 その後、パブリックコメントや、国や県内市

町、交通事業者等の関係者で構成する長崎県地

域公共交通活性化協議会でのご意見を踏まえ、

計画案を取りまとめたところであります。 

 今回、本委員会にてご意見を賜った後、計画

を策定し、令和8年度からは、本計画に基づき、

国や県内市町、交通事業者等と十分に連携を図

りながら、地域公共交通の確保・維持のため、

各種施策に取り組んでまいります。 

 九州新幹線西九州ルートについて。 

 全国の新幹線整備の状況については、与党Ｐ

Ｔ北陸新幹線検討委員会が、従来の小浜・京都

ルートを含めた8ルートの再検討を決定してい

るほか、東九州新幹線や四国新幹線などの基本

計画路線に関しても、去る1月22日に全国21府県

の関係団体が参加する新幹線基本計画路線全国

総決起大会が初めて開催されるなど、整備計画

路線への格上げを求める動きが活発化している

ところであります。 

 一方、九州新幹線西九州ルート（新鳥栖～武

雄温泉間）の整備の在り方については、去る3月

2日にも国土交通省の水嶋事務次官と佐賀県の

山口知事が佐賀市内で会談するなど、協議が継

続されております。 

 また、平田知事も就任直後の今月4日に水嶋事

務次官と面会しており、議論の進展にお力添え

をいただくようお願いしてまいりました。 

 こうした中、開業4年目を迎えている西九州新

幹線（長崎～武雄温泉間）については、新幹線

利用者の県内周遊を促進するため、去る2月10日

に観光列車「ふたつ星4047」の長崎駅～佐世保

駅間の特別ツアーを運行し、佐世保市と連携し

ておもてなしを実施し、参加者にも好評をいた

だきました。 

 また、ＪＲ九州においても、去る2月7日から

特別なラッピング列車「西九州新幹線かもめス
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ーパーマリオトレイン」を運行し、西九州新幹

線の認知度向上に取り組まれているものと認識

しております。今後とも、さらなる新幹線効果

の拡大に取り組むとともに、政府・与党をはじ

めとした関係者に対して議論の進展を働きかけ

るなど、西九州地域の将来に資する九州新幹線

西九州ルートの全線フル規格による整備の実現

に向け、しっかりと取り組んでまいります。 

 以上をもちまして、地域振興部関係の説明を

終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。 

【初手委員長】 以上で説明が終わりましたので、

これより予算議案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【初手委員長】 ほかに質疑がないようですので、

これをもって質疑を終了いたします。 

 次に、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【初手委員長】 討論がないようですので、これ

をもって討論を終了いたします。 

 議案に対する質疑・討論が終了しましたので、

採決を行います。 

 第19号議案については、原案のとおり可決す

ることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【初手委員長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、第19号議案は原案のとおり、可決す

べきものと決定されました。 

【初手委員長】 次に、提出のあった政策等決定

過程の透明性等の確保などに関する資料につい

て説明を求めます。 

【梅田地域づくり推進課長】 政策等決定過程の

透明性等の確保及び県議会議員との協議等の拡

充に関する決議に基づき、本委員会に提出して

おります地域振興部関係の資料についてご説明

いたします。 

 資料の2ページをご覧ください。 

 令和7年11月から令和8年2月までに内示を行

った補助金の一覧でございます。内訳は、長崎

県地域公共交通デジタル化等推進支援補助金の

9件となっております。 

 3ページをご覧ください。 

 1,000万円以上の契約状況の令和7年11月から

令和8年2月までの実績で、第51回衆議院議員総

選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査に係

る投票用紙及び封筒類作成などの随意契約2件

となっております。 

 4ページをご覧ください。 

 知事及び部局長等に対する要望・陳情のうち、

令和7年11月から令和8年2月までに県議会議長

宛にも同様の要望が行われたものは、島原半島

振興対策協議会などからで、41ページまでにお

示ししているとおりとなっております。 

 42ページをご覧ください。 

 附属機関等会議結果について、同様に令和7年

11月から令和8年2月までの実績でございまして、

長崎県地域公共交通活性化協議会などを6回開

催しておりまして、その議事概要につきまして

は、48ページまでにお示しをしております。 

 それから参考までですが、政策等決議資料集

中契約という名称の資料も別途掲載しておりま

す。こちらは、出納局・各種委員会事務局の審

査で報告されております物品管理室で契約を行

いました1,000万円以上の契約について、地域振

興部分を参考に掲載させていただいております。 

 以上で、資料の説明を終わります。 

【初手委員長】 次に、地域振興次長兼交通政策

課長より、補足説明を求めます。 
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【南澤地域振興部次長兼交通政策課長】 長崎県

地域公共交通計画（案）についてご説明させて

いただきます。 

 長崎県地域公共交通計画に対するパブリック

コメントの募集結果についてという資料をご覧

ください。 

 昨年の11月定例会の本委員会において、次期

長崎県地域公共交通計画の素案をお示しさせて

いただきましたが、その後、昨年12月24日から

本年1月23日の期間において実施したパブリッ

クコメントにて3件ご意見をいただきました。 

 ご意見は、ＡからＥの区分に分類させていた

だき、既に計画案に盛り込まれているＢ区分が

1件、計画案に記載することが困難であるＤ区分

が1件、ご意見として承り、今後の施策の参考と

させていただくＥ区分が1件となっております。 

 次に、補足説明資料の長崎県地域公共交通計

画（案）の概要版をご覧ください。 

 11月定例会の本委員会でお示しした素案から

修正や追加を行った主な項目についてご説明を

させていただきます。 

 3ページ目をお開きください。 

 右下に記載しております評価指標のうち、幹

線バスの年間輸送人員、幹線バスの利用者1人当

たりの行政負担額について、令和7年度の実績が

取りまとまったことから、現況値と目標値を更

新しております。 

 また、左下、県内各市町における地域公共交

通計画の策定状況の図表において、1市町が策定

中と記載をしておりますが、昨日3月23日に壱岐

市の地域公共交通活性化協議会が開催され、壱

岐市地域公共交通計画が策定されたとお聞きし

ておりますので、事務局において、該当箇所を

更新させていただければと考えております。 

【初手委員長】 以上で、説明が終わりました。 

 次に、陳情審査を行います。 

 事前に配付いたしております陳情書一覧表の

とおり、陳情書の送付を受けておりますので、

ご覧願います。 

 陳情書について、何かご質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【初手委員長】 ほかに質問がないようですので、

陳情につきましては、承っておくことといたし

ます。 

 次に、議案外所管事務一般に対する質問を行

います。 

 まず、政策等決定過程の透明性等の確保など

に関する資料について、ご質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【初手委員長】 質問がないようですので、次に、

議案外所管事務一般について、ご質問ありませ

んか。 

【赤木委員】 おはようございます。議案外につ

いて、大きく三つ質問をさせていただきます。 

 まず1点目が、私事で大変恐縮ではあるんです

けども、このたび、またこの県議会に戻ってま

いりました。その際、県知事選挙と県議補選の

ダブル選挙はもともと想定されておりましたが、

急遽、衆議院の解散により、長崎県はトリプル

選挙という形になりました。山下県議が一般質

問で議論していた中では、投票所において混乱

が見られたことも答弁の中でありましたが、一

方、実務を担う市町村課の職員の負担はとても

重たかったと推察しております。時間外勤務は

どれだけになったのかお尋ねをいたします。 

【小橋市町村課長】 選挙管理委員会書記長の立

場でご答弁をさせていただきます。 

 端的に申し上げますと、3つの選挙の1月、2月

の間の時間外が、県庁全体で2,298時間でござい

ます。そのうち、市町村課の中で主に選挙事務
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に従事した者と主体的に応援をいただいた職員、

これが2か月間11人で1,742時間でございます。

1月に限って言いますと、11人で1,226時間ござ

います。 

 さらに、そのうち選挙班4人につきましては、

2か月間で1,013時間です。1月に限りますと、706

時間ということになっております。 

【赤木委員】 ありがとうございます。全員の合

計で今おっしゃっていただいたかと思いますが、

1人当たりで考えますと、多い方のお時間がどれ

ぐらいあったのかお尋ねいたします。 

【小橋市町村課長】 

 1人当たりで申し上げますと、2番目に申し上

げました11人の平均が、2か月間で158時間、1月

に限りますと111時間ということになります。 

 選挙班4人で申し上げますと、1月から2月の間

で253時間、1月に限って言いますと、176時間と

いうことになります。 

【赤木委員】 ありがとうございます。かなりの

時間外で働かれたと見ました。特に重たかった

4人の方々に対しては、多いときは250時間を超

えるような方もいらっしゃったというふうにお

聞きもしました。これだけ時間外で働くと、本

当に体調面も心配するところですが、その職員

の皆さんの今の体調はいかがでしょうか。 

【小橋市町村課長】 ご心配ありがとうございま

す。選挙後につきましては、職員は適宜年休も

取得をしておりますので、現時点で心身の健康

状態に不安があるとする職員は把握をしており

ません。 

 選挙期間中も、その前後を含めまして、可能

な限り交代で半日とか1日とか休むことを奨励

しておりました。また選挙後は、職員厚生課か

ら通知される労働安全衛生法に基づく医師の保

健指導を受けるなど、職員の心身の健康面につ

きましても、最大限配慮をしているところでご

ざいます。 

 特に衆議院選挙につきましては、解散から選

挙期日までの短期間に多くの事務が集中いたし

ますので、県もですけども、市町も必然的に時

間外勤務が多くなります。1人当たり100時間を

超えることもありますけども、今後も一人一人

の健康管理に気を配りながら、選挙の管理執行

に努めたいと思っております。 

【赤木委員】 今現在は、皆さん、ある意味元気

に、体調面は特に問題なく職務に励んでいらっ

しゃると思いました。本当にお疲れさまでした。

特に何か大変なこととかありましたら、この場

でぜひともお聞かせいただければと思います。 

【小橋市町村課長】 まず、私たち選挙管理委員

会の職員につきましては、どのようなときであ

っても、選挙の執行が生じた場合は、法令等に

基づき、適切な管理執行に努めることが責務で

ございます。 

 先ほども申し上げました、特に衆議院選挙の

場合は、解散から選挙期日までの期間が、近年

だんだんと短くなっている傾向ではございます

けれども、これまでも解散の時期や、選挙期日

までの期間によらず、選挙の管理執行を行って

まいりました。今回の選挙におきましても、結

果として、知事選挙や県議会議員の補欠選挙と

同日の執行となりましたが、全国的には、過去

からそうした事例もございます。今回の選挙に

おきましても適切に管理執行を行ったものでご

ざいます。 

 その上で、ご質問をいただきました苦労した

点につきましては、3つの選挙が重なるといった

本県特有の事情によるものがございますが、ま

ず、衆議院選挙の選挙期日に様々な報道があっ

た中、知事選挙や県議会議員選挙の日程をいつ
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にするか非常に悩ましい時期が続いたというこ

とがございます。その中で、候補者等に対する

説明会や選挙関係物資の発注を短期間で行う必

要があったということ。また、ポスター掲示場

や投票所入場券についても、知事選挙等の日程

との関係で、設置や作成に遅れが生じたという

ことがございます。特に、投票所入場券につき

ましては、全国的にも作成業者の調整が難しい

など、印刷や納品が間に合わず、発送が大幅に

遅れるということもあり、有権者への送達も、

告示日からかなり経過をするという事案も散見

されたところでございます。 

 選挙や国民審査の日程ですが期日前投票が開

始される時期が異なったため、二重投票などの

管理執行上のミスが続いたということもござい

ます。さらに、投票箱や記載台が足りずに、2つ

の選挙の投票を一つの投票箱で行うなど、そう

いった必要が生じた市町もありまして、結果と

して、有権者の皆様に混乱が見られたというこ

となどがございます。 

 こうした事務に限らず、市町村選挙管理委員

会をはじめとした職員につきましても、時間外

勤務を含め、相当の負担があったものというふ

うに考えております。 

【赤木委員】 いろいろご苦労をされた点をご答

弁いただきましてありがとうございました。 

 もう1点、あと全国的にポスター掲示板が設置

が困難な地域があったという報道に触れて、長

崎県の場合はどうだったのかお尋ねいたします。 

【小橋市町村課長】 ポスター掲示場の設置につ

きましては、本県の場合は、衆議院選挙のポス

ター掲示場を追って設置をする必要があったわ

けですが、多くの市町では、知事選挙と同じ数

のポスター掲示場を確保することができました。

ただ、2市だけ、どうしても資材の関係で間に合

わないというところで、合わせて20か所ポスタ

ー掲示場が減少したというところがございます。 

【赤木委員】 ありがとうございました。本当に

極めて短い時間の中でご準備いただいて、その

できる中で対応をいただいたと思いますが、選

挙という評価としては、間違いがあってはなら

ない部署であった中で難しい実務を執り行って

いただいたと思ってますので、まずは、本当に

お疲れさまでしたということをお伝えしたいと

思います。本当にありがとうございました。 

 次の質問に移ります。 

 県庁舎跡地についてお尋ねをいたします。 

 私この3年間活用をさせていただいて、長崎青

年会議所の一員として、県庁跡地の中で、熱気

球を上げたり、また、ＰＲ戦略課と連携して、

デンリュウと幻の龍ポケモンレックウザの龍踊

を県庁舎跡地でさせていただいたり、おくんち

期間中の中で、長崎大縁日という県庁舎跡地と

連携した形での取組中で、3日間で6万人の方を

動員するとか、本当ににぎわいづくりに使う側

として携わってまいりましたが、また使う側と

して、様々な可能性を今後も見せていきたいと

思っていますが、今後の方針や活用スケジュー

ルについてお尋ねをいたします。 

【松島県庁舎跡地活用室長】 県庁舎跡地の利活

用についてのお尋ねでございます。 

 これまで、令和5年の9月末から暫定供用とい

う形で、いろんなイベントに使っていただいて

おりまして、先ほど委員からありましたように、

おくんち時期の縁日イベントですとか、熱気球

が上がったりだとか、そのほかにも、例えば高

校生による屋外音楽イベント、大学生による映

画上映イベント、それと、例えば昨年の例でい

きますと、国文祭の開会に合わせまして、実際

に馬を走らせて流鏑馬のイベントをしたりだと
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か、非常に幅広い利活用をしていただいており

ます。 

 正直、私も熱気球の話を伺いました際には、

こんなことまちなかでできるのかというのが正

直な気持ちでした。でも、やはり県庁舎跡地の

利活用に当たりましては、まず、その前例がな

いからできないから始まるのではなくて、どう

したらできるのか、どうしたらよりよいイベン

トになるのか、そういったところの観点で、主

催者による熟度の差もありますので、必要に応

じて伴走もしながら、いろんな制約を設けず、

いろんな活用に幅広く利用していただきたいと

いうふうに考えております。 

【赤木委員】 ありがとうございます。本当にあ

の場所で様々な可能性を見せることは、ある意

味、県の方針を見せる場所でもあると思います

ので、今の答弁にすごく安心もしましたし、今

後も見せていきたいと思いますが、その場所を

あのままにしていいとは私自身も思ってはいな

くて、もちろん県も同じだとは思ってるんです

けども、いずれの段階で政治決断をするときが

来るとは思ってます。知事が変わったばっかり

で、いろいろ方針というものはまだ決まってな

いのは重々承知してはいますが、知事が政治決

断できるように、我々使う側として、もちろん

この次の世代もあの場所を使っていく人たちの

意見をまとめて、やはり提案していくような形

を私自身も取っていきたいなと思ってますので、

その点については、今後も一緒に協議していけ

ればと思ってますので、引き続きよろしくお願

いいたします。 

 最後の質問に移りますが、社会福祉法人なが

よ光彩会の取組についてお尋ねをいたします。 

 一部時間帯に無人駅となっているＪＲ長与駅

において、長与町及びＪＲ九州から、委託によ

り駅管理業務を民間で行う全国初の事例となっ

ております。 

 また、駅構内のコミュニティホールの一角に

カフェショップ「ＧＯＯＯＯＯＯＯＤ ＳＴＡ

ＴＩＯＮ」を開設し、ながよ光彩会 貞松徹理

事長の下で運営する就労支援施設の利用者が勤

務して、利用者が制作した商品の販売等を行っ

ておりますが、例えばふたつ星が来られたとき

は、川口課長も私とたまたまお会いをしました

けども、これが総務省のふるさとづくり大賞の

最優秀賞（内閣総理大臣賞）であったり、あと

は、バリアフリーユニバーサルデザインの推進

功労者表彰、これも内閣総理大臣表彰をいただ

いています。 

 このながよ光彩会の取組、これはもう国で評

価をいただいているところであるんですけども、

県としての評価はどのようになっているのかお

尋ねをいたします。 

【南澤地域振興部次長兼交通政策課長】 国の方

でも、ふるさとづくり大賞など大変高く評価さ

れているように、県としても非常に高く評価で

きるものと考えております。 

【赤木委員】 ありがとうございます。県として

も高く評価していただいているということで、

長与駅にとどまらず、次は道ノ駅でも今プロジ

ェクトが進行しておりまして、道ノ駅も今築100

年という中で、また新しい取組をながよ光彩会

が、それこそ全国の皆様に対しても示せるもの

は今進んでおりますので、県としても後押しを

していただきたいと思ってますし、今度、知事

表敬訪問を行いたい希望を持ってますので、調

整をお願いします。要望で終わります。 

【初手委員長】 ほかにございませんか。 

【近藤委員】 私の方から、先ほど部長から説明

がありました国境離島地域の振興について、ち
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ょっと質問させていただきます。 

 来年3月末に期限を迎える有人国境離島法の

改正・延長については、昨年、県が関係7市町を

リードして、法改正と延長に関する意見書を取

りまとめ、12月には、県、県議会、市町が一丸

となって、政府・与党に対する要望が行われま

した。そうした要望活動の際には、私も県議会

議長や離島選出議員とともに参加させていただ

きました。その後の動きとしまして、先般、有

人国境離島法改正法の大綱が示されましたが、

法改正案の大綱とはどのような内容か、ちょっ

とお尋ねします。 

【中村地域づくり推進課企画監】 お答えします。 

 有人国境離島法の改正・延長については、自

由民主党の「有人国境離島地域の保全・振興を

推進する議員連盟」において、昨年3月から12月

まで、5回にわたりまして会合が行われ、「新し

い有人国境離島政策の基本的方向」が取りまと

められております。その基本的方向を基に、去

る2月27日に行われた自由民主党の「離島・半島

振興特別委員会」及び「領土に関する特別委員

会」の合同会議において法改正案の大綱が示さ

れ、了承されたところでございます。 

 お尋ねの法改正案の大綱の内容としては5項

ございます。1つ目が、法の期限を10年間延長す

ること。2つ目は、都道県の責務に関する規定の

新設。3つ目が、特定有人国境離島地域の追加で

ございまして、現行の15地域71島について、新

たに4地域6島を追加するものでございます。 

 追加されるのは、北海道の天売・焼尻地域、

山形県の飛島地域、新潟県の粟島地域、東京都

の新島・式根島地域でございます。 

 4つ目といたしまして、本県の意見書でも要望

しておりました滞在型観光の促進に係る規定の

追加がございます。 

 最後5つ目が、改正有人国境離島法の施行後5

年を経過した場合に必要な措置を講ずる旨の検

討条項を新設するというのが大綱の内容でござ

います。 

【近藤委員】 分かりました。特定有人国境離島

地域が追加されました。今後、国境離島の交付

金が不足する可能性が見込まれると思いますけ

ども、このことについて、県としてはどのよう

に考えているのか、ちょっとお尋ねします。 

【中村地域づくり推進課企画監】 国境離島の交

付金につきましては、有人国境離島法の施行に

合わせて創設された国の主な支援制度として、

「特定有人国境離島地域社会維持推進交付金」

がございます。本県では、この交付金を活用し

まして、航路・航空路の運賃低廉化、輸送コス

ト支援、雇用機会の拡充、滞在型観光の促進に

係る施策を関係市町と一体となって推進してい

るところでございます。 

 この国境離島の交付金の令和7年度の予算額

については、先ほども答弁させていただきまし

たが、当初予算で50億円、前年度の補正予算で

約5億円が措置されているところでございます。

しかし、昨今、全国的に航路・航空路運賃の値

上げが行われていることから、特に、航路・航

空路運賃の低廉化に要する費用が増大している

ということがございまして、令和8年度当初予算

については、5億円の増額となる55億円が計上さ

れており、令和7年度の補正予算としては、6.5

億円が措置されているところでございます。 

 特定有人国境離島地域の追加や航路・航空路

運賃の値上げなどによりまして、今後、国境離

島の交付金の全国予算が不足する可能性がある

ことについては、本県としても十分認識してい

るところでございます。引き続き、特定有人国

境離島地域の関係都道県とも十分に連携しなが
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ら、国へ必要な予算額の確保について働きかけ

てまいりたいと考えております。 

【近藤委員】 ありがとうございました。ぜひよ

ろしくお願いします。 

【初手委員長】 ほかに質問ございませんか 

【大場委員】 それでは、2点、新幹線と島原鉄

道とお聞きしたいと思いますが、まず、新幹線

についてです。 

 平田知事が就任をされて、早速に水嶋国土交

通事務次官にお会いされるなど、そういった行

動自体が本当に現状の今の知事として高く評価

したいと思います。そういったことで、この新

幹線関係が進むことを本当に期待をいたしてお

ります。 

 そういった中で、議会としてもしっかり応援

をしていきたいと思いますが、ただ、いかんせ

ん、長崎県ばかりの問題とは言えませんので、

対する相手方として、佐賀県のお考えもあろう

かと思います。そういった中で、ただ、これは

私個人の受け止めなんですが、佐賀県の新幹線

整備に対する考えも少しずつ変化はしてるんじ

ゃないかなというふうな認識をしておりますが、

現状、佐賀県等を含めて、そういった中で、ど

のような議論があって、佐賀県の現状について

どのように県として把握しているのかお尋ねを

したいと思います。 

【川口新幹線対策課長】 佐賀県の議論の状況、

それから委員ご指摘のとおり、変化しているの

ではないかということに関する県としての受け

止めに関するご質問でございます。 

 まずは、佐賀県内におきまして、やはり様々

なご意見が出ていると。特に財政負担でありま

すとか、在来線、それからルートに関していろ

んな議論、これは県議会でもそうですし、いろ

んな議論がなされているものと承知いたしてお

ります。その中におきまして、今の議論の状況

で把握しているところでご説明申し上げますと、

まず、地方負担について、これ佐賀県の試算に

はなるんですけれども、佐賀県として、新鳥栖

～武雄温泉間のフル規格で整備した場合の佐賀

県の負担が1,400億円以上を超えるというよう

な試算をされて、これに関しまして、佐賀県と

しては、佐賀県の財政計画に収まるような規模

ではないということで、これに関して、やはり

国の国家プロジェクトでありますので、国のス

キームに基づいた試算をされているということ

で、このスキームに関して、現在の財源スキー

ムで折り合うことはないということを佐賀県の

山口知事はおっしゃられております。 

 次に、在来線についてでございますが、これ

恐らく佐賀駅周辺のことを指されているという

ふうに認識しておりますが、今の在来線の環境

は悪くないと。むしろいいというようなご発言

をなさっておりまして、これに関しては、佐賀

から博多に行く特急の本数でありますとか、そ

の利便性を指されて、もし全フル規格になった

場合は、今の鉄道環境を失うリスクがあるとい

うようなことで懸念を示されているというよう

な状況でございます。 

 次に、ルートでございますが、ルートに関し

ましては、これ、これまで佐賀県と国土交通省

の幅広い協議という中で議論をなされておりま

す。その中におきまして、3つのルートというの

が示されました。3つのルートと申しますのが、

佐賀駅を通るルート、それから佐賀駅の北側を

通るルート、それから佐賀の南側、これ佐賀空

港が南側にあるんですが、佐賀空港を通るルー

ト、3つのルートについて、国土交通省と佐賀県

の間で協議がなされております。 

 その協議の中で、いわゆる費用でありますと
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か、時間短縮効果とか、そういった様々な数値

も示されております。ただ、それに関しまして

は、佐賀県としては、自ら提案する立場ではな

いということで、それぞれのルートに対して具

体的な評価はなされておりません。佐賀県内の

中での議論の中では、南回りを通るルートがい

いのではないかというお声が、いわゆる経済団

体でありますとか、議会の中で議論がなされて

いるということで、これに対して佐賀県として

は、少し前の議会だったと記憶しておりますが、

南回りルートについては、一考に値するという

ようなご発言をなされていたというのが、少し

前の状況でございました。 

 直近で申しますと、先ほどおっしゃられたよ

うに、国土交通省の水嶋事務次官が、山口知事

と昨年10月頃からだったと思いますが、数度に

わたって協議を重ねられております。その中に

おきまして、ルートについても議論されている

ようでございまして、山口知事がルート案につ

いて、佐賀県の中での意見を集約する必要があ

るというようなご発言を、これ初めてなされて

いると。先ほど申し上げたように、提案を受け

る立場で自らこう進める立場ではないというと

ころから一歩前に出られたようなご発言かと思

っておりまして、県といたしましても、今後の

議論の動向というのは注視したいと考えており

ます。 

 あわせまして、佐賀県の意見、考えが変わっ

たのではないかというご質問でございます。こ

れに関しましては、佐賀県の報道機関のアンケ

ートがございまして、サガテレビと佐賀新聞で

それぞれ調査をなさっておりまして、サガテレ

ビの調査においては、昨年の最新のアンケート

結果によりますと、全線フル規格の整備に賛成

する方が63％ということで過半数を超えており

ます。 

 佐賀新聞の世論調査におきましても類似の質

問をなされておりまして、フル規格の整備を求

める方が35.2％、そして、在来線を活用すべき

だという方が35.4％ということで、拮抗してい

るというような結果になっております。これに

関しましては、数年前から調査をなされており

まして、徐々にではありますが、賛成の声が増

えているというふうに認識をいたしております。 

【大場委員】 ありがとうございます。佐賀の山

口知事も水嶋事務次官と数度会話をされており

ますので、その進展にも期待をするところでは

ありますが、ただただ佐賀県の実情とすれば、

私たちも理解をしなければいけないところは非

常にハードルが高い現状であるということは、

まず私たちも認識をしなければいけないんだろ

うというふうに思います。そういったことで、

一つ一つ丁寧にやっていくことと、平田知事も、

明日、山口知事にご挨拶という形ではあります

けども、お会いになさると、挨拶に行かれると

いうことですので、そういった機会を増やして、

佐賀県の理解を得る努力というのは、長崎県は

引き続き行っていかなければいけないと思いま

すので、そういったところで、まずは佐賀県の

ことも理解しつつ、また、本県の言わせていか

なければいけない部分というのがありますので、

その部分も本県の理解を求めつつ、そういった

対話・会話を含めて進捗が図れるよう、まずは

平田知事にお願いしたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

 ただ、西九州ルートが現状で、今、対面乗換

方式でやっています。現状で、今スタートは切

りましたけども、これから全国で今同時に進ん

でいる新幹線の中でも北陸新幹線があるかと思

いますが、そういったところとの、今度は長崎
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と北陸、またそれ以外にも、現状とすれば、計

画というか、新幹線計画も全国ではいろんな声

があるというふうに聞いております。そこで本

県が取り残されないように、まずは整備を求め

ていきたいと思うんですが、そういったところ、

現状、北陸新幹線をはじめとして、ほかのルー

トの進捗状況というのはどのような状況にある

んでしょうか。 

【川口新幹線対策課長】 西九州ルート以外の他

の路線の整備状況ということでご説明申し上げ

ますと、整備計画路線というのは、全国で5路線

ございます。その中で、今整備されていない、

いわゆる未整備区間というのが2つございまし

て、西九州ルートと北陸新幹線の敦賀から新大

阪間、この2つが残されていると。もう一つ整備

中の新幹線、これが北海道でございまして、今

函館から札幌に向けて整備が行われていると。

要は工事中というような状況です。 

 私どもとして、これまでも遅れないようにと

いうご指摘を踏まえながらやっているのは、い

わゆる北陸新幹線の未整備区間に遅れないよう

に、どのように取り組んでいくかということで、

県、あるいは市町、それからＪＲ九州関係者と

一緒に政府・与党等に働きかけを行っている状

況ではございます。 

 ただ、北陸の状況を少しご説明申し上げます

と、北陸につきましては、平成28年に、小浜・

京都ルート、ルートは決まったという状況では

ございました。その後、環境アセスを進められ

て、令和6年になるんですけれども、京都駅の配

置について3つ案がちょっと詳細なルート案が

出されて、その際に、それまで事業費が2.1兆円

の試算だったのが3.9兆円になったと。今後の物

価上昇を踏まえると、5.2兆円まで増えるおそれ

もあるというような試算が出されて、その後、

やはり地方負担をされるような、京都の方で

様々な懸念が示されたということで、あわせま

して、石川県におかれましては、小浜・京都ル

ートではなくて、米原ルート、岐阜の方ですね。

琵琶湖の反対側っていうふうにイメージしても

らえば分かるんですけど、米原ルートの方も検

討すべきではないかというようなご意見も出さ

れまして、各県、経済界から様々な意見が出て

いるようなところでございます。 

 政府・与党の動きになりますと、いわゆる維

新の会が与党に入られたということで、その後

の維新の会が入られた与党ＰＴにおいては、小

浜・京都ルートだけではなくて、過去に検討さ

れてきた8つのルートについて改めて再検証を

しようということで、今現状で申し上げますと、

国土交通省がデータを整理されているというこ

とで、今後においては、与党ＰＴで地元やＪＲ

などの関係者のヒアリングもされるというふう

に伺っております。 

 あわせまして、これは新聞報道にはなるんで

すけれども、与党ＰＴにおいては、今年の7月ま

でにはルートについての方向性を決めたいとい

うような報道もありまして、やはりそこに遅れ

るようなことがないよう、県といたしましては、

国土交通省から情報収集に努めるとともに、与

党ＰＴに対しても、しっかりと働きかけを行っ

てまいりたいと考えております。 

【大場委員】 ありがとうございます。現状とし

ては理解をいたしました。ただ、北陸は北陸で

いろんな問題を抱えてるんだなというふうには

理解いたしましたが、ただ現状として、西九州

ルートと違うのは、もう北陸の場合は、環境ア

セスも終わって、条件は遥かにこちらよりも進

んでいる状況にあるということは認識をしない

といけないんだろうと思いますので、これから
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早くするためにも、県の今後の取組が重要とな

ってまいりますので、今後の県の取組はどのよ

うにお考えでしょうか。 

【川口新幹線対策課長】 今後の取組に関するご

質問でございます。 

 やはり、まずは未整備区間である佐賀県のご

理解を得ることが必要だと思っておりまして、

委員からのご発言もありましたように、やはり

佐賀県としっかりとした協力関係、そして、佐

賀県の事情を理解して、そして、本県の考えも

理解していただき、相互に理解していただく必

要があろうかと思っております。その意味にお

きまして、平田知事が一般質問でも答弁されま

したように、新幹線だけではなく、両県・隣県

として、それ以外にも交通でありますとか、福

祉、様々な分野で課題を共有しているというこ

となので、新幹線も含めた課題を解決するため

の協力関係を築いていくことが重要ではないか

と考えております。 

 当課におきましても、長崎本線上下分離区間

というのがございまして、諫早から、旧肥前山

口、今、佐賀県の江北なんですけど、その鉄道

の管理については、佐賀県、長崎県が連携して

行っております。こうした取組を一つ一つ積み

重ねることで、お互いの意見も言い合えるよう

になり、また新幹線に対しても、長崎と佐賀の

意見の交換、それから議論というのが進んでい

くかと思っておりますので、まずは佐賀県の理

解を得られるように、本県としてやれることを

しっかり行ってまいりたいと考えております。 

 その上で、国家プロジェクトでございますの

で、やはり国に対する働きかけを強めていかな

いといけないと思っておりまして、先ほどから

ご指摘がありました北陸新幹線に遅れないよう

に、いわゆる一体的な財源の確保でありますと

か、与党での議論の進展というのも、経済団体

や市町とも一緒になって、政府・与党に働きか

けてまいりたい。 

 あわせまして、九州全体としての気運も醸成

していかないというふうに考えておりまして、

いわゆる気運醸成のための取組、これも経済団

体等とも連携して、先ほどから申し上げており

ますイベント実施、これについても、非常に西

九州新幹線の効果を理解していただく非常に格

好な機会だと思っておりますので、そういった

イベント、あるいは県外でのＰＲ、情報発信を

できる限りやって、全線フル規格に向けてしっ

かり取り組んでまいりたいと考えております。 

【大場委員】 ぜひ平田知事を先頭に、まずは国

へもしっかり働きかけをし、佐賀県には、本当

に丁寧な形で理解を求めていただいて、フル規

格に賛同していただくような努力をお願いした

いと思います。 

 先ほど佐賀県の側としても、在来線の問題が

出てました。本県も在来線の問題は、要は県北

の問題ですね。昨日の新聞の中にも、ミニ新幹

線っていうような記事がありまして、そういっ

た解決の一助になるんではないかというような

話でしたが、記事を読みますと、問題も非常に

多いような内容でありましたが、ただ、そうい

った形での今度は本県の状況としても、在来線

フル規格になってはいるが、この県北の在来線

の問題というのはどうしても残ってきますので、

そういったところでも併せて、ミニ新幹線は一

つのその議論の切り口としてだろうと思います

けれども、そういった在来線についても、県と

しても県北の方々の足の確保といいますか、そ

ういったものは考えていかなければいけないと

思いますので、その辺の認識もぜひよろしくお

願いをいたします。これ答弁は要りませんので。 
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 次に、島原鉄道でございます。 

 非常に協議会が始まっていますから、検討を

されております。存続についてどのような形で

っていうことでありますが、その協議会の中で

も、今、結論を出すものを少し伸ばしたような

形で、より慎重な形で協議をしていくという方

向に変わっております。昨年の暮れにも、島原

市内にある高校より、島原鉄道、また各自治体

の方に、存続に向けた要望書が出されたという

ふうにもお聞きをしておりますので、現状、そ

の協議会の中で、島原鉄道の存続に向けた話合

いの中で、どのような形で進んでいるのかとい

うのをお尋ねしたいと思います。 

【南澤地域振興部次長兼交通政策課長】 島原鉄

道の今後の方向性につきましては、委員ご指摘

のとおり、島原鉄道活性化検討部会を設置し、

利用者、島原鉄道、それから関係市、そして、

県、国も入れて、関係者で協議してきたところ

です。 

 現在、今後の方向性として、みなし上下分離

方式により鉄道を存続させる案と、バスに転換

するという案がございますけれども、バスに転

換させるという案につきましては、運転士不足

の現状などを考えますと、現実的には非常に困

難なものと考えておりまして、みなし上下分離

方式による鉄道の存続というのが最も有力な選

択肢であろうと考え、その方向で沿線の3市と協

議をしてきたところでございます。 

 ここの課題は、みなし上下分離方式をいたし

ますと、自治体側の負担、県も含めてですけれ

ども、財政的な支援をかなり拡大する必要がご

ざいまして、それが県も含めて財政的に厳しい

自治体、皆さん財政的に厳しい状況でございま

すので、そこの負担に耐え切れるかというとこ

ろが今最大の問題となっておりまして、そこを

どうしていこうか、できるだけ何か軽減する方

法はないかというところで検討しているところ

でございます。 

【大場委員】 ありがとうございます。しっかり

考えていただいているということは理解をいた

しました。ただ、先方の島原鉄道さんも民間企

業でありまして、時間的な余裕というのがそん

なあるかといったら、私はないと思っています。

ですので、時間も限られた中で、一定のそうい

った結論というのは出す時期を迫られるんじゃ

ないかなと思っておりまして、そういったこと

で、県として丁寧なやり取りも行いながら、地

元島原半島の市民としては、ぜひとも残してい

ただきたいという声が大方の声になっておりま

す。この島原鉄道を守ってほしいというような

声が非常に高いです。ですので、そういったこ

と、そういった声を受け止めていただいて、で

きるだけ早い段階での結論が望めるように議論

を尽くしていただいて、何とか島原鉄道に対す

る助成、今後の在り方について協議していただ

ければと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

【初手委員長】 ほかに質問はございませんか。 

【山下委員】 お疲れさまでございます。ちょっ

と新幹線について、大場委員の関連でもありま

すが、先ほど大場委員からも、県北のというこ

とで、佐世保線、在来線でも冒頭のお話をいた

だきましてありがとうございました。 

 今、ミニ新幹線について、非常に議論が活発

化しております。私も佐世保に住む県民として、

また、佐世保選出の議員としても、ミニ新幹線

というのは非常に夢のある話だなというふうに

は思うところであるんですけれども、今現状を

佐賀県さんとの先ほどお話もありましたけれど

も、県として、このミニ新幹線の議論は今活発
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になってますけれども、今県としてはどのよう

に議論を捉えられて、どういうスタンスでいら

っしゃるのか、まずはそこを、基本的なところ

をお尋ねをしたいと思います。よろしくお願い

します。 

【川口新幹線対策課長】 佐世保線に関しまして、

お答えさせていただきます。 

 まず、ＪＲ佐世保線でございますが、やはり

県北地域と福岡の都市圏を結ぶ重要な幹線だと

認識をいたしております。これに関しまして、

新幹線に関連したことで申し上げますと、平成

4年に九州新幹線長崎ルート等の整備に関する

基本的考え方というのを出させていただいてお

ります。その中におきまして、一つの項目とし

て、佐世保線の輸送改善を図っていくというこ

とといたしておりまして、この基本的考え方と

いうのは、現在も変わっていないということで、

この基本的な考え方に基づきまして、これまで

も佐世保線の輸送改善、これは高速化も含めて

でございますが、ダイヤについても、ＪＲ九州

に働きかけを行ってきたところでありまして、

これに関しましては、今後も佐世保市と協議し

て、しっかり取り組んでまいりたいと考えてお

ります。 

 あわせまして、新幹線の整備の状況というの

も非常に重要になってこようかと思っておりま

すので、今の未整備区間の協議の中で議論が進

展する後においては、佐世保線についても一緒

に在来線を含めて協議なされていくものだと承

知をいたしております。 

【山下委員】 もうそのお答えで僕はいいと思う

んですよね。やっぱり我々も地域としては、そ

ういう理想とか夢とかあるんですけれども、今

何が一番必要かって言ったら、やはり新大阪ま

でのフル規格で長崎新幹線が通ることだと思う

んです。だから、やはり我々もその地域のエゴ

というか、理想を言うのはちょっと抑えてです

ね、今は。特に、佐賀県知事さんが国交省に出

向かれて、事務次官とも折衝を何回もされてい

るわけですし、先ほど答弁にありましたとおり、

佐賀県内での今どういうルートが適当なのかっ

ていうことも、今から絞っていくようなお話も

ありましたし、平田新知事も今取組を始められ

たところでありますので、ここはじっと我々も

県北としては見守るといいましょうか、ぐっと

我慢して、まずはフル規格を実現するために協

力すべき時期じゃないかなと、私は個人的には

そのように思っておりますので、平成4年の基本

的考え方っていうのを維持していただいて、そ

れを念頭に置きながら、まずはフル規格、全線

開通に向けて、県として全力で取り組んでいた

だきたいなと。あえて県北の私が言わせていた

だくということに意義があるんじゃないかなと

思ってるんで、そこをご理解の上で、引き続き

大変な取組だと思いますけれども、応援してま

いりますので、ぜひとも頑張っていただきたく、

エールを送って質問を終わりたいと思います。

ありがとうございました。 

【初手委員長】 ほかに質問ありませんか。 

【白川委員】 私の方からは、長崎県地域公共交

通の計画についてお尋ねをしたいと思います。 

 まず、パブリックコメントの募集結果につい

てっていうところですけども、ご意見の数が3件

ということで、1個人と0団体ということなので、

1人の個人の方が3件書かれたのかなというふう

に理解をしておりますが、全県民に必要な公共

交通の計画に対するパブリックコメント、県民

の皆様からのご意見としては非常に少ないので

はないかと思いますけども、どういうふうに周

知されているのか、どういうところに届いてい
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るのか、届けようとしているのかについても教

えていただきたいと思いますが、例年というか、

これまでの計画もこのように少なかったのかに

ついても、併せて教えてください。 

【南澤地域振興部次長兼交通政策課長】 まず、

今回の周知方法ですけども、閲覧方法につきま

しては、ホームページや我々交通政策課に設置

されている協議会事務局、それから県政情報コ

ーナーなどに設置しております。周知につきま

しては、この協議会に参加している各種団体な

どにメールなどでパブリックコメントを開始し

ていることをお伝えをしておるところです。 

 それから、これまでの計画におけるパブリッ

クコメントなんですけど、今回の計画がまだ第

2期計画ということで、第1期計画を3年前に策定

しているところですけど、そのときのパブリッ

クコメントの件数につきましては、今手元に資

料がなく、必要であれば、後ほどお届けさせて

いただきます。 

【白川委員】 ありがとうございます。前回のは

ちょっと数が分からないということでしたので、

また後ほど教えていただければと思いますが、

協議会に参加されている、これ企業さん、団体

等にもメールで周知をされているということで

はありましたけども、私、女性団体に所属をし

ておりまして、男女共同参画の計画が出た際は、

各団体パブリックコメントがされているという

ことについてはそれぞれに周知をして、勉強会

をして、パブリックコメントないかっていうこ

とを会議のようなものを行って、それぞれに意

見出しをして、個人がそれぞれメールでパブコ

メをするっていうような取組もしていて、でき

るだけ自分たちの意見を行政に届けようという

努力をしているんですけども、こういった地域

交通の団体さんも、恐らく計画見ていただいて、

ご意見等あるかと思うんですけども、集まって

いないということは、この期間にもちょっと問

題があるんじゃないかなというふうに見ており

まして、12月24日から1月23日っていう期間が、

パブコメを行う期間として適当なのかというと

ころについてもちょっと指摘をさせていただき

たいと思いますが、年末年始、そういった企業

団体はお休みに入る、休みの期間が長いと思い

ますし、恐らく、年末年始非常に業務的にも忙

しい時期なのかなと思っています。なので、そ

ういった団体のことを考えると、この時期は外

した方がよかったのかなというふうに思います

けども、その辺りいかがでしょうか。 

【南澤地域振興部次長兼交通政策課長】 年末年

始を挟むことについては、内部でも同じような

意見があり、そこについては議論をいたしまし

た。ただ、今回の計画は、令和8年4月1日、つま

り1週間後から開始をするというスケジュール

になっておりまして、それに間に合わせようと

いたしますと、この期間でやるしかなかったと

いうのが実情でございます。 

【白川委員】 ありがとうございます。内部でも

検討されて、期間がなかったということではあ

りますけども、ちょっとパブコメしにくい時期

かなというふうに思います。市民、県民の皆さ

んにも関係するというか、切っても切り離せな

い公共交通のことですので、市民の皆様にもパ

ブコメやっているということを周知いただく工

夫も必要かなというふうに思います。 

 行政のホームページを見ると、今やってるパ

ブコメって一覧でぱっと出てくるので、関心あ

る方、声を届けようという方は恐らく見ていて、

関心あるパブコメにはアクセスをして、それぞ

れにされてるんだろうなとは思いますが、なか

なかそういうことを行政がやってるって、パブ
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コメ自体を知らない方も多いと思いますので、

行政と県民の皆様がつながる大切な取組かと思

いますので、ぜひ周知にも何かしら工夫をして

いただければと思いますがいかがでしょうか。 

【南澤地域振興部次長兼交通政策課長】 大変重

要なご指摘をいただいたと思います。そこにつ

きましては、今後の課題として検討をさせてい

ただければと思います。 

 すみません。それと、先ほどご質問いただい

ておりました前回の計画のときのパブリックコ

メントですけれども、全部で26件ございました。 

【白川委員】 お調べいただきありがとうござい

ます。前回26件ということなので、今回の3件は

やはり非常に少ないというふうに思いますので、

届け方、期間についても検討をお願いしたいと

思います。 

 では、その計画の内容についてですけども、

概要版の5ページの方に、先ほど来からお話に挙

がっております離島航路の確実な維持というこ

とで書いてありますけども、離島住民にとって

欠くことのできない航路について、国庫補助金

等の支援制度を活用し、国、県、関係自治体に

おいて協調し、航路の維持を図るということで

ありますけども、先日、九州郵船さんの対馬～

博多間のジェットフォイルが減便となりました。

このことについては、人手不足ということであ

りましたので、どういうことか詳しく県の方に

もお尋ねしましたし、会員組合さんの方にもお

尋ねをしまして、状況を確認させていただいた

ところ、若い方が多く辞められていたというこ

とが分かりまして、令和元年から令和7年8月ま

でに23人人員が減少しているということを伺い

ました。どういったことなのかということを伺

うと、やはり船員さんって、船に乗って仕事に

出かけると、なかなか陸上でのお休みが取れな

いとかいうことで、若い船員さんが家族に会え

ないというようなこともあって、そういった不

規則な生活で若手の定着ができていないという

ようなことをお伺いをしました。 

 これ対馬～博多間なので、福岡のことという

ふうにって言われていたんですけども、長崎県

内の航路における各企業さんにおいても、同じ

ようなこと、人員不足が非常に厳しいというこ

とを伺いました。やはり退職者が多い。長崎に

おいては高齢化も進んでいるということではあ

りましたけども、その退職者に対して採用人数

が追いついていなくて、要員状況はかなり逼迫

しているという状況、各社の状況を一覧でいた

だきまして、かなり厳しい状況ということを伺

っております。そういった船員さんの働き方改

革も含め、この船員不足について、県はどのよ

うに把握されているのかお尋ねします。 

【南澤地域振興部次長兼交通政策課長】 まず、

今ご指摘のあった博多～壱岐・対馬航路のジェ

ットフォイルの減便ですけども、こちら、博多

～対馬間のジェットフォイルは、前日夕方に対

馬に着いて、一度、対馬に泊まって、翌日朝一

の対馬始発便に乗務するという、対馬に宿泊す

る勤務があるということで、やはり今、白川委

員からもお話がありましたように、家族に会え

ない時間が増えてしまうと。そこがネックとな

って、日帰りできるほかの航路に転職をされた

と。それによって、急な船員不足が生じ、ジェ

ットフォイルを減便せざるを得なくなったとい

うふうに伺っております。 

 この船員不足という問題につきましては、非

常に大きな課題であると感じておられまして、

我々も様々な事業者と意見交換をいたしますけ

れども、やはり人手不足、なかなか船員を確保

できない、確保しても辞めてしまうというとこ
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ろについては、皆一様におっしゃるところでご

ざいます。 

 それから、この問題は長崎県だけの問題では

なくて、内航船では全国的に不足をしておりま

す。私、こちらに来る前に国土交通省で船員行

政をやっていたので、その経験から申しますと、

やはり、最近若い人がそもそも船員の養成学校

に入っていかないという問題がございます。そ

の結果、船員の養成機関の方もなかなか授業料

収入などが得られず、一部閉校に至っている、

そういった悪循環が生じておりますので、そう

いった若い人が入れる環境をつくっていくと、

こちらは、まず県独自でできる話ではなくて、

国の方でそういった話を全国的に進めていただ

く必要があるのかなと思っております。 

 それから県といたしましても、各事業者が船

員を採用できるような場をつくっていくという

ことをやっていきたいと考えております。 

【白川委員】 ありがとうございます。全国的な

ところでも人員不足、そして、そもそも船員学

校に行く方が少ないということでした。 

 長崎の鶴洋高校の方でも、恐らくそういった

学科があったかなと思いますけども、ハワイ沖

の方に研修交換に行かれたりとかしている、皆

さん、恐らくこういった船員さんになられる方

なのかなと思いますけども、やはり夢を持って、

そういった船員になろうという学生さんたちが、

現実、そういった働き方がやはり自分の望むも

のと違った。理想と現実のようなことにぶち当

たるということは、船員だけではなく、様々な

仕事でもあるとは思うんですけども、そういっ

たところについても、どういうふうに働き方改

革を進めたらいいのかというのは、ちょっとこ

こでは答えは出ないかと思いますが、例えばス

ケジュール的なことで調整するのか、ちょっと

そういったところも念頭に入れて、この船員不

足は非常に深刻であるということを業界からも

いただいておりますので、ぜひとも県でもしっ

かりと把握の上、取り組んで、国の方にも取り

組んでいただきたいと思います。 

 どうしても航路の話になると、そういった船

体・船の改修ですとか、そういった運賃のこと

ですとか、そういうことに目が行きがちだった

り私もしてたんですけども、また、その働き方、

働く人にとっては、賃金の課題なのかなって思

ってましたが、船員さんは、割かし賃金の方は

いいということでありますので、やはり、そう

いった働く人たちの望む働き方っていうことに

ついても、この人員不足の中、様々考えていく

必要があると思いますので、そちらの方も国に

要望も含めた上で、よろしくお願いしたいと思

います。ありがとうございます。 

【南澤地域振興部次長兼交通政策課長】 エール

の言葉と受け取りさせていただきました。我々

の方も、その課題認識は白川委員と全く同じで

すし、国の方も全く同じであると考えておりま

すので、今後とも船員の不足対策に努めてまい

りたいと考えております。ありがとうございま

す。 

【初手委員長】 ほかに質問ありませんか。 

【本多委員】 私の方から少しだけ。実は、先日、

昨日の公明新聞で、地域の移動の足確保を目指

す交通空白解消を政府が法案提出という記事が

ありまして、その中で気になったのが何点かご

ざいましたので、お尋ねいたします。 

 記事の中で、「日本バス協会の試算によると、

運転手数は、2030年度には9万3,000人まで落ち

込み、現状の路線網を維持しようとした場合、

3万6,000人の運転手が不足する。人手不足が解

消できなければ、減便や廃止の流れが続くこと
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が見込まれる」というふうにありました。長崎

県においては、バスの運転手不足に対して、そ

れを抑止しようという事業を行っていたかと思

いますけれども、その事業を行ってきて、今ど

ういった効果が見え始めてきているのか、そう

いったものがあれば教えていただければと思い

ます。 

【南澤地域振興部次長兼交通政策課長】 県とい

たしましては、バス等のドライバーの確保のた

めに業界団体と連携をいたしまして、同じく人

材不足が問題となっておりますタクシーやトラ

ックと一緒になった合同企業説明会を開催いた

しました。つまり、車両に興味がある方々がこ

こに来れば、たくさんの企業が集まってるよと

いう合同企業説明会でございます。これを令和

6年度より開始いたしました。本年度につきまし

ては、10月に諫早で行い、67名の方にご来場い

ただきまして、その中で既に複数の方が採用が

決まっていると。今の会社を退職するのを待っ

てくれと言われている方もいらっしゃるような

ので、その方も含めると、もう少し数が増える

のかなと思っております。 

 また、長崎県バス協会に対して交付金を交付

いたしまして、それを通じた大型二種免許取得

支援なども実施をしているところでございます。 

【本多委員】 ありがとうございました。そうで

したね。合同説明会を行ったということで、今

の会社を辞めるのを少し待ってくれと言われて

いる方もいると。それがバス会社だったりとか

いうことはないんですよね。大丈夫です。すみ

ません。 

 続きまして、同じ記事の中で、交通空白とい

う文言が出ております。鉄道駅から500メートル

圏内にあるものの、駅からの列車本数が極めて

少なく、病院や学校へ行くための移動手段とし

ては使い勝手が悪いとか、いろいろ例があるよ

うなんですが、全国で約2,500か所交通空白があ

るということですが、県内ではどれぐらいある

んでしょう。 

【南澤地域振興部次長兼交通政策課長】 恐らく、

国土交通省が昨年行った交通空白地帯の実態を

把握するための調査かと思います。その調査結

果によりますと、長崎県内においては、47か所

であるとされております。 

【本多委員】 ありがとうございます。もう1個、

最後に聞かせてください。 

 記事内で、3月10日に国会提出されたのが地域

公共交通活性化再生法改正案だというふうにあ

りました。今回、長崎県地域公共交通計画（案）

というのをつくっていただいてるんですけれど

も、国会提出されたということは、その前に国

も内容を把握されているかとは思うんですけれ

ども、こういったものを踏まえた案になってい

るというふうに考えてもよろしいでしょうか。 

【南澤地域振興部次長兼交通政策課長】 今回の

法改正案の内容が表に出ましたのが3月10日で

す。地域公共交通計画自体は、昨年の11月定例

会で素案をお示ししているよりも、前から検討

をしており、昨年秋の段階では既に素案もでき

ているので、必ずしも、今回の改正案を反映し

たものにはなっておりませんが、結果として、

内容が似通っているところはございます。 

 例えば、今回の地域公共交通計画の中では、

地域の輸送資源を活用した最適な地域内交通網

の形成として、スクールバスなど地域の輸送資

源を活用するなど、交通以外の分野との共創を

通じて、地域の実情に応じた地域内交通網の形

成を推進するというものが含まれておりますが、

こちらにつきまして、今回の法改正案でも似た

ような内容が入っております。輸送資源をフル
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活用すると。実際スクールバスなども具体例に

挙げられておりますので、結果として、内容は

非常に似ているところがあるかなと思います。 

【本多委員】 ありがとうございました。 

【小橋市町村課長】 先ほど、赤木委員のポスタ

ー掲示場数の件で答弁をさせていただきました。

衆議院選挙と知事選挙のポスター掲示場の差、

20か所程度と申し上げました。すみません、正

確には、2市で37か所でございます。おわびして

訂正させていただきます。 

【初手委員長】 ほかに質疑はございませんか。 

【虎島委員】 ありがとうございます。長崎県地

域公共交通計画について、1点だけお願いします。 

 先ほどから話題になっております担い手の確

保についてですけれども、この計画自体よく読

むと、物すごく課題とか詳細に検討されていて、

対策とかいうのも書かれてはいるんですけども、

この76ページに、担い手の確保という項目があ

るんですが、その内容が非常に課題の大きさに

対して薄いんじゃないかというふうに見受けら

れますけども、もちろんこれを軽く扱ってると

いうわけではないとは思うんですけども、この

具体的な内容がもうちょっと厚みができなかっ

たのかなと思いまして、お尋ねでございます。 

【南澤地域振興部次長兼交通政策課長】 今回の

計画は、基本的な大きな方針を表したものにな

りまして、これに基づいて、様々な事業を今後

計画していくということになりますので、ここ

の記載が短いからといって、今後やっていく事

業が少ない、予算が少ないというわけではござ

いません。この計画の記載が短いのはなぜかと

言うと、端的に書くことを最優先にしておりま

して、長々書くと逆にポイントが分かりづらく

なるかと思いました。 

 人材確保につきましては、かなり課題として

認識も広がっているところですので、長々書く

必要がなく、分かりやすく端的に書くことを意

識いたしましたため、このような形になります。

決して、人材確保を軽視しているわけではなく、

むしろ最重要課題だと考えております。 

【虎島委員】 ありがとうございます。前の方を

見ると、各事業者の課題、やっぱり1位、2位は

やっぱり人材不足というところがあって、そこ

には1つずつやるべきことっていうのが書かれ

ていて、今回、この最後のページ、ここはあら

ゆる業種の中で人材のことでまとめを書いたと

いうふうなことで理解をしたいと思います。ぜ

ひ、しっかりと取り組んでいただきたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

【初手委員長】 ほかに質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【初手委員長】 ほかに質問がないようですので、

地域振興部関係の審査結果について整理したい

と思います。 

 しばらく休憩をいたします。 
 

― 午前１１時５０分 休憩 ― 

― 午前１１時５０分 再開 ― 
 

【初手委員長】 委員会を再開いたします。 

 これをもちまして、地域振興部関係の審査を

終了いたします。 

 本日の審査はこれにてとどめ、明日は午前10

時から委員会を再開し、秘書、広報戦略部、総

務部、危機管理部関係の審査を行います。 

 本日はこれをもって散会といたします。 
  

― 午前１１時５１分 散会 ― 
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１、開催年月日時刻及び場所 

  令和８年３月２５日 

自  午前 ９時５８分 

至  午後 ２時１５分 

於  委 員 会 室 １ 
 
 

２、出席委員の氏名 

初手 安幸 委員長(分科会長) 

永安 健次 副委員長(副会長) 

山口 初實 委 員 

近藤 智昭  〃   

大場 博文  〃   

山下 博史  〃   

赤木 幸仁  〃   

本多 泰邦  〃   

白川 鮎美  〃   

畑島 晃貴  〃   

虎島 泰洋  〃   
 

 

３、欠席委員の氏名 

な  し  
 
 

４、委員外出席議員の氏名 

な  し 
 

 
 

５、県側出席者の氏名 

陣野 和弘 秘書・広報戦略部長 

黒島  航 秘書課長（参事監） 

永川 慎吾 ながさきＰＲ戦略課長 

松浦 浩二 広 報 課 長 
 
 

中尾 正英 総 務 部 長 

猿渡 圭子 総 務 部 次 長 

小林 陽子 総 務 文 書 課 長 

桒原  恵 県民センター長 

徳永 真一 人 事 課 長 

井手美和子 新行政推進室長 

岸川 康博 職 員 厚 生 課 長 

髙橋  圭 財 政 課 長 

赤尾 美望 財 政 課 企 画 監 

森  祐子 管 財 課 長 

坂本 将志 管 財 課 企 画 監 

田端 健二 税 務 課 長 

田島 義史 税 務 課 企 画 監 

佐藤 荒樹 債 権 管 理 室 長 

湯川 亮一 スマート県庁推進課長 

江口 詔一 スマート県庁推進課企画監 

本村  篤 総務事務センター長 
 
 

今冨 洋祐 危 機 管 理 部 長 

坂木 勇夫 危機管理対策監 

杉浦 一也 危機管理部政策監（基地政策担当）  

飛永 琢也 防 災 企 画 課 長 

山口 大吾 基地対策・国民保護課長 

松尾 健自 消 防 保 安 室 長 

 
 

６、審査の経過は次のとおり 
 

― 午前 ９時５８分 開議 ― 

 

 

【初手委員長】 おはようございます。 

 委員会及び分科会を再開いたします。 

 これより、秘書・広報戦略部、総務部及び危

機管理部関係の審査を行います。 

【初手分科会長】 まず、分科会による審査を行

います。 

 予算議案を議題といたします。 

 まず、秘書・広報戦略部長より、予算議案の
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説明を求めます。 

【陣野秘書・広報戦略部長】 おはようございま

す。秘書・広報戦略部の関係の議案についてご

説明いたします。秘書・広報戦略部の予算決算

委員会総務分科会関係議案説明資料の2ページ

をお開きください。 

 今回ご審議をお願いいたしておりますのは、

第1号議案「令和8年度長崎県一般会計予算」の

うち関係部分、第52号議案「令和7年度長崎県一

般会計補正予算（第9号）」のうち関係部分であ

ります。 

 議案の説明に先立ちまして、資料に記載して

ありますとおり、令和8年度当初予算は、知事選

挙と予算編成時期の関係もあり、骨格予算であ

りますので、1、人件費等の義務的経費、2、経

常的な管理経費及び継続事業費、3、その他事業

の執行上、当初予算に計上を要するもの及び緊

急を要するものなどについて予算を計上いたし

ております。 

 それではまず、第1号議案「令和8年度長崎県

一般会計予算」のうち、秘書・広報戦略部関係

についてご説明いたします。 

 予算額は、歳入予算で、諸収入184万9,000円、

合計184万9,000円、歳出予算は、総務管理費7億

2,557万6,000円、合計7億2,557万6,000円を計上

いたしております。 

 この歳出予算の主な内容についてご説明いた

します。 

 ながさきの魅力発信事業費について。 

 民間の知見を活用し、各部局の情報発信・Ｐ

Ｒ事業に対するアドバイスや支援を行う実効性

の高い情報発信の推進等に要する経費や、関係

人口の創出・拡大に向けた首都圏等におけるパ

ブリシティ活動やプロモーション及び民間企業

と連携した取組等に要する経費として、8,076万

5,000円を計上いたしております。 

 広報誌発行費について。 

 広報誌の発行等に要する経費として、1億

1,429万8,000円を計上いたしております。 

 債務負担行為について。 

 令和8年度の債務負担を行う主なものについ

てご説明いたします。 

 広報業務に係る令和9年度から令和12年度ま

でに要する経費として、1億4,547万4,000円を計

上いたしております。 

 次に、第52号議案「令和7年度長崎県一般会計

補正予算（第9号）」のうち、秘書・広報戦略部

関係についてご説明いたします。 

 補正予算額は、歳入予算で、諸収入119万6,000

円の増、合計119万6,000円の増、歳出予算で、

総務管理費7,382万8,000円の減、合計7,382万

8,000円の減を計上いたしております。 

 この歳出予算の主な内容についてご説明いた

します。 

 行幸啓関係事務費について。 

 ながさきピース文化祭行幸啓に関する経費の

実績見込み減に伴う使用料等の減として、1,658

万5,000円を計上いたしております。 

 ながさきの魅力発信事業費について。 

 情報発信支援業務の実績見込み減に伴う委託

費等の減として、700万7,000円を計上いたして

おります。 

 インターネット広報促進事業費について。 

 県公式ウェブサイトリニューアル業務に関す

る経費の実績見込み減に伴う委託費等の減とし

て、2,952万3,000円を計上いたしております。 

 債務負担行為について。 

 次に、債務負担行為についてご説明いたしま

す。 

 令和7年度当初予算で債務負担行為を設定し
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ていた機械警備業務委託について、限度額の増

額を行う必要があるため、令和8年度までの債務

負担行為として15万9,000円を計上いたしてお

ります。 

 最後に、令和7年度の予算につきましては、今

議会に補正をお願いしておりますが、今後、年

間の執行額の確定に伴い、調整・整理を行う必

要が生じてまいりますので、3月末をもって令和

7年度予算の補正について専決処分により措置

させていただきたいと存じますので、ご了承賜

りますようお願いいたします。 

 以上をもちまして、秘書・広報戦略関係の説

明を終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。 

【初手分科会長】 次に、総務部長より、予算議

案の説明を求めます。 

【中尾総務部長】 おはようございます。総務部

関係の議案についてご説明いたします。 

 総務部の予算決算委員会総務分科会関係議案

説明資料の2ページをお開きください。 

 今回ご審議をお願いいたしておりますのは、

第1号議案「令和8年度長崎県一般会計予算」の

うち関係部分、第8号議案「令和8年度長崎県庁

用管理特別会計予算」、第11号議案「令和8年度

長崎県公債管理特別会計予算」、第52号議案「令

和7年度長崎県一般会計補正予算（第9号）」の

うち関係部分、第58号議案「令和７年度長崎県

庁用管理特別会計補正予算（第1号）」、第61号

議案「令和7年度長崎県公債管理特別会計補正予

算（第1号）」であります。 

 初めに、第1号議案「令和8年度長崎県一般会

計予算」のうち、関係部分についてご説明いた

します。 

 令和8年度当初予算は、知事選挙と予算編成時

期の関係もあり、骨格予算でありますので、1、

人件費等の義務的経費、2、経常的な管理経費及

び継続事業費、3、その他事業の執行上、当初予

算に計上を要するもの及び緊急を要するものな

どについて予算を計上いたしております。 

 歳入予算総額は、5,543億4,383万円、歳出予

算は、2,107億8,843万8,000円を計上いたしてお

ります。 

 この歳出予算の主な内容は、「本庁舎及び振

興局庁舎の改修、県内振興局庁舎整備等に要す

る経費」、「ふるさと納税の推進に係る経費や、

令和8年度のふるさと納税を次年度以降の財源

として活用するための基金積立金」、「庁内業

務のデジタル化推進及び情報ネットワークの維

持・管理等に要する経費等」であります。 

 また、債務負担行為については、パソコンや

複写機など総務行政事務に必要となる機器等の

賃借に係る令和9年度から令和14年度までに要

する経費等を計上いたしております。 

 次に、第8号議案「令和8年度長崎県庁用管理

特別会計予算」についてでありますが、歳入予

算、歳出予算ともに総額2億7,666万1,000円を計

上いたしております。 

 また、債務負担行為として、文書集中収受発

送に係る令和9年度に要する経費等を計上いた

しております。 

 次に、第11号議案「令和8年度長崎県公債管理

特別会計予算について」でありますが、歳入歳

出予算ともに、総額553億2,253万3,000円を計上

いたしております。 

 次に、第52号議案「令和7年度長崎県一般会計

補正予算（第9号）」のうち関係部分についてで

ありますが、補正予算額は、歳入予算総額16億

5,947万9,000円の増、歳出予算総額164億809万

5,000円の増を計上いたしております。 
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 この歳出予算の主な内容は、「令和6年度決算

剰余金の積立てに伴う財政調整基金積立金等の

増」、「地方消費税に係る他県との精算金の増」、

「地方消費税の市町に対する交付金の増」等で

あります。 

 次に、第58号議案「令和7年度長崎県庁用管理

特別会計補正予算（第1号）について」でありま

すが、補正予算総額は、歳入予算、歳出予算と

もに3,057万7,000円の減を計上しており、歳出

予算の補正の主なものは、文書集中収受発送費

の減であります。 

 次に、第61号議案「令和7年度長崎県公債管理

特別会計補正予算（第1号）」についてでありま

すが、補正予算総額は、歳入予算、歳出予算と

もに46億8,209万6,000円の減を計上しており、

歳出予算の補正の主なものは、元利償還金の減

であります。 

 最後に、令和7年度補正予算の専決処分につい

て、あらかじめご了承賜りたいと存じます。 

 令和7年度の予算については、今議会に補正を

お願いいたしておりますが、今後、年間の執行

額の確定に伴い、調整・整理を行う必要が生じ

ることから、3月末をもって令和7年度の予算の

補正について専決処分により措置させていただ

きたいと考えておりますので、ご了承賜ります

ようお願いいたします。 

 以上をもちまして、総務部関係の説明を終わ

らせていただきます。 

 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。 

【初手分科会長】 次に、危機管理部長より、予

算議案の説明を求めます。 

【今冨危機管理部長】 おはようございます。 

 危機管理部関係の議案についてご説明いたし

ます。 

 予算決算委員会総務分科会関係議案説明資料、

危機管理部の2ページをお開きください。 

 今回ご審議をお願いいたしておりますのは、

第1号議案「令和8年度長崎県一般会計予算」の

うち関係部分、第52号議案「令和7年度長崎県一

般会計補正予算（第9号）」のうち関係部分であ

ります。 

 はじめに、第1号議案「令和8年度長崎県一般

会計予算」のうち、危機管理部関係についてご

説明いたします。 

 令和8年度当初予算は、知事選挙と予算編成時

期の関係もあり、骨格予算でありますので、1、

人件費等の義務的経費、2、経常的な管理経費及

び継続事業費、3、その他事業の執行上、当初予

算に計上を要するもの及び緊急を要するものな

どについて予算を計上いたしております。 

 予算額は、歳入予算で、合計2億3,691万6,000

円、歳出予算で15億2,783万8,000円を計上いた

しております。 

 次に、3ページをご覧ください。このうち、主

な事業についてご説明いたします。 

 防災対策費について。 

長崎県総合防災訓練等の実施や自主防災組織

結成に向けた防災推進員養成講座の実施等の防

災対策の推進に要する経費として、7,691万

1,000円を計上いたしております。 

 能登半島地震を踏まえた防災対策充実強化事

業費について。 

能登半島地震の課題を踏まえた地震アセスメ

ント調査等を行い、防災対策の充実・強化の推

進に要する経費として、9,518万6,000円を計上

いたしております。 

 消防業務指導費について。 

急な病気やけがで、救急車を呼ぶべきか、病

院に行くべきかを電話で相談する救急安心セン
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ター事業（＃7119）や消防団活動の充実強化等

に要する経費として、5,741万5,000円を計上い

たしております。 

 次に、4ページをご覧ください。 

 令和9年度以降の債務負担を行うものについ

て、主なものをご説明いたします。 

 防災ヘリコプター運航管理業務に係る令和9

年度に要する経費として、2億円、長崎県ヘリコ

プターテレビ伝送システム工事に係る令和9年

度に要する経費として、1億9,360万円を計上い

たしております。 

 次に、第52号議案「令和7年度長崎県一般会計

補正予算（第9号）」のうち、危機管理部関係に

ついてご説明いたします。 

 5ページをご覧ください。 

 予算額は、歳入予算で合計4,402万4,000円の

減、歳出予算で9,546万5,000円の減を計上いた

しております。 

 これは、主に原子力災害対策整備事業費にお

ける国の交付決定に伴う減によるものでありま

す。 

 次に、繰越明許費についてご説明いたします。 

 今回、繰越明許費として、防災対策費1億1,000

万円、防災ヘリコプター運航費2億2,174万1,000

円を計上いたしております。 

 これは、地震アセスメント調査事業において、

調査内容が増加したことや、防災ヘリコプター

の点検整備において、新たに整備を要する箇所

が判明したことなどにより、年度内に適正な工

期が確保できなくなったことから、繰越明許費

を設定するものであります。 

 最後に、令和7年度の予算につきましては、今

議会に補正をお願いいたしておりますが、今後、

年間執行額の確定に伴い、調整・整理を行う必

要が生じてまいりますことから、3月末をもって

令和7年度予算の補正について専決処分により

措置させていただきたいと考えておりますので、

ご了承を賜りますようお願いいたします。 

 以上をもちまして、危機管理部関係の説明を

終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 

【初手分科会長】 以上で説明が終わりましたの

で、これより予算議案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

【大場委員】 防災ヘリの運航業務に関して、1

点だけ確認をさせてください。 

 本年度も運航自体は非常に運休が続くなど厳

しい状況がありまして、整備士不足等々でです

ね。現行、来年度に向けてはありますが、この

契約をした場合、運航されなかった期間につい

ては精算されるのかどうか。要は、1年間の予算

として整備委託という形になろうかと思います

が、仮に、2か月、3か月、今回のように整備士

不足により、要は、こちらの条件ではないので。

向こう側のことになりますので、それについて

の本予算についての執行について、要は、整理

されるのかどうかというのを1点お聞かせいた

だきたいと思います。 

【飛永防災企画課長】 今年度、防災ヘリに関し

ては、予定外の運休は行われておりません。一

定期間、定期点検のための運休はございますけ

れども、これは例年あるもの、300時間点検でご

ざいまして、これは例年どおりでございます。

したがいまして、当初の契約の段階から、それ

を織り込んで契約をいたしてございますので、

返還等々の問題は生じません。 

【大場委員】 ドクターヘリの関係では、整備士

不足で非常に厳しい状況があって、現状、防災

ヘリの方では、そういった状況にないというこ
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とは認識をさせていただきました。ただ、全国

的にも、そういった整備士不足というのがうた

われておりまして、そういった状況の中で、一

つの考え方として、仮に、そういうふうな長期

の運休が入ったときの精算というのは、どのよ

うな形で考えておられますか。 

【飛永防災企画課長】 現時点においては、契約

書の条文等において、そういった場合はどうす

るかというところまでの定めはございませんけ

れども、条文の中に、これに定めない場合につ

きましては、両者協議をするというような条文

がございますので、これに基づいて、この段階

で協議をすることになるだろうと考えます。 

【初手分科会長】 ほかに質疑はありませんか。 

【山口委員】 秘書・広報の関係でちょっとお尋

ねします。 

 勉強的な質問になってしまうんですが、なが

さきの魅力発信事業として、前年度1億円余りの

費用が計画されているんですが、今回、8,000万

円、2,000万円減少しています。その要因といい

ますか、ピース文化祭等とも関係しているのか

なと想定はするんですが、そうでもないのかも

しれませんので、ちょっと教えてください。 

【永川ながさきＰＲ戦略課長】 次年度のＰＲ課

の予算が減っている理由でございますけれども、

主な減額の理由といたしましては、昨年9月に開

催いたしました大阪・関西万博の出展事業費

3,500万円、こちらが皆減となっていることが主

な原因でございます。 

【山口委員】 分かりました。いずれにしまして

も、長崎の魅力を発信していくというのが大き

な基本的な命題になっているんだと思うんです

が、その中で、パブリシティを活用して、東京、

県外を含めてやるということなんですが、これ

基本的には、報道関係に無料で取り上げてもら

うというのが、そういう趣旨だというふうに理

解しておるんですが、それだけではとてもいか

んと思うんです。何か手だてをされているのか、

その辺についてお尋ねします。 

【永川ながさきＰＲ戦略課長】 ご質問がありま

した県外パブリシティサポート事業でございま

すが、主に県外、首都圏、関西圏等のメディア

に、本県の観光、物産、歴史・文化といった多

彩な魅力を記事や映像で取り上げていただける

ように働きかけることで、長崎県の認知度向上

とイメージアップにつなげまして、交流人口の

一層の拡大を図るための事業でございます。 

 具体的な内容といたしましては、リサーチ会

社を通じまして、本県の魅力の掘り起こしをい

たしまして、ながさきＰＲ戦略課の職員が自ら

メディアへのコンタクトをいたしております。

その際に、確かに無償で営業を行っているとこ

ろでございますが、一定、取材誘致費というの

を設けておりまして、メディアや制作会社の方

から、例えば交通費を出してほしいと言われた

際には、そこを支出した場合に、長崎の情報を

取り上げていただける費用対効果があると考え

た場合には、その取材誘致費を経費として支出

する場合もございます。 

【山口委員】 できるだけ費用は使わないで効率

よくやってもらうというのが基本的な部分だと

思いますが、いずれにしても、これから先、長

崎により多くの皆さんに来ていただくために、

しっかり基本的な部分で頑張っていただきたい

と思いますんで、よろしくお願いします。 

【初手分科会長】 ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【初手分科会長】 ほかに質疑がないようですの

で、これをもって質疑を終了いたします。 

 次に、討論を行います。 
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 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【初手分科会長】 討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。 

 予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。 

 第1号議案のうち関係部分、第8号議案、第11

号議案、第52号議案のうち関係部分、第58号議

案及び第61号議案については、原案のとおり可

決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【初手分科会長】 異議なしと認めます。 

 よって、予算議案は原案のとおりそれぞれ可

決すべきものと決定されました。 

【初手委員長】 次に、委員会による審査を行い

ます。 

 議案を議題といたします。 

 まず、総務部長より、総括説明を求めます。 

【中尾総務部長】 総務部関係の議案についてご

説明いたします。 

 総務部の総務委員会関係議案説明資料の2ペ

ージをお開きください。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第15号議案「長崎県公益認定等審議会条例の一

部を改正する条例」、第16号議案「職員の旅費

に関する条例等の一部を改正する条例」のうち

関係部分、第17号議案「長崎県個人情報の保護

に関する法律施行条例の一部を改正する条例」、

第18号議案「長崎県行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提

供に関する条例の一部を改正する条例」、第35

号議案「包括外部監査契約の締結について」で

あります。 

 初めに、条例議案についてご説明いたします。 

 第15号議案「長崎県公益認定等審議会条例の

一部を改正する条例」は、公益信託に関する法

律の施行及び公益社団法人及び公益財団法人の

認定等に関する法律第50条第1項に規定する合

議制の機関の組織及び運営の基準を定める政令

の改正に伴い、本条例における委員の任命に係

る規定について、所要の改正をしようとするも

のであります。 

 第16号議案「職員の旅費に関する条例等の一

部を改正する条例」のうち関係部分ですが、こ

れは、職員の旅費制度について、国内外の経済

社会情勢の変化に対応するとともに、県費の適

正な支出を図るための規定を整備する等の措置

を講ずる必要があるため、所要の改正をしよう

とするものであります。 

 改正の主な内容は、国の見直し内容に準じて、

特急利用に係る距離制限を撤廃するほか、旅行

諸費のうち、県外における目的地内交通費等に

ついて実費支給へ見直すなどであります。 

 第17号議案「長崎県個人情報の保護に関する

法律施行条例の一部を改正する条例」ですが、

県が保有する個人情報の開示請求に係る手数料

について、長崎県手数料条例に定める手数料の

不還付及び減免の規定を準用するため、所要の

改正をしようとするものであります。 

 第18号議案「長崎県行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法

律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の

提供に関する条例の一部を改正する条例」は、

行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律等の一部を改正する

法律及び行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律第9条第1項

に規定する準法定事務及び準法定事務処理者を

定める命令の施行に伴い、準法定事務へ移行す
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る事務について、所要の改正をしようとするも

のであります。 

 次に、事件議案についてご説明いたします。 

 第35号議案「包括外部監査契約の締結につい

て」は、地方自治法第252条の36第1項の規定に

基づき、包括外部監査契約を締結しようとする

ものでございます。 

 次に、議案内の所管事項についてご説明いた

します。 

 今回、ご報告いたしますのは、長崎県特定事

業主行動計画について。 

 県庁におけるカスタマーハラスメント対策に

ついて。 

 令和8年度の組織改正についてであります。ま

ず、長崎県特定事業主行動計画についてであり

ますが、令和2年度に策定した計画について、今

年度で終期を迎えることから、改訂を行うこと

といたしております。 

 今回の改訂では、現計画における基本的な取

組は継続しつつ、各目標値について、管理職に

占める女性の割合を20％から27％へ引き上げる

ほか、男性職員の育児休業取得率について、1週

間以上の取得率100％を2週間以上の取得率

100％とするなど、新たな目標値を定めることと

しております。 

 この行動計画に基づき、引き続き、女性職員

の計画的育成やキャリア形成支援に努めるとと

もに、長時間勤務の是正をはじめとする職員の

働き方改革や職場環境の整備に取り組んでまい

ります。 

 次に、県庁におけるカスタマーハラスメント

対策についてでありますが、近年、暴言や過度

な要求、執拗な苦情などの「カスタマーハラス

メント」が社会的に深刻化してきており、行政

サービスの現場においても、職員の安全と尊厳

を守るための対応が求められています。 

 こうした状況を踏まえ、県では、令和7年10月

に策定した「長崎県カスタマーハラスメント対

応基本方針」に基づき、令和8年1月に「長崎県

カスタマーハラスメント対応マニュアル」を整

備し、併せて弁護士への相談体制を構築いたし

ました。 

 県民の方々からお寄せいただくご意見やご要

望、苦情等に対しては、誠実にその内容を受け

止め、丁寧かつ真摯な対応を行ってまいります。 

 一方で、過度な要求や職員の人格を否定する

などのカスタマーハラスメント行為に対しては、

組織として毅然とした態度で対応し、職員が安

心して働くことができる職場環境の整備を進め

てまいります。 

 最後に、総務委員会関係議案説明資料（追加

1）をお開きください。 

 令和8年度の組織改正についてでありますが、

令和8年4月1日付で組織改正を行うこととして

おりますので、その概要についてご説明いたし

ます。 

 総務部につきましては、県有財産のさらなる

効果的な活用を図るため、管財課を再編し、「財

産活用室」を新たに設置するとともに、全庁的

な歳入対策の推進を図るため、財政課に歳入対

策担当を新たに配置することとしております。 

 また、県政を担う人材の確保から、育成・定

着までを一体的に進めるため、新行政推進室に

採用プロジェクトチームを設置いたします。 

 次に、文化観光国際部につきましては、昨年

11月にながさきピース文化祭2025が終了し、本

年3月末をもって事業が終了することから、「な

がさきピース文化祭課」を廃止することとし、

本文化祭の成果や盛り上がりを維持・継続する

とともに、世界遺産等の文化資源を活かしたに
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ぎわいづくりをさらに推進するため、「文化振

興・世界遺産課」を「文化振興課」と「歴史文

化遺産課」に再編いたします。 

 続いて、県民生活環境部につきましては、食

肉衛生検査体制の効率化を図るため、諫早及び

川棚の各食肉衛生検査所における人員・業務分

担の見直しを行い、川棚食肉衛生検査所を諫早

食肉衛生検査所の支所として再編することとし

ております。 

 水産部につきましては、総合水産試験場にお

いて各種調査や技術開発等を効果的かつ効率的

に実施するため、1部3センターの研究体制を「海

洋調査部」と「技術開発推進部」の2部体制に再

編することといたしております。 

 今後とも新たな組織体制のもと、より効率的、

効果的な県政運営の実現に努めてまいります。 

 以上をもちまして、総務関係の説明を終わり

ます。 

 よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 

【初手委員長】 次に、秘書・広報戦略部長より、

所管事項の説明を求めます。 

【陣野秘書・広報戦略部長】 秘書・広報戦略部

関係の議案外の所管事項についてご説明いたし

ます。 

 「長崎の変」プロジェクトについて。 

 県では、本県の関係人口の創出・拡大につな

がるよう、福山雅治さんをクリエイティブプロ

デューサーとして、長崎の新たな変化やチャレ

ンジを応援し、その魅力を発信する「長崎の変」

プロジェクトに取り組んでおります。 

 このプロジェクトのキャラクター「にゃーが」

については、県内事業者をはじめ、多くの方々

にフリーダウンロード素材を自由にＰＲ等で活

用いただいているところです。 

 今年度については、新たに県内5か所へのオブ

ジェ設置や県内外のイベントへの参加に加え、

去る2月20日のＬＩＮＥアニメーション絵文字

のリリース等により、ファンの拡大を図ってい

るところであり、インスタグラムのフォロワー

数は約7万4,000人と、全国の自治体公認キャラ

クターの中で熊本県の「くまモン」に続くトッ

プクラスの規模となっております。 

 今後も、多くの皆様から愛されるキャラクタ

ーになることを目指し、県内外での「にゃーが」

の露出をさらに拡大することで、本県の認知度

向上と魅力発信に努めてまいります。 

 以上をもちまして、秘書・広報戦略部関係の

説明を終わります。よろしくご審議を賜ります

ようお願い申し上げます。 

【初手委員長】 次に、危機管理部長より、所管

事項説明を求めます。 

【今冨危機管理部長】 危機管理部関係の議案外

の所管事項についてご説明いたします。 

 配付しております危機管理部の総務委員会関

係説明資料の2ページをお開きください。 

 今回、ご報告いたしますのは、長崎県国土強

靱化地域計画の改定について。原子力発電施設

等立地地域の指定について。令和7年度長崎県国

民保護訓練について。沖縄県先島諸島からの避

難住民の受入れ計画についてでございます。 

 まず、長崎県国土強靱化地域計画の改定につ

いてですが、長崎県国土強靱化地域計画につい

ては、昨年12月の総務委員会において、素案を

お示しし、ご意見をいただいた後、パブリック

コメントを実施するとともに、長崎県防災会議

からご意見をいただき、最終案を取りまとめた

ところです。 

 今回の改定では、令和5年7月に改定された国

の国土強靱化基本計画との整合を図りつつ、県
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内における南海トラフ地震防災対策推進地域の

指定や能登半島地震の課題など、その後の状況

も加味しながら、様々なリスクに対する本県の

脆弱性と対応方針を盛り込んでおります。 

 今後、県議会のご意見を踏まえ、3月までに計

画を策定し、公表するとともに、市町や防災関

係機関等とも連携しながら、強靱な県土づくり

に向け、各種施策を総合的かつ計画的に推進し

てまいります。 

 次に、原子力発電施設等立地地域の指定につ

いてですが、去る12月22日、国から、原子力発

電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の

対象地域について、従来、原発から概ね10キロ

圏内であったものを、原発から概ね30キロ圏内

に拡大すると、正式に通知がありました。 

 それに伴い、本県では、30キロ圏内に該当す

る佐世保市、平戸市、松浦市、壱岐市の4市に加

え、30キロ圏外の佐々町についても、国の指定

基準を満たし、一体として振興することが必要

と認められることから、市町の意向を確認の上、

指定の手続きを進めております。 

 現在、国のスケジュールに沿って、指定の申

出に係る国との事前協議を行っているところで

あり、今後、正式に国へ申出を行い、原子力立

地会議の審議を経て、国から指定を受ける予定

です。 

 また、指定後には、立地地域の振興を図るた

め、生活環境や産業基盤等の総合的な整備に関

し、必要な事項を定めた「原子力発電施設等立

地地域の振興に関する計画」の案を県が作成し、

国において決定されることになります。 

 次に、令和7年度長崎県国民保護訓練について

ですが、去る2月13日、本年度2回目となる長崎

県国民保護訓練を、佐世保市において国と共同

で実施いたしました。 

 今回の訓練では、佐世保市をはじめ、消防、

警察、自衛隊など13機関、75名の参加をいただ

き、武力攻撃予測事態を想定した佐世保市外へ

の住民避難訓練を、図上訓練として実施いたし

ました。 

 今回の訓練は、市外への住民避難について、

新たに避難実施要領を作成した上で、当該実施

要領に沿って演練することで、実効性を高める

とともに、関係者の国民保護措置への理解促進

を図ることを目的に実施したものであります。 

 今後、訓練で得られた課題を検証し、当該実

施要領に反映するとともに、関係機関との連携

を図りながら、引き続き国民保護計画に基づく

体制の充実・強化に取り組んでまいります。 

 最後に、沖縄県先島諸島からの避難住民の受

入れ計画についてですが、沖縄県の国民保護訓

練については、令和8年度の実動訓練実施に向け、

国が訓練想定上の避難先に設定した九州・山口

各県の協力により、準備が進められております。 

 本県においても、国からの協力要請を受け、

竹富町の住民約4,200人を、長崎、諫早、大村の

3市で受け入れる計画を作成しているところで

す。 

 昨年度は、避難者の輸送手段や避難当初約1か

月間に係る宿泊施設の供与等について検討を行

い、初期的な計画を取りまとめた上で、国へ提

出いたしました。 

 今年度は、初期的な計画の更なる具体化を図

るとともに、要配慮者の受入れ調整、就学再開、

就労支援、中長期の収容施設の提供など長期避

難を見据えた計画を作成することとなっており、

去る2月13日に、関係自治体や関係機関等と調整

した上で、本県の「受入れ基本要領（中間整理）

（案）」を国へ提出したところであり、本年度

中に、国において公表予定とされております。 
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 引き続き、国や沖縄県をはじめ、県内市町、

九州各県、関係機関等と緊密に連携しながら、

より実効性のある訓練計画となるよう努めてま

いります。 

 以上をもちまして、危機管理部関係の説明を

終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 

【初手委員長】  次に、人事課長より補足説明

を求めます。 

【徳永人事課長】  今回、ご審議をお願いして

おります第16号議案「職員の旅費に関する条例

等の一部を改正する条例」のうち関係部分につ

きまして、補足してご説明申し上げます。 

 お手元の令和8年3月定例県議会総務委員会説

明資料の5ページ、第16号議案関係「職員の旅費

に関する条例の一部を改正する条例について」

ご覧ください。 

 まず、「1.改正要旨」にも記載しております

とおり、今回の条例改正は、職員の旅費制度に

ついて、国内外の経済社会情勢に対応するとと

もに、県費の適正な支出を図るための規定を整

備する等の措置を講ずる必要があるため、国の

旅費法改正の内容に準じまして、関係条例の改

正をしようとするものであります。 

 続きまして、主な改正内容についてご説明い

たします。 

 まず「2の（1）職員の旅費に関する条例の一

部改正」につきまして、「ア、交通費の見直し」

についてでありますが、1点目に、新幹線等を利

用した場合の特急料金について。 

 これまで片道50キロメートル以上の行程があ

ることが支給要件でありましたが当該要件を廃

止し、50キロメートル未満の行程であっても、

公務遂行上、新幹線等の利用が必要である場合

には、特急料金を支給できるよう見直しを行う

ものであり、これにより、緊急時の対応や勤務

時間の有効活用など、公務の効率化が図られる

ものと考えております。 

 2点目に、県外出張の際、目的地内の移動に係

る交通費について。 

 これまで、1日1,500円の定額支給としていた

ところ、定額支給制を廃止し、実際に要した交

通費の実費を支給するよう見直しを行うもので

す。 

 3点目に、これまで出張に当たっては、在勤公

署の発着を原則としていたことから、例外的に

自宅からの発着を行った場合には、都度、在勤

公署の場合の旅費額との比較を行っておりまし

たが、自宅からの発着を認めることで、在勤公

署の場合との比較計算を不要とするものであり、

これにより、一定の旅費事務の負担軽減につな

がるものと考えております。 

 4点目に、旅行代理店や料金比較サイトなどを

利用して安価なチケットを購入しようとする場

合に発生する手数料についても旅費の支給対象

とするものであり、これにより、一定の公費の

節減効果も見込まれるものと考えております。 

 続いて、6ページをご覧ください。 

 「イ、赴任旅費の見直し」についてでありま

すが、赴任旅費を構成する「転居費」、「着後

滞在費」、「家族移転費」について、国の見直

し内容に合わせまして、名称を変更するととも

に、それぞれ要した費用について、これまでの

定額支給から実費支給方式に見直すものであり

ます。 

 次に、「ウ、その他の見直し」についてであ

りますが、こちらも国の見直し内容に合わせま

して、旅費関係規定に違反して旅費の支給を受

けた職員について、返納相当額をその後職員に
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対して支払う給与または旅費の額から差し引く

ことができるよう見直しを行うものであります。 

 続きまして、(2)知事及び副知事の給与及び旅

費に関する条例の一部改正につきましては、先

ほどご説明いたしました一般職員の取扱いと同

様に、県外出張の際、目的地内での移動に係る

交通費について、これまで1日1,500円の定額支

給制を廃止し、実際に要した交通費の実費を支

給するよう見直しを行うものであります。 

 7ページをご覧ください。 

 「（3）一般職員の特殊勤務手当に関する条例

の一部改正」につきましては、船員につきまし

て、これまで旅費として支給してきた航海日当

を廃止し、国の見直し内容に合わせまして、航

海日数に応じて特殊勤務手当を支給するよう見

直しを行うものであり、手当額については、国

と同額としております。 

 最後に、「3.施行時期」でありますが、いず

れの見直しも令和8年4月1日から実施したいと

考えております。 

 以上で、第16号議案の内容についての補足説

明を終わります。 

 よろしくご審議賜りますようお願い申し上げ

ます。 

【初手委員長】 以上で説明が終わりましたので、

これより議案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

【初手委員長】 ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【初手委員長】 ほかに質疑がないようですので、

これをもって質疑を終了いたします。 

 次に、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【初手委員長】 討論がないようですので、これ

をもって討論を終了いたします。 

 議案に対する質疑・討論が終了しましたので、

採決を行います。 

 第15号議案、第16号議案のうち関係部分、第

17号議案、第18号議案及び第35号議案について

は、原案のとおり可決することにご異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【初手委員長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、議案は原案のとおりそれぞれ可決す

べきものと決定されました。 

 次に、提出のあった政策等決定過程の透明性

等の確保などに関する資料について説明を求め

ます。 

【小林総務文書課長】 政策等決定過程の透明性

等の確保及び県議会・議員との協議等の拡充に

関する決議に基づきまして、本委員会に提出し

ております総務部関係の資料についてご説明い

たします。 

 なお、今回の報告対象期間は、令和7年11月か

ら令和8年2月までとなっております。 

 2ページをお開きください。 

 1,000万円以上の契約状況一覧でございます

が、11月定例県議会で報告すべきでございまし

た10月分の1件につきまして、前回の報告に記載

が漏れておりましたので、今回は記載をさせて

いただいております。大変申し訳ございません

でした。 

 今回の報告対象期間における実績は8件であ

り、前回の報告漏れを含めた計9件の各契約内容

につきましては、資料に記載のとおりでござい

ます。 

 また、4ページに入札結果一覧表を添付してお

ります。 

 次に、12ページをご覧ください。 
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 陳情・要望に対する対応状況でございますが、

知事及び部局長等に対する陳情・要望のうち、

今回の報告対象期間において、県議会議長宛て

にも同様の要望が行われたものは、長崎県離島

振興協議会他1名及び個人からの計3件となって

おりまして、具体的な要望項目及び県の対応に

つきましては、資料に記載のとおりでございま

す。 

 16ページをご覧ください。 

 附属機関等会議結果報告でございますが、今

回の報告対象期間における実績は、長崎県行政

不服審査会が2件、長崎県公益認定等審議会が1

件、長崎県個人情報保護審査会が2件、長崎県情

報公開審査会が2件、長崎県コンプライアンス委

員会が1件の計8件となっておりまして、それぞ

れの会議の結果につきましては、17ページから

24ページにお示しをしております。 

 以上で資料の説明を終わらせていただきます。 

 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。 

【飛永防災企画課長】 政策等決定過程の透明性

等の確保及び県議会・議員との協議等の拡充に

関する決議に基づき、本委員会に提出しており

ます危機管理部関係の昨年11月から本年2月ま

での実績に関する資料についてご説明いたしま

す。 

 資料の2ページをご覧ください。 

 1,000万円以上の契約案件につきましては、長

崎県地震アセスメント調査業務などの4件であ

り、契約内容につきましては、記載のとおりで

あります。 

 また、入札結果一覧表を3ページから4ページ

に添付しております。 

 続きまして、資料5ページから10ページになり

ますが、知事及び部局長等に対する陳情・要望

のうち、昨年11月から本年2月に県議会議長宛て

にも同様の要望が行われたものにつきましては、

長崎県離島振興協議会及び長崎県過疎地域協議

会からの3件となっており、具体的な要望項目及

び県の対応につきましては、記載のとおりでご

ざいます。 

 最後に、資料11ページをご覧ください。 

 附属機関等会議結果報告でございますが、今

回の報告対象期間における実績は、長崎県防災

会議の1件となっており、その内容につきまして

は、資料12ページから14ページに記載のとおり

でございます。 

 以上をもちまして、危機管理部関係の説明を

終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。 

【初手委員長】 次に、防災企画課長より、補足

説明を求めます。 

【飛永防災企画課長】 概要版長崎県国土強靱化

地域計画をご覧ください。 

 長崎県国土強靱化地域計画の改定案について、

その概要についてご説明いたします。 

 2ページをご覧ください。 

 1の計画改定の趣旨ですが、長崎県国土強靱化

地域計画の計画年度が令和3年度から令和7年度

で、今年度末で終期を迎えることから改定しよ

うとするものであります。 

 2の計画の位置づけにつきましては、長崎県国

土強靱化基本法第13条に規定する「都道府県の

区域における国土強靱化地域計画」であり、長

崎県総合計画「みんなの未来図2030」の個別計

画に該当するものであります。 

 3の改定後の新しい計画の期間については、令

和8年度から令和12年度までの5年間でございま

す。 
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 次に、4の計画の改定については、まず、改定

の主な要素でありますが、令和5年7月の国の国

土強靱化基本計画が見直されたことによる見直

し内容の反映、令和7年7月の南海トラフ地震防

災対策推進地域の指定に伴う改正、能登半島地

震を踏まえた防災対策の見直しなどを反映しよ

うとするものであります。 

 3ページをご覧ください。 

 計画の概要でありますが、本計画は、策定の

目的、趣旨、基本的な考え方、脆弱性の評価等

の検討、施策分野ごとの推進方針、計画の推進

体制などから構成しており、これに「リスクシ

ナリオごとの脆弱性の分析、評価、課題の検討」、

「対応方策の検討と推進方針」、「重要業績指

標」の一覧を関係資料として添付しております。 

 4ページをご覧ください。 

 主な改正内容についてご説明いたします。 

 まず、2.基本的な考え方の基本目標について

は、5つの基本目標の一つでありました「南海ト

ラフ巨大地震に備えた東九州等のバックアップ

機能の確保」について、昨年7月に本県の7市1町

が南海トラフ地震防災対策推進地域の指定を受

けたことに伴い、本県において、地域防災計画

に南海トラフ地震防災対策推進計画を策定し、

防災対策を強化していく必要があることから、

改定しようとするものであります。 

 次に、3.脆弱性の評価等の検討ですが、新た

に南海トラフ地震防災対策推進地域の指定に伴

い、津波からの円滑な避難に向けての防災対策

推進計画を策定し、実施していくことを追記し

ようとするものであります。 

 また、令和6年11月に能登半島地震を踏まえ、

防災対策の見直しを取りまとめたところですが、

離島・半島地域での災害発生時のヘリコプター

の活用、避難所環境整備などの防災対策を追記

しようとするものであります。 

 そのほか、昨年4月に発生した林野火災などを

受けた、大規模な林野火災が発生した場合の対

応についても追記いたします。 

 次に、4.施策分野ごとの推進方針ですが、①

リスクコミュニケーション、これは防災・減災

に関する関係機関相互における防災情報の情報

共有と相互理解を進めることでありますが、こ

の分野では、地震アセスメント調査の実施と、

それを踏まえた防災対策の構築、避難所環境の

整備の促進、防災タイムラインの策定について

追記したところであります。 

 ③離島・半島対策では、港の耐震性・耐波性

を含めた施設の機能強化やヘリコプター、船舶

を活用した孤立集落への迅速で円滑な進入対策

の推進を追記しようとするものであります。 

 ④南海トラフ地震に備えた防災対策の強化に

ついては、南海トラフ地震の津波からの円滑な

避難に向けた訓練や広報などを追記しておりま

す。 

 ⑨住宅・都市、環境の分野については、水道

施設の耐震化等の耐災害性強化対策を追記して

おります。 

 ⑬国土保全・交通、物流については、宅地造

成及び特定盛土等規制法に基づく指導監督を追

記しております。 

 次に、5.計画の推進体制ですが、昨年7月に公

表されました国の「第一次国土強靱化実施中期

計画」による取組の推進について追記しており

ます。 

 これまでの経過ですが、昨年11月に防災会議

に、12月には、当委員会と成長産業・県土強靱

化対策特別委員会に報告し、ご意見を伺った後、

パブリックコメントを実施し、県民の皆様から

のご意見を踏まえ修正し、本日報告しておりま
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す。 

 最後に6ページは、今回の計画の改定に当たり、

国の国土強靱化基本計画の改定に基づき改定し

たリスクシナリオであり、35項目ございます。

これを項目ごとに本県の「脆弱性の分析、評価、

課題の検討」、「対応方策の検討、推進方針」、

「重要業績指標」を設定し、別紙として記載し

ております。 

 今後、計画及び別紙について決定し、県民の

皆様に対して公表するとともに、計画の各年度

において、重要業績指標の進捗を確認・公表し

ながら、着実な推進に向けて努めてまいります。 

 よろしくご審議賜りますようお願い申し上げ

ます。 

【初手委員長】 以上で説明が終わりました。 

 ここで暫時休憩をいたします。 
 

― 午前１０時５６分 休憩 ― 

― 午前１１時 ５分 再開 ― 
 

【初手委員長】 再開いたします。 

 次に、陳情審査を行います。 

 事前に配付いたしております陳情書一覧表の

とおり、陳情書の送付を受けておりますので、

ご覧願います。 

 陳情書について、何かご質問はございません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【初手委員長】 質問がないようですので、陳情

につきましては、承っておくことといたします。 

 次に、議案外所管事務一般に対する質問を行

います。 

 まず、政策等決定過程の透明性等の確保など

に関する資料について、ご質問はございません

か。 

【山下委員】 政策等の部分で、総務部の入札結

果の一覧表9ページ、長崎県庁舎清掃業務の入札

についてであります。 

 改札日は1月16日ということで、落札者が決定

したわけでありますが、落札されたのが県外の

福島市の業者さんが落札をされたということで

あります。私ども県民からすると、県内業者が

できることは、できるだけ県内業者さんにやっ

ていただきたいというのが、やはり基本である

と思っております。その中で、今回、福島市の

業者さんが入札に入られて、落札ができたとい

う背景について教えていただければと思います。 

【森管財課長】 本業務は、世界貿易機関「ＷＴ

Ｏの政府調達に関する協定」の対象となり、特

定役務の調達手続の特例を定める政令の規定が

適用される特定調達契約でございます。 

 適用金額3,600万円以上の特定役務に区分さ

れ、一般競争入札参加者の資格につき、事業者

の所在地要件を適用しないことから、県外業者

を排除することができません。 

 なお、今回の契約相手先につきましては、長

崎市内に事業所がございます。 

【山下委員】 ＷＴＯ案件ということで、方法に

基づいて、このような入札になってしまうとい

うことでありますが、何か発注の工夫ができな

いのかなとも思うわけです。恐らく3,600万円以

上ということでのＷＴＯ案件だと思うんですが、

例えば、これを分割発注するとか、県庁舎と県

議会等と駐車場等だと思いますけれども、分け

て発注してみるとか、そういった何か工夫がで

きなかったもんなんでしょうか。 

【森管財課長】 このＷＴＯ対象案件ということ

で、最低制限価格も設定することができません。

当時の関係団体の意向を踏まえて、やはり安価

で落札する質の悪い業者を排除するために、平

成30年度より低入札価格調査制度というものを
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導入しております。委員がおっしゃるように、

県内業者に落札していただくためには、例えば、

複数年度を単年度にするですとか、掃除の場所

を行政と議会等に分けるですとか、いろんなこ

ともその当時検討したようですけども、やはり

安価で落札する質の悪い業者といいますか、安

かろう悪かろうという品質を保てないというと

ころに重点を置きますと、今の現状に至ってい

る次第でございます。 

【山下委員】 恐らく、実績も福島の業者さん入

られるということでの評価をされたんじゃない

かなと思うんですけれども、一つちょっとここ

で疑問なのが、2つ目の業者さんが低入札調査に

より失格ということになっていまして、その業

者さんより下の価格で落札されているというと

ころ。もちろん最低制限価格がないということ

は理解しているんですけれども、この仕組みに

ついてちょっと教えていただきたい。普通に考

えたら、低入札調査で失格した業者さんより下

の価格で入れたところが落札してるというとこ

ろがちょっと分かりにくいなと思うんですけど。 

【森管財課長】 先ほどご説明しましたとおり、

平成30年度より、低入札価格調査制度を導入し

ております。この制度を活用し、入札後に積算

内訳や業務員、清掃器具の確保の見通しなどの

書類を提出してもらい、業務の実施方法や請負

体制のヒアリング等を実施した上で履行の可否

を判断いたしました。 

 なお、ご指摘がありました2番目の調査により

失格になった業者につきましては、応札額と、

その根拠になる積算内訳に違算がございまして、

業務の履行に必要な人件費や機械のリース費用

が計上されておりませんでした。ヒアリング時

においても、その2計上についてご説明をいただ

けなかったことから、この業者は失格と判断し

た次第でございます。 

【山下委員】 いろいろな調査をされた上で、工

夫があってるということは理解できましたが、

入札が終わって、落札されて、今後業務に入っ

ていかれるということですので、今後も大切な

ことだと思うんですけれども、やはりこの金額

で入札されてるわけですから、決められた業務

をきちっとやっていただいてるかということを、

評価といいましょうか、結果をきちっと見てい

く必要があると思うんですけど、その辺りの対

応というのはどういうふうにされるんでしょう

か。 

【森管財課長】 ご懸念の点につきましては、安

かろう悪かろうとならないために、県庁舎清掃

管理品質評価業務として、第三者評価機関によ

るインスペクター制度を取り入れております。

これは、衛生的環境の確保、美観の維持、劣化

の抑制を図り、快適な執務環境の整備を目的に、

清掃業務の作業内容、組織体制の品質を評価す

るものであります。 

 具体的には、作業の箇所の目視点検、拭き取

り検査、汚染度測定器、臭気度測定器などによ

る点検や、委託業者からの業務状況のヒアリン

グなどが実施されております。 

 また、業務の性質を考慮いたしまして、発注

者及び受注者と関係性がない公平な立場である

第三者に業務を委託しております。 

【山下委員】 理解させていただきました。最後

にしますけれども、やっぱり人件費、最低賃金

も上がって、なかなか人件費が上がってる中で、

県の業者さんから、本当にこの金額で大丈夫な

のという声も上がってるのは事実ですので、そ

こあたりをきちっと第三者評価で評価していた

だいて、きちっとした業務をしていただいてい

るのかというのは確認を今後ぜひ続けていただ
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きたいと思ってます。 

 最後にちょっと要望なんですけど、ほかの入

札結果なんかでよく書いてあるんですけど、入

札方式一般競争入札の後に（ＷＴＯ）とかって

いう何か入れていただければ、ぱっと見、ＷＴ

Ｏ入札が流れでも分かりやすいので、ぜひとも

総務部の方でも、ＷＴＯ案件については、そう

いうふうに記載を今後していただければありが

たいなと思います。 

【初手委員長】 ほかに質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【初手委員長】 質問がないようですので、次に、

議案外所管事務一般について、ご質問ありませ

んか。 

【近藤委員】文化観光部の中で、文化振興・世

界遺産課を2つに割った目的と内容を教えてい

ただければと思うんですけど。 

【井手新行政推進室長】 新年度の組織について

のご質問でございます。 

 文化観光国際部につきましては、今年度のピ

ース文化祭が終了するということを踏まえまし

て、改めて、組織について部局の方ともヒアリ

ングを行いながら、今回の改正に至ったもので

ございます。 

 具体的には、ピース文化祭の事業終了後にそ

の事業を引き継ぎますのが、現在の所管課であ

ります文化振興・世界遺産課になります。現状、

文化振興・世界遺産課の方が5班34名体制という

ことで、かなり大きな組織となっております。

そのため、事業を効率的・効果的に実施するた

め、今回の2課に分けるという改正を行っており

ます。 

【近藤委員】 もう長崎には、文化、ここはやっ

ぱり核になるところです。それで長崎には、世

界遺産が2つあるとか、日本遺産があるとか、い

ろんな形で文化というのを観光に変えるいろん

な種が多い地域ですので、それをしっかり出し

ながら、長崎県に人が呼び入れるような環境で、

その課によろしくお願いします。 

 もう一つですけども、私が3月17日の一般質問

の中で、いわゆるガソリン税の暫定税率の廃止

や食料品に係る消費減税について、国の制度改

正に伴う影響の対応を尋ねました。その中の内

容について、ちょっとかなり大きな私の方に質

問がいろいろ来たりあったもんで、それをちょ

っと今日は詳しく教えてください。 

 まず最初に、地方揮発油税の影響が約2.5億円、

軽油引取税の影響が35.2億円ということであっ

たと思うんですけども、その算出の考え方をち

ょっと教えていただけますか。 

【髙橋財政課長】 まず、地方揮発油税の方から

お答えさせていただきたいと思います。 

 地方揮発油税は、全国で徴収された地方揮発

油税を原資にしまして、地方揮発油譲与税とし

て地方に譲与される税形態となっておりまして、

まず、本県の令和6年度の決算額は約16億円でご

ざいました。そのうち暫定税率が廃止されたこ

とに伴いまして、地方揮発油税のうち暫定税率

が占める割合を、先ほど申し上げた地方揮発油

譲与税の決算額に乗じることで、影響額をまず

2.5億円と算出しているところでございます。 

 さらに同様に、県税である軽油引取税の方に

つきましても、令和6年度の決算額が約66億円で

ございまして、そのうち軽油引取税のうち暫定

税率が占める割合を乗じまして、影響額を35.2

億円と算出をしているところでございます。 

 なお、これらについての減収分については、

地方財政措置により、適切に対応される見込み

となってございます。 

【近藤委員】 また、食料品に係る消費税がゼロ
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になった場合の影響はということで、約155億円

ということであったんですけども、その算出の

考え方と、仮に減収となった場合の本県財政に

及ぼす影響をちょっと教えていただけますか。 

【髙橋財政課長】 まず、消費税の内訳といたし

まして、国税である消費税部分と地方の消費税

という、この2つで構成をされてございまして、

国税である消費税は、地方交付税の原資という

ふうにもなっておりますので、仮に減税があっ

た場合には、県税収入そのものと地方交付税の

交付額の2つに影響があるものというふうに考

えてございます。 

 国の方で、国会における議論の中で軽減税率

の8％がゼロとなった場合の減収影響を、国、地

方合わせて5兆円程度というふうに示している

ところでございまして、この影響額の全国のう

ち、本県が占める消費税の収入と交付税収入の

シェア率をそれぞれ乗じますことで、県税収入

としては55億円、交付税の収入としては100億円

の影響額を算出しておるところでございまして、

合わせて155億円の影響が見込まれるものとお

示ししたところでございまして、本県財政にと

っても大きな影響を及ぼす規模感であるものと

認識をしてございます。 

【近藤委員】 大きいですよね。こうした影響を

避けるために国に求めていくことが大事でしょ

うけども、県として、今後どのような形で国に

要請していくのか、そういう方法とか教えてい

ただければと思いますけど。 

【髙橋財政課長】 国における税制の改正が地方

財政に及ぼす影響につきましては、各地方自治

体が懸念を示されているところでございまして、

まず、昨年の6月には全国知事会が消費税減税に

関して丁寧な議論を求める緊急提言というもの

を発出しておりますほか、12月にも、地方6団体

が暫定税率の廃止等に伴う地方の減収につきま

して、代替の恒久財源を措置することなどを国

に対して要請をしているところでございます。 

 本県におきましても、こうした各団体の動き

ともしっかり連携を図りながら、例年実施して

おります施策に関する提案・要望なども、あら

ゆる機会を通じまして、制度改正による影響等

を十分に考慮をして、地方の減収に対しては代

替財源を確実に措置することを前提に、責任あ

る議論を進めることを強く求めてまいりたいと

いうふうに思ってございます。 

【近藤委員】 長崎県が155億円の減税が出ると

いうことは、よその県も同じように多くの予算

が減るということになっていきますので、やっ

ぱり長崎県独自ばっかりじゃなくて、やっぱり

全国で一緒になって、国に対して、そういう要

望をしっかり持っていっていただければと思い

ます。 

 自主財源が一番ですが、本県は乏しいところ

で、やっぱり国による制度変更が及ぼす影響が

非常に大きいと思うんです。しっかり国に対し

て要望を、もう全国と一緒になりながらやって

いただければと思います。よろしくお願いしま

す。 

【初手委員長】 ほかに質問ありませんか。 

【赤木委員】 お疲れさまです。幾つか質問をさ

せていただきます。 

 職員の時間外について、まずはお尋ねをいた

しますが、昨日の地域振興部の質疑の中で、市

町村課が担っている選挙に関する業務、とりわ

け、今年1月、2月にかけて行われた県知事選挙、

衆議院選挙、県議会議員補欠選挙のトリプル選

挙によって時間外勤務が、多い方で268時間、1

月だけで195時間に上っていて、選挙班の4名の

合計は1,013時間とお伺いしました。市町村課と



令和８年３月定例会総務委員会・予算決算委員会総務分科会（３月２５日） 

- 101 - 

選挙業務に主に従事した方と応援職員を含めて

1,742時間の時間外勤務が発生したと伺いまし

た。 

 今回、急遽衆議院が解散したことによって、

もともと想定した知事選挙、県議会議員補欠選

挙にプラスして激務になったわけなんですけど

も、単純計算すると、10名ほど人員が足りてな

かったのかな、時間外だけの単純計算ですね。

業務量になります。人事課としての受け止めを

お願いいたします。 

【徳永人事課長】 今回のトリプル選挙の方で、

選挙管理委員会の事務局の方が1月、2月の2か月

間で、1人当たり250時間を超えるような時間外

勤務が発生しているということにつきましては、

職員の健康管理の面からも課題であると認識を

しておりまして、今後に向けて、何らかの対策

の方を考える必要があるのかなと考えておりま

す。 

 先ほど委員がおっしゃった10名ほどのマンパ

ワー不足みたいなお話もございました。例えば、

新型コロナウイルスの対応みたいなところにつ

いては、例えば、補助金の支給事務であったり

と、そういったものにつきましては、部局横断

での応援体制の方を取ってきたところでござい

ますが、選挙事務は、専門的な知識や経験に基

づきますスピード感と誤りのない対応が求めら

れる部分が大きいため、ちょっとこのような突

発的に選挙が重なった場合の際の他部局職員の

応援が難しい面があるという話もお聞きをして

おります。 

 ただ、選挙管理委員会事務局としても、我々

と同じような課題認識を持っておりますので、

今後何ができるかみたいなところも含めて、研

究・調査の方を進めてまいりたいと考えており

ます。 

【赤木委員】 ありがとうございます。ちなみに、

前回の知事選や衆議院選挙、それぞれ今回は重

なりましたけれども、その時間外の比較とかは

できてますでしょうか。 

【徳永人事課長】 通常の選挙との比較分析まで

は、すみません、まだ至ってないところでござ

いますが、そういったところも含めまして、ど

ういうことができるかみたいなところの議論の

方を進めてまいりたいと考えております。 

【赤木委員】 ありがとうございます。コロナ禍

のときのお話まで含めてしていただきありがと

うございます。あのときも各部局から応援が入

って、できるだけ福祉保健部の負担を軽減する

ように努めていただいたと私自身も記憶してお

ります。県庁組織として、どういったことがで

きるか考えていただくということでもあったん

ですけども、今回、業務の対応に当たっていた

だいた職員の負担、もちろん健康管理を含めて、

休みやすい環境づくりについても十分気を遣っ

ていただきたいと思っていますが、いかがでし

ょうか。 

【徳永人事課長】 昨日のやり取りでも、選挙業

務が終了した後につきまして、代休や年休の取

得などを通じた職員の疲労回復など、県の選挙

管理委員会としても、職員の健康管理に配慮が

なされているものと認識をしておりますが、

我々人事課としても、総務部でしたら職員厚生

課とも連携をしながら、時間外勤務が多くなっ

ている職員の健康面につきましても目を向けて、

必要に応じて働きかけや支援などを行ってまい

りたいと考えております。 

【赤木委員】 ありがとうございます。ぜひ目を

向けて、今回、突発的なところはあるかもしれ

ませんが、今後、ほかの業務でも起こり得る事

態だと思いますので、臨機応変に対応して、そ
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の後、終わった後も目を向けていただくようお

願いをいたします。 

 続いての質問、県民センターについてお伺い

します。 

 予算決算の総括質疑の中で、私ブロードリス

ニング、今回知事選挙で行われた手法について

取り上げさせていただきました。県民センター

では、県民の皆様から様々な意見や不安や不満

や提案・要望など、様々受け付けていらっしゃ

るかと思います。いただいた意見を、その担当

の各課、各部局に振って、その回答をホームペ

ージで公開してるかと思いますが、今件数とか、

現状どのようになっているのかお尋ねをいたし

ます。 

【桒原県民センター長】 県民センターが所管す

る一般広聴の中で、県民の皆様が県に対して、

提案・意見を届けるツールとしましては、イン

ターネットで投稿できる知事への提案及び県へ

のご意見・ご相談と切手不要の知事への提案レ

ターを含みます郵送がございますが、年間に寄

せられる総数のうち、県政に関するものは、昨

年度516件、今年度2月末、先月末時点までに532

件ございまして、これらは、委員からありまし

たとおり、所管課、関係課につなぎ、県として

の考えや取組の方向性を説明すべきものについ

ては回答を差し上げております。 

 これらは、個別広聴の手法として実施してお

りますため、寄せられるお一人お一人の声に対

応をしているところでございますけれども、こ

のやり取りは、ご本人同意の下で、ホームペー

ジに公表するとともに、また、その後の反映の

事例につきましても、ホームページや広報誌で

紹介をしまして、県民の皆様の声が県政に届い

ていることをお伝えしているような状況でござ

います。 

【赤木委員】 丁寧にご説明いただきましてあり

がとうございました。 

 大体、年間で500件以上の意見が寄せられてい

るというお話でもありました。この意見という

ものは、もちろん個別での対応、その後のどう

いう動きになったのかということまで広報誌な

どでも紹介しているということでもありました

が、この500件以上の貴重な県民の皆さんからの

ご意見というのは、とても大事だと私自身も思

っておりまして、政策なり、もしくは意思決定

の優先順位、ＰＲ戦略課などで言うと、発言や

言葉遣い、これＰＲなんでしょう、ＳＮＳの発

信でも言葉遣いが変わってくると思っています。

県民の皆様から、それだけで様々な意見をいた

だくということはとてもありがたいですし、そ

れがちゃんと反映されていると。もちろん、そ

れに限らず、それは寄り添っているというふう

に県民の皆さんから見られると思いますので、

県と県民の皆様の距離が近づくものとして私自

身も期待していることであります。 

 それを個別ではなくて、例えばＡＩなどを用

いて、県民の皆さんの意見を集約して生かして

いくことはとても大事なことだと思いますが、

検討はいかがでしょうか。 

【桒原県民センター長】 先ほど申し上げました

とおり、個別広聴とこれまで捉えておりまして、

寄せられたご意見をもって、県民全体の世論・

世相と見るような分析をした上での活用という

ことについては、これまでいたしておりません

でした。しかしながら、収集したご意見をＡＩ

を活用することによって、結果のダイジェスト

を、即時かつ容易に傾向を分かりやすく把握す

るというようなことも、可視化というようなこ

とでできるかと認識をしております。 

 実は、先ほど申し上げました知事への提案等
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の投稿様式は、県としましても、その趣旨をで

きるだけ具体的に酌み取って、政策や事業に生

かせるようにしたいという思いから、提案・意

見の内容、背景、理由、そういったものをしっ

かりご記入いただくようなことになっておりま

して、ＳＮＳなどでの気軽さと比較するとハー

ドルは高いかもしれません。とは言いましても、

これらの窓口に寄せられる県政に関するご意見

は年間で500件を超えるということで、一定分析

はできる件数かとは思いますが、このＡＩ活用

のメリットであります、より広く社会、世間の

声としてリアルに傾向を把握できるという点を

生かしていくためには、その収集方法に、ＳＮ

Ｓですとかフォームズですとか上手く使って、

タイムリーにより幅広く数多くの声を吸い上げ

ていくことが有意義であるかというふうに思っ

ております。 

 広聴活動におけるＡＩの活用ということでご

ざいますけれども、大勢の声を定量的にも、定

性的にも分析できるＡＩ技術を活用しない手は

ないというふうに思いますので、まずは結果の

データをどこにどのように活用するのか次第で、

県民の声の収集方法ですとか、効果的な分析手

法を選択しながら、必要に応じて取り入れてい

くことになるものと考えております。 

【赤木委員】 ありがとうございます。すごく前

向きに考えていただける答弁だとお見受けしま

した。先ほど申し上げたんですけれども、この

県民の皆様からの声の窓口として、そして、身

近な県政、これは知事の方針でももちろんあり

ますけども、本当に県民の皆様と距離が近くな

るツールにもなり得ると私自身は考えてますの

で、引き続き、前向きにいろいろ検討して、県

民の皆様に伝わりやすい、もしくは、意見を吸

い上げやすい環境づくりに努めていただければ

なと思っております。ありがとうございます。 

 続いて、孤立集落対策について伺います。 

 先ほど、長崎県国土強靱化地域計画案のご説

明をいただきましてありがとうございました。

もう少し具体的なところで伺えたらと思います

が、先日、長崎市の茂木地区において実施され

ました孤立集落状況把握・支援訓練について、

茂木の方からも、それを見た他の地域の方から

も、非常に意義のある取組であると伺いました。

特に、長崎市南部地域は、国道499号が大動脈で

ありまして、さらに野母崎で言えば、この道路

が災害などで寸断されると本当に孤立してしま

う可能性があります。 

 道路寸断時は、まずは道路の復旧作業が行わ

れると思いますが、時間がかかる場合には、海

から、空から、物資や人員の輸送が不可欠とな

ると考えますが、県として、孤立集落対策を今

後どのように進めていくのかお尋ねをいたしま

す。 

【飛永防災企画課長】 県の孤立集落対策につい

てでございます。 

 県では、今年度、被災地の迅速な情報収集と

早期の進入に向けて、ヘリコプターの離発着適

地と活用可能な港湾・漁港の調査を行いまして、

国の防災情報システムで、関係機関とその情報

を共有できるように整備を行ったところでござ

います。 

 今後の孤立集落対策といたしましては、市町

との協議会で検討の上、集落ごとに集落代表者

の氏名や連絡先、集落の規模、進入経路、最寄

りの港湾・漁港など、孤立時の対応に必要とな

る基本的な情報を記載した孤立可能性集落台帳

の様式を定めまして、来年度中に市町で作成し

ていただくこととしております。 

 孤立のおそれがある地域ごとに個別に情報を



令和８年３月定例会総務委員会・予算決算委員会総務分科会（３月２５日） 

- 104 - 

整理しておくことにより、災害時の迅速かつ確

実な対応につなげていきたいと思っております。 

【赤木委員】 ありがとうございます。能登半島

地震においては、道路の復旧が遅れると復興が

遅れる。また、住むことを諦めざるを得ない実

情については、これは長崎県民の皆様の目に触

れております。ちゃんと県としても目を向けて

いること、今回答弁いただきました集落ごとの

代表者の氏名、連絡先などもちゃんと把握して、

その方々との連携も図られると思いますので、

ちゃんと目を向けていることが伝わることは、

その地域の方々の安心感を与える一助になるか

と思いますので、計画を着実に実行していただ

くよう、引き続きよろしくお願いいたします。 

 最後に、ながさきＰＲ戦略課についてお尋ね

いたします。 

 県庁舎跡地のイベントに際しては、デンリュ

ウにもお越しをいただきまして、本当にありが

とうございました。ポケモンというコンテンツ

の強さも、私自身も改めて感じましたし、本当

に今進められている施策というものは、県民の

皆様にとっても、とても興味があるものだと私

自身も認識しております。 

 お隣佐賀県も、私自身うらやましく感じてお

りまして、いろんなアニメ、漫画とのコラボも

すごく進んでおりまして、以前は、ストリート

ファイターⅡ、これはゲームですけども、コラ

ボでしたり、今はキングダムとのコラボ、これ

はもう本当うらやましい限りなんですけども、

進んでいまして、そういうアニメ、漫画とのコ

ラボも、長崎県としてもどんどんいろいろ取入

れていただければ、やっている部分もあるのは

承知しているんですけど、もっともっと県外、

そして、世界に届くような仕組みなり考えてい

けたらなと私自身も考えているところです。 

 先ほど説明の中に、にゃーがのご説明があり

ました。インスタグラムのフォロワー数は、く

まモンに続くトップクラスとのことで、とても

いいことだと思っていますが、以前、このにゃ

ーがを推すに当たって、私自身聞きたかったこ

とが、くまモンの経済効果というものが2011年

からの累計で、今くまモンは1.5兆円ぐらいにな

っているというふうに報道等でも接しています

が、インスタグラムはトップクラスになったに

ゃーがについての経済効果はいかがでしょうか。 

【永川ながさきＰＲ戦略課長】ご質問いただき

ました、にゃーがの経済効果でございますが、

経済効果をはじいたものはございませんで、た

だ、長崎の変はこれまで、令和2年度から、福山

さんにクリエイティブプロデューサーになって

いただきまして、猫の声で、福山さんをはじめ

とする県出身の著名人の方が長崎の変化を呼び

かけるような動画を、令和2年度にまず公開しま

して、その後も第2弾を令和3年度に公開してま

いりましたが、そのときの広告換算額は第1弾が

2億9,132万円、第2弾が1億1,965万5,000円の数

字は出しております。 

 

【赤木委員】 ありがとうございます。このにゃ

ーがは、県民の皆さんというか、いろんな事業

者さんと連携した形で商品の開発であったり、

パッケージにも使われたりとか、デンリュウも

されているのは承知しておりますので、ぜひ、

くまモンという巨大な先輩がいらっしゃいます

ので、それに追いつくというか、そういう経済

効果があれば、県民の皆さんも、もっともっと

使っていただけるものになると思いますので、

ちょっと把握をしていただいて、後で分かれば

教えていただきたいなと思います。 

 にゃーがのＳＮＳも拝見をさせていただいて
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いまして、何か着ぐるみと言っちゃ駄目なんで

しょうけど、本体というか、にゃーがをお借り

する、来ていただく。デンリュウは、かなりハ

ードルが高いなという認識を持ってはいるんで

すけど、にゃーがについてのハードル、その貸

出しの条件、来ていただくハードルはいかがで

しょうか。 

【永川ながさきＰＲ戦略課長】 にゃーがの着ぐ

るみにつきましては、8月22日にまず稼働を開始

いたしまして、7か月間で、県の部局で47件の稼

働があっております。ＰＲに使っていただく、

いろんなイベントに使っていただくようお願い

をしておりまして、ただ、かなり断った件数も

多く、26件断っておりまして、今回、2体目を作

りまして、さらなる活用を図りたいと考えてお

りますので、ハードルはすごく低い状態でござ

います。 

【赤木委員】 ありがとうございます。身近に県

民の皆様と接する機会をどんどん増やしていた

だきたいなと私自身も思っていますし、いろん

なイベントに出向いていただいて、県のＰＲ、

私自身もそうですけど、努めていただけたらな

と思っていますので、引き続きよろしくお願い

します。 

【初手委員長】 ほかに質問ありませんか。 

【飛永防災企画課長】 すみません。先ほど赤木

委員からの質問に対する私からのお答えの中で、

1点間違いがございました。 

 被災地におけるヘリコプターの離発着適地情

報ですとか、港湾・漁港の情報を国の防災情報

システムで共有できると申し上げましたけれど

も、間違いでございます。県の防災情報システ

ムで各機関と共有するというものでございます。

申し訳ございませんでした。 

【初手委員長】 ほかに質問はございませんか。 

【本多委員】 私からは、大きく2点ございます。 

 まず、1点目なんですけれども、特定事業主行

動計画の目標におきまして、時間外勤務の縮減

っていうのを掲げていらっしゃるかと思います。

今、県庁の時間外勤務の把握、管理の仕方につ

いてお尋ねしたいと思っております。 

 まず、職員の勤務時間の把握についてはどの

ような手段というか、手法というか、システム

を使っていらっしゃいますでしょうか。 

【徳永人事課長】 職員の勤務時間の管理のため

に、令和2年10月に出退勤システムというのを導

入したところでございます。このシステムの導

入によりまして、各自のパソコンのログオン・

ログオフの時間を記録することによりまして、

管理職において、各所属職員の勤務時間であっ

たり、時間外勤務の状況を把握できるようにな

ったところでございます。 

【本多委員】 令和2年からのシステム導入で把

握できるようになっていると。次に、そのシス

テムを使って、具体的に管理職の方がどのよう

なチェックをなされているのかをお尋ねいたし

ます。 

【徳永人事課長】 管理職に対しましては、この

出退勤システムによりまして、各所属職員の出

退勤時間と時間外勤務の申請時間を確認し、そ

の間に1時間以上の乖離が生じている場合は、職

員本人に乖離理由をシステム上で入力をしてい

ただいて、その内容を管理職が確認をし、内容

によりましては、直接理由の詳細を確認し、業

務のために残ったものと判断された場合は、時

間外勤務を申請するよう指導するようなことを

徹底いたしております。 

【本多委員】 時間を見て、それが遅くまで残っ

とるねと。これ何してたのっていうようなお話

の中から、業務に関わることであれば、しっか
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りと残業、時間外として申請してくださいとい

うような流れかと思います。一般的に使われて

るシステムでもあるのかなとは思うんですけれ

ども、民間では、例えばそれを見た上司が、一

体何をやっていたんだと、お話を聞いて、それ

はもう自己研さんの部類に入るから申請をしな

いでおきましょうとか、また逆に、あまりにも

上司からのいろいろなヒアリングがきつくて、

もう面倒くさくなって、その本人が、いや、こ

れはもう自己研さんのための時間でしたからと、

申請しませんなんていうことはよくあるようで

す。 

 その時間外の縮減という目標というのは大切

かとは思うんですけれども、目標ありきになら

ないようにしていただきたいと思っております。 

 実質的に時間外の縮減が図られることは大切

かと思っております。そうしたことを踏まえた

上で、今後どのように取り組んでいかれるのか

をお尋ねいたします。 

【徳永人事課長】 時間外勤務の縮減は、職員の

健康管理の観点でありましたり、また、公務能

率の向上を図るためにも、やはり是正、縮減に

向けて努力していく必要があると考えておりま

す。 

 これまでも、そういった時間外勤務の縮減に

向けまして、先ほどの出退勤システムにより、

勤務時間の適切な把握・管理でありましたり、

逆に、時間外勤務は事前命令というのが前提で

ございますので、事前命令を徹底していただく

ような取組、また最近で言いますと、ＡＩ等を

活用した業務の効率化であったり、あとは、一

時的に業務が増える場合においては、応援職員

の業務平準化であったり、会計年度任用職員を

活用したワークシェアの推進であったり、また、

管理職や班長を対象としたマネジメント力の向

上のための研修など、様々な取組を進めており

ますが、引き続き実効性のある取組については

推進してまいりたいと考えております。 

【本多委員】 まずは業務の効率化とか、そうい

ったものをしっかりと考えていかれるというお

話でございました。県庁の皆さん、すごく真面

目というか、すごく仕事をなされているという

ような印象を私は得ております。ただ、先ほど

おっしゃられたみたいに、健康上のものとか、

そういったものを考えたときに、無理のある仕

事の仕方だと誰も幸せになれない、そういった

結果になりますんで、そうはならないように、

これからも引き続きよろしくお願いいたします。 

 2点目なんですけれども、県庁の敷地内の禁煙

についてお尋ねしたいと思います。 

 昨年、私、文教厚生委員会で敷地内の禁煙に

つきまして、福祉保健部の担当者と意見交換を

したところでございます。私自身は、たばこを

吸う、吸わないというのは個人の自由であって、

特にほかが制限するものではないという考えで

ありますし、また、私自身も喫煙者であります

ので、虎島委員からは、おこられるような立場

でございます。今県庁では、分煙ではなくて、

敷地内禁煙を行っておられますが、どのような

経緯で現在の状況になったのかを確認させてく

ださい。 

【森管財課長】 令和元年7月から施行された改

正健康増進法においては、望まない受動喫煙を

防止するため、学校、病院、官公庁などの第一

種施設の屋内、室内、敷地内は、原則禁煙する

ということを定められました。 

 第一種施設である県庁舎、行政棟は、平成29

年11月の庁舎完成当初から、8階屋上喫煙場所及

び1階西側喫煙場所については、改正健康増進法

に規定している特定屋外喫煙場所としての要件
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を満たしていたため、法改正後も引き続き使用

しておりました。つまり、この庁舎は、完成当

初から敷地内禁煙の建物でありました。 

 また、議会棟喫煙室については、庁舎完成当

初から改正健康増進法に規定してある第二種施

設の喫煙専用室としての要件を満たしているこ

とに加え、同室への出入口が建物内ではなく屋

外に設置していることから、議会関係者が引き

続き使用することとしております。 

 管財課は、施設等の管理権限者の責務として

必要な措置は講じておりまして、令和5年から、

特定屋外喫煙場所を閉鎖し、敷地内を全面禁煙

としたのは、長崎健康革命の取組の一つに禁煙

を掲げ、県を挙げて健康課題の解決に取り組む

に当たり、県職員はまずもって、率先して禁煙

対策を実施する立場であることから、喫煙して

いる職員には禁煙を積極的に働きかけ、喫煙を

助長する喫煙所の設置は認めないという結論に

至り、特定屋外喫煙場所の閉鎖に至った次第で

ございます。 

【本多委員】 ありがとうございました。もとも

と敷地内禁煙であったと。ただし、特定屋外喫

煙場所というものを設置して、令和元年からの

施行された法にはしっかりと守っていた。そう

いった状況だったけれども、令和5年から、健康

革命という中で、敷地内禁煙というのを、より

厳しい全面禁煙に切り替えたということでござ

いました。 

 それを決められるときにプロジェクトチーム

を作られたというふうにも伺っております。県

庁舎を管理している管財課の皆様、そして人事

課、職員厚生課、国保健康増進課、そういった

各課の皆様でプロジェクトを作って、アンケー

トなんかも取りながら、それに至ったというふ

うに伺っております。 

 禁煙ありきのアンケートではなかったのかな

というふうに私は感じているんですけれども、

冒頭申し上げたように、私は、たばこを吸う、

吸わないは、もう自分の自由であるというふう

にも考えておりますし、また、県庁職員の方で

も、おたばこを吸われる方はいらっしゃるのか

なというふうに思っております。今、おたばこ

を吸われてる方がどういうふうにしてるかと言

うと、県庁と関係ない民間の施設のところにま

で行って、そこでたばこを吸っているというの

も現状でございます。もう一度見直すというか、

もう一度いろいろと考える機会があってもいい

のかというふうに私自身は考えております。 

 ちなみに、そのプロジェクトチームの内容を

また後で教えていただいて、私としては、一体

どこに話を持っていくべきなのかなというとこ

ろもございますので、今後こういったお話をす

るときには、関係各課へ持っていって、いろい

ろとお話をしたいと思いますので、管財課様に

おかれましても、またそのときにはお話を聞い

ていただければと思います。 

【近藤委員】 今の質問の関連で、ちょっと私も。

例えば長崎県は、県立体育館とか全て禁煙にな

ってるんです。それで、例えば昨日、一昨日、

私は柔道の責任者してるもんで、こどもたちの

大会したら3,000人からの保護者とかこどもた

ちが全部来るんですけども、体育館の敷地内が

全部禁煙なんで、保護者さんたちはどうしてる

かと言ったら、道路に出て、国道でたばこを吸

ってるわけです。そしたら、それが近所の人た

ちから、いろんな形で苦情が来たり、でも一般

の方々は、たばこ吸うときに、じゃあここで吸

えなかったら、そういう形じゃないと駄目じゃ

ないか。じゃあ俺たちがたばこ吸うのは、俺た

ち差別されてんのかとか、そこら辺まで保護者
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とちょっと話した。二、三日前です。 

 それで、私も議運の委員長をしているとき、

視察でずっと各県庁を回ったんですけども、大

概、県庁内に分煙してから喫煙をできる場所が

あります。それで去年は九州大会で、大分にす

ばらしい体育施設があるんです。そういう新し

い施設にも、やっぱり表から分からない部分に、

そういう場所をつくって、やっぱり利用してい

ただく方々のいろんな人権、たばこを吸うとい

う、そういう形もしっかり認めた中で、そうい

う部分をつくっているところはあると思います。

今、見た中で、よくほかの県庁内も調べてくだ

さい。それで、必ず長崎県だけがこういうふう

な厳しい、ほかのところも、たばこを吸うこと

は悪いと分かってるんですけども、でも一般の

方々も、一緒にそういう場所というのは欲しが

っているところがありますんで、ぜひよろしく

お願いします。要望です。 

【初手委員長】 暫時休憩いたします。 
 

― 午前１１時５６分 休憩 ― 

― 午前１１時５７分 再開 ― 
 

【初手委員長】 再開いたします。 

 秘書・広報戦略部、総務部及び危機管理部の

審査の途中ですが、午前中の審査は、これにて

とどめ、午後は１３時３０分から再開し、引き

続き、秘書・広報戦略部・総務部及び危機管理

部関係の審査を行います。 

 しばらく休憩いたします。 
 

― 午前１１時５７分 休憩 ― 

― 午後 １時２８分 再開 ― 
 

【初手委員長】 それでは、委員会を再開いたし

ます。 

 引き続き、議案外所管事務一般に対する質問

を行います。 

 ご質問はございませんか。 

【山下委員】 皆さん、お疲れさまです。山下博

史です。午後もよろしくお願いいたします。 

 まず、総務部のスマート県庁推進課の方にお

尋ねをしたいと思います。 

 生成ＡＩの県庁内の活用状況についてちょっ

とお尋ねをさせていただきたいと思います。私

も、先日、自分で作った文章をまとめるために、

ある生成ＡＩを使ってみたところ、ふだんは半

日ぐらいかかっていた作業が30分ぐらいでまと

め上げることができて、大変すばらしいツール

だなと。これ本当活用しようによっては、業務

の効率化とか、いろんな効果的なところにつな

がっていくんじゃないかなと思っております。 

 ただ、技術革新も日に日にというか、もう毎

日のように新しい技術になってきておりまして、

我々もついていけないぐらいのスピードになっ

てるんじゃないかなと思ってます。 

 そんな中で、県庁職員の皆さんが、その生成

ＡＩをどのように活用されているのか、利用さ

れているのかは、県として把握しておくことも

必要ではないかなと私の中で思っているわけで

ありまして、その中で、今現状をどのように把

握されているのかをまずお尋ねしたいと思いま

す。 

【江口スマート県庁推進課企画監】 生成ＡＩに

つきましては、昨年2月に全庁への展開を行いま

して、業務文書の素案作成や施策のアイデア出

し、企画立案等への活用を図っております。 

 当初、利用者が1割にも満たない状況でござい

ましたことから、スマート県庁推進課の職員が

県内各地で説明会を実施するなど、利用促進に

取り組みました結果、現在は、日々の利用者が

1,000人を下回ることがない状況にまで、徐々に
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ではありますが、右肩上がりで増加をしてきて

おります。 

 一方、全庁展開以降、一度も生成ＡＩを利用

したことのない職員も一定程度おりますことか

ら、引き続き、その有用性の発信等を行ってま

いりたいと考えているところでございます。 

【山下委員】 現状のご説明ありがとうございま

した。そういった県庁を挙げて増やすといいま

しょうか、使っていただく取組は理解をさせて

いただきました。あと、使い方というのも重要

じゃないかなと思っております。限られた人員

の中で、職員の中で、どうやったら業務効率に

つながっていくのか、高められるのかというこ

とを、どの程度効果があるのかを把握されてい

たら、その効果のほどを教えていただきたいと

思います。 

【江口スマート県庁推進課企画監】 生成ＡＩに

つきましては、文書作成などの庁内業務の効率

化をはじめ、様々な活用の可能性があるものと

考えております。とりわけ、先ほど来からご議

論があっております時間外勤務の縮減や、休暇

を取りやすい環境への転換といった職員の働き

方改革の実現に向けまして、利用を促進してま

いりたいと考えております。 

 お尋ねのございました効果に関しましては、

生成ＡＩのツールは、業務削減時間の算出がで

きますため、これを集計いたしましたところ、

今年度の4月から2月までの11か月間におきまし

て、少なくとも1,392時間の効果があったものと、

これは試算でございますが、そのように計算を

いたしておるところでございます。 

【山下委員】 1,392時間という効果が実際あっ

たということでありますんで、これは本当にす

ばらしい取組だなと思っておりますし、ぜひと

も、今後も利用促進につなげていただいて、業

務効率化につなげていただければなと思ってま

す。 

 ただ、私も以前から議会で取り上げさせてい

ただいてるときに申し上げてきたんですけれど

も、やっぱり個人情報の保護とか、まだまだ内

容が100％正確なものだとは限らないという部

分もありますし、著作権の侵害とか、機密情報

の漏えいの部分とか気をつけなきゃいけないこ

とというのはたくさんまだあると思いますので、

その点もご留意いただきながら、県庁内でぜひ

活用を進めていただければなというふうに思っ

ております。ありがとうございます。 

 次に、2点目でありますが、これは国民保護に

関してであります。 

 沖縄県の先島諸島からということで、受入れ

に対して取組が行われているということで、部

長からも説明がありましたところでありますが、

まず、先島諸島からのこの取組の経緯も含めま

して、改めて、ちょっと概要をお知らせいただ

ければと思います。 

【山口基地対策・国民保護課長】 先島諸島から

の避難住民の受入れに関する国民保護の取組に

関してのご質問でございました。 

 今回のこの受入れに係る取組に関しては、沖

縄県の国民保護訓練に関しまして、国の方から、

九州、山口各県に対して協力要請があり、訓練

上の想定としての計画を作成しているものであ

ります。 

 本県に対しては、沖縄県の竹富町からの住民

避難の受入れについて、昨年度、避難当初約1か

月間の初期的な計画の作成依頼がありまして、

県内の市町と調整を行って、避難後のコミュニ

ティの維持ですとか、宿泊施設のキャパシティ、

こういった観点から、長崎市、諫早市、大村市

で受け入れる計画案を作成して、国へ提出いた
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しました。 

 この計画の内容については、本県においては、

福岡空港から避難先までのＪＲとバスによる輸

送であるとか、宿泊施設や食料の提供等につい

て検討して、計画に盛り込んでおります。 

 本年度、令和7年度の取組としては、主に5つ

のテーマについて取組を行いました。1つ目が初

期的な計画のさらなる具体化、2つ目が要配慮者

の受入れに係る調整、3つ目が中長期の収容施設

の検討、4つ目が就学再開、5つ目が就労支援に

ついてということで、主にこの5つのテーマにつ

いて作業を行って、受入れ基本要領中間整理の

案を作成をいたしまして、2月に国の方へ提出を

しました。 

 本年度の取組の過程で、本県と沖縄県竹富町

との顔の見える関係というものが重要という考

えの下で、本県からも、私も含めて沖縄県を2回

訪問しております。逆に、相手方、沖縄県竹富

町の方からも2回本県を訪問いただいて、こうい

う顔の見える関係というものも重視しながら、

意見交換しながら、計画案の作成を行ってまい

りました。 

 来年度、令和8年度が沖縄県の国民保護実動訓

練が予定されていて、それまでに、この計画の

さらなる具体化を図って、この実動訓練に向け

て取り組んでいくという概要になります。 

【山下委員】 ご答弁ありがとうございました。

今から具体的に、いろんな想定して、計画を策

定していくということでありますけれども、こ

ういう訓練をされるということも今ありました

けれども、これだけ多くの住民の方々、沖縄県

民の方々が避難するとなると、いろんな課題が

見えてきた頃かなと。今、県との過程の中で課

題が多く見えてきてるんじゃないかなと思いま

すけれども、意見交換を今続けて、顔の見える

意見交換も含めて、いろんなやり取りをされて

いるということでありますが、その中で、長崎

県としてどのような課題が浮き彫りになってき

たのか、その辺りがありましたら、ご教示いた

だければと思います。 

【山口基地対策・国民保護課長】 取組を行って

いく中での課題についてのお尋ねでございまし

た。 

 まず、私どもが考えている課題が幾つかある

んですけれども、例をちょっと挙げさせていた

だきます。 

 まず1つ目として、現金給付による救援実施の

検討をしてはどうかということを課題として考

えております。今回の訓練上の想定として、九

州、山口各県は、平時の状態という想定であり

ます。したがいまして、飲食店等は通常どおり

営業がなされているという状況でありますので、

弁当などについて、現物の給付だけではなくて、

現金の給付を想定に加えてはどうかというよう

な課題があると思っております。 

 それから、財政負担の整理についての課題も

あろうかと思っておりまして、今回、先ほど申

しましたように、就学の再開とか、就労の支援

とか、こういった検討も行っているんですけれ

ども、こういった内容というのは、必ずしも国

民保護法上の救援の枠組みには当てはまらない

課題であります。そういった課題を検討するに

当たって、法的な位置づけであるとか財政負担

の考え方、こういったものについて、やはり国

できちんと整理していただく必要があるのでは

ないかと思っております。 

 それから3つ目ですが、全国的にバスの運転士

が不足するという状況があります。今回、この

取組の計画の中でも、本県への移動に際しても

バスを使う計画になっておりますが、こういう
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運転士の不足という課題がある中で、九州や山

口以外の地域から運転手を確保するというよう

な検討もしていただく必要があるかと思ってお

ります。 

 それから4つ目の例として、今回、要配慮者の

避難についての検討を行っておりますけれども、

やはりこの避難に当たって、受入れ側であると

か途中での付添い等で、医療・介護人材の確保

が必要になってきます。これに関しても、先ほ

どの運転士と同じで、九州、山口以外の地域か

らの人材確保の体制の検討が必要ではないかと

思っておりまして、例えば4点、例を挙げました

けれども、こういった課題について、国の方で

積極的に検討していただけないかなと思ってお

ります。 

【山下委員】 ありがとうございました。今、課

題を4点ほどお示しをいただきましたけれども、

九州、山口以外の地域からというちょっとキー

ワードがありましたけれども、例えば、その受

入れの長崎市、諫早市、大村市以外の県内の市

町あたりのご協力というのは、今回の内容で何

か想定はされてるんでしょうか。 

【山口基地対策・国民保護課長】 今回の想定に

おいては、受入れ自治体として、長崎、諫早、

大村、この3市を対象として協力いただいて、計

画として取り組んでおります。今ご指摘のよう

な、ほかの市町につきましても、情報提供とか

そういったことをやっておりますし、ご指摘の

ように、そういった自治体の協力についても、

可能なものがあれば、実際に実動でこういう対

応をしていく場合については、検討していく必

要があるのかなと思っています。今回あくまで

訓練上の想定ということで、長崎市、諫早市、

大村市であくまで受入れをするということで、

そこでのいわゆる避難先連絡所であるとか、宿

泊施設であるとかについては、そこで受け入れ

るという想定で、今回については取り組んでい

るところであります。 

【山下委員】 ありがとうございました。いろん

な課題がある中で、引き続き検討を進められる

ということでありますけれども、来年度、令和

8年度に、沖縄県の国民保護実動訓練が実施され

るということであります。この実働訓練の内容

とかで、本県の関わり方、対応の仕方について、

今現時点で分かっている内容をお知らせいただ

ければと思います。 

【山口基地対策・国民保護課長】 来年度の沖縄

県の国民保護実動訓練についてですけれども、

まず、この訓練の実施時期につきましては、現

時点で、来年度1月に実施する方向で、国や沖縄

県、そして、九州各県との間で調整を進めてお

ります。 

 この規模ですとか内容等はまだ未確定ではあ

りますけれども、例えば、福岡県の空港の中で

の動線の確認をするような実動訓練であります

とか、要避難地域である先島諸島での住民避難

の誘導訓練でありますとか、本県も含め、各県

での対策本部運営の図上訓練など、こういった

内容で調整を進めているところであります。 

 こういった実動、図上、様々な形で訓練が実

施されていくと思いますけれども、本県として

も、まだ未定ではありますが、何らかの形で参

加をしていきたいというように考えております。 

【山下委員】 最後になりますけれども、いつ起

こるか分からない、多分、恐らく有事の想定を

されていると思いますが、こういった訓練が一

つの土台、基礎になってくると思いますので、

この土台づくりにより一層取組を進めていただ

いて、国、相手がありますから、竹富町、そう

いうところを調整を進めていただいて、ぜひと
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も取組を進めていただければなと思っておりま

す。 

【初手委員長】 ほかに質問ありませんか。 

【虎島委員】 まず、今山下委員からご質問があ

りました先島諸島からの避難住民の受入れにつ

いて、以上のことでちょっと追加で質問したい

と思います。 

 答弁の中で、要配慮者の避難についても検討

されていたということがございましたけれども、

例えば、人工透析が必要な患者とか、医療的ケ

アが必要な担送する患者さん等、具体的な事例

が想定されたかどうかというところについてお

知らせください。 

【山口基地対策・国民保護課長】 要配慮者の移

送についてのご質問でございました。 

 今回、令和7年度の取組として、要配慮者に関

する検討も行っております。この検討というの

は、あくまで訓練上の想定であって、実際に先

島地域の特定の個人の方の情報を反映しての計

画ということではありません。ただ、想定とし

て、在宅の方については、ホテル、旅館、もし

くは社会福祉施設等に搬送する。社会福祉施設

等に入所者の方については、同種の施設等に搬

送する。医療機関に入院の方については、医療

機関に搬送して入っていただくというような想

定で置いております。 

 ご指摘のような具体的な事例を置いてやった

のかということに関しては、まず、今回の作業

に当たって、要配慮者の方の分類というのをや

っております。医療ですとか介護・福祉等の視

点から、自立歩行、座位移動の可否であります

とか、医療行為とか、あと付添者の要否、こう

いった分類で7つに分けるという作業を行いま

した。その分類ごとの代表事例、具体的な症例

等を設定をして、搬送手段に関する想定という

ものを整理する作業を進めました。 

 その代表事例として、ご質問いただいたよう

な慢性腎臓病で透析が必要な事例のような具体

的な事例も想定をしております。この透析が必

要な方については、まず、搬送手段として航空

機での搬送を行う。そして、家族の付添いが必

要。受入先としては、ホテル、旅館に受け入れ

るという整理を行いました。 

 ほかに担送というような今ご質問もありまし

たけれども、例えば、寝たきりで認知症である

方の事例の検討も行っております。こういう寝

たきりで認知症というケースについては、船舶

での搬送、そして、介護士と家族の方の付添い

が必要であると。そして、社会福祉施設で受け

入れるという整理を行っております。 

 ほかに例えば、誤嚥性肺炎の方で、ストレッ

チャー搬送が必要な方の事例も検討しておりま

して、搬送手段として、船舶またはヘリが必要

である。医師や看護師等の付添いが必要である

と。受入先としては、医療機関に受け入れると

いうような、代表的な事例ごとの搬送手段や経

路等について、それぞれの事例で検討をして、

内容について整理するという作業を行ってきま

した。 

【虎島委員】 ありがとうございます。いろんな

タイプの要配慮者について検討されたというこ

とで、検討した結果、どのような課題があった

のかというのをお聞かせいただければと思いま

す。 

【山口基地対策・国民保護課長】 今、要配慮者

の方の搬送について整理していく中で、課題と

して、例えばですけれども、やっぱり様々な輸

送手段というのが必要になってきます。船舶で

あるとか、先ほど申し上げたように、ヘリも必

要になってくるケースがあろうかと思っていま
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す。やはり、そういった輸送手段というものが

不足してくる場合の対策がまず課題としてある

かと考えております。 

 それから、重症の方で、船舶で搬送しないと

いけない、先ほど申し上げたようなストレッチ

ャー搬送の方とか寝たきりの方、航空機ではな

く船舶で搬送する方の場合、鹿児島港で船をつ

けて受け入れていくということになるんですけ

れども、やはり鹿児島県での受入れであるとか、

この鹿児島港以外の港湾の活用ということも必

要なのではないかという課題、それからあと、

社会福祉施設の空き状況、そういったものの把

握をどうするかとか、そういう課題が要配慮者

の受入れの検討の中ではあるのかなと考えてお

ります。 

【虎島委員】 ありがとうございます。先ほど課

題が出てきたということでございましたが、こ

の受入れに関しましては、医療機関であるとか、

介護施設というところの状況がしっかりと把握

できないといけないということですので、ぜひ

福祉保健部ともしっかり連携をしてやっていた

だきたいと思います。 

 また、この計画を見ていきますと、様々、い

ろんな課題がまだまだあるのかなと思います。

例えば、福岡空港に送られてしまっていると長

崎空港を活用できればいいんじゃないかという

気もしますけども、国の方がそういう計画であ

るということでございますけども、しっかりと

国とも連携というか要望を上げて、しっかりと

計画を作り上げていただければと思います。 

 もう国際情勢は、かなり世界中緊迫しており

まして、いつ何どき起こるか分からないという

中、まずは計画、準備が大事ということになり

ますので、しっかりとお願いいたします。 

 もう1点、原子力発電施設等立地地域の指定と

いうことで説明がありました。これ30キロ圏内

に拡大して指定されるということでございまし

た。今回、佐世保、平戸、松浦、壱岐に加えて、

佐々町も対象となるということでございます。

この指定について、市町のメリットと、もしデ

メリットがあるのであれば、それを教えてくだ

さい。 

【飛永防災企画課長】 原子力発電施設等立地地

域の指定につきましては、12月に国からの通知

がございまして、10キロ範囲から30キロ範囲に

拡大をされることが通知されたところでござい

ます。これに伴いまして、佐世保市、平戸市、

松浦市、壱岐市、それから佐々町につきまして、

この指定を受けられるように申出の準備を現在

いたしているところでございます。 

 こうした指定を受けた場合のメリットにつき

ましては、道路や港湾・漁港、消防施設、それ

から教育施設等々につきまして、国の補助につ

きまして、かさ上げが受けられる。また、補助

裏に対しましても、交付税措置がつけられると

いったメリットがございますので、ただいま申

出をしているとともに、その後、振興計画とい

うものをつくる必要がございますので、こちら

の振興計画の方にも、その対象となる施設につ

きましての記載をするようにしてまいりたいと

思ってございます。 

【虎島委員】 ありがとうございます。この振興

計画については、県が作成するということで、

市町には特に負担はないということでよろしい

でしょうか。 

【飛永防災企画課長】 振興計画につきましては、

県の方で案を作成いたしまして、国の方に提出

をいたします。その後、国の方で原子力立地会

議において審議を経た後、国の方で計画を決定

という手順になります。 
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 様々、市町に対しての一定の問合せなどは、

県の方からもさせていただいているところでご

ざいますけれども、作成に係る負担は、市町に

おいては特にないと理解をしてございます。 

【虎島委員】 ありがとうございます。これ指定

がされたからといってリスクがあるわけではな

くて、潜在的なリスクは評価されたということ

になると思いますので、振興につながるという

ことで、しっかりと対応いただければと思いま

す。 

 もう1点、先ほどのにゃーがのお話ありました

けども、私からもにゃーが。実は、にゃーがピ

ンバッジを購入いたしまして、私も微力ながら、

盛り上げに力になれればというふうに思ってお

ります。これフリー素材というか、ダウンロー

ドはフリーで、ＳＮＳの発信は自由であるとい

うことでありましたけれども、これを商業利用

するときの規定というのがあれば教えてくださ

い。 

【永川ながさきＰＲ戦略課長】 にゃーがにつき

ましては、新しいもの、変化をおこしていくも

のに使っていただくほかに、長崎の変や、にゃ

ーがそのものに興味を持っていただいた方に自

由なアイデアで使っていただきたいと思ってお

ります。 

 ご指摘の内容につきましては、公式サイトか

ら今、委員からお話ありましたように、画像の

ダウンロードが可能となっておりまして、商用

等にご利用いただく場合は、公式サイトからご

申請をいただきまして、我々事務局から利用承

諾を得ていただく必要がございます。 

【虎島委員】 それは一応審査という形になるん

でしょうか。これにはそぐわないというような

ものがあれば。 

【永川ながさきＰＲ戦略課長】 事務局の方で審

査いたしますが、ケース的には、ほぼ許可して

いる状態で、反社会的行為など公序良俗に反す

るようなものでなければ許可をさせていただく

ような方向でしております。 

【虎島委員】 ありがとうございます。もう1点

関連して。がんばくん、らんばちゃんですね。

がんばらんば国体から10年以上長崎を支えてき

てくれたゆるキャラで、私もスポーツやってい

ますので、非常に愛着はあるんですけども、そ

のすみ分けというか、がんばくん、らんばちゃ

んの今後について、来年度以降、考えがあれば

教えてください。 

【松浦広報課長】 がんばくんとらんばちゃんに

つきましては、広報課の方で所管をしておりま

すので、私の方からお答えをさせていただきま

す。 

 ご承知のとおり、平成26年に開催された長崎

がんばらんば国体大会のマスコットキャラクタ

ーとして活躍し、その後も、県主催の各種イベ

ント等に参加するなど、県の広報活動に取り組

んでもらっているところでございます。 

 にゃーがとのすみ分けということでお尋ねで

ございますが、がんばくん、らんばちゃんにつ

きましては、県内での知名度が昨年夏に取りま

したアンケートでも9割を超えておりまして、そ

の県内での認知度の高さを生かしまして、庁内

の各所属の要望等に応じながら、主に県の行事、

式典等で活用をしていければというふうに考え

ております。 

 にゃーがにつきましては、主として、先ほど

答弁がございましたとおり、変化やチャレンジ

を伴う新たな取組への活用を想定してございま

す。 

 また、福山雅治氏の絶大な知名度を生かしま

して、本県の魅力の発信等に活用していければ
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というふうに考えております。 

【虎島委員】 ありがとうございます。がんばく

ん、らんばちゃんファンも安心して、今後も会

えるということで、ありがとうございます。ぜ

ひ一緒に頑張っていただければと思います。 

 最後にもう1点、喫煙の話が盛り上がっており

ましたので、意見だけを言いたいと思いますけ

ども、ほかの自治体においては、喫煙後45分間

はエレベーターには乗らないと。望まない喫煙

を減らすという意味もあって、喫煙したら、そ

の後45分間も有毒ガスを出し続けているという

ことになっていますので、そこら辺もぜひ考え

ていただいて、今後の施策に生かしていただけ

ればと思います。よろしくお願いいたします。

【初手委員長】 ほかに質問ございませんか。 

【白川委員】 私からは、1点だけ、カスタマー

ハラスメントについてお尋ねをしたいと思いま

す。 

 こちらに記載がございますけども、具体的に

県庁職員さんが受けられたカスハラについて、

ご紹介できることがあれば教えてください。 

【井手新行政推進室長】 カスタマーハラスメン

トに関するご質問でございます。 

 昨年度、令和6年度でございますが、令和5年

度中にカスタマーハラスメントに当たると考え

られる行為のアンケートを取らせていただいて

おります。その中では、被害の状況といたしま

して、暴言や説教、複数回に及ぶクレーム等が

あったというふうにアンケートの中では回答が

あっております。 

【白川委員】 アンケートを実施いただいて、そ

の被害の状況についてお調べをいただいている

というところであると思います。 

 市町の行政の窓口よりは県は少ないのかなと

いう印象ではありますけども、その辺りはいか

がでしょうか。 

【井手新行政推進室長】 具体的に市町との比較

を行ったわけではございませんが、今先ほど申

し上げましたアンケートにおきましては、やっ

ぱり県民の皆様との接点が高い窓口業務を担っ

ている所属からのご報告があっているところで

ございます。 

 そういった意味では、県庁におきましては、

窓口業務が市町と比較いたしますと少のうござ

いますので、そういう推定ができるものかなと

考えております。 

【白川委員】 窓口業務だったり電話だったりで、

そういったハラスメントがあるというようなこ

とだとは想像いたしますけども、そういった中

で、対応マニュアルを作成して、また、併せて

弁護士の相談体制を構築していただいていると

いうことでありますけども、実際にカスタマー

ハラスメントを防止するという点も大事かなと

いうふうに思っておりまして、よく民間のそう

いったお店だったりとかに対しては、よくポス

ターが掲示されていて、こういうことはカスタ

マーハラスメントと言いますよというようなこ

とで、そういったお客様向けに、そういうこと

をしないでくださいというようなことが書いて

あるようなポスターをお見かけしたりするんで

すけども、そういった抑止といいますか、防止

に対して行われていることがあれば教えてくだ

さい。 

【井手新行政推進室長】 ポスターにつきまして

は、厚生労働省のほか、様々な素材が提供され

ているところでございます。一部、県庁の窓口

におきましても、利用がなされているというこ

とがございましたので、今年度に入りまして、

全所属に対して、その素材の提供を行いまして、

必要に応じてご活用いただくように周知を図っ
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たところでございます。振興局の窓口を中心に

掲載されているというふうに聞いております。 

【白川委員】 ありがとうございます。ポスター

についても、振興局窓口等で活用されていると

いうことで、そういった予防の中で、もう一つ

あと研修ですね。やはり、そういったコミュニ

ケーションが上手くいかないということで、そ

ういった怒りを買ってしまったりとかいうこと

になってくるのかなと思いますので、そういっ

た予防策の一つとして、研修などは行われてい

るんでしょうか。 

【井手新行政推進室長】 昨年度実施いたしまし

たアンケートの中におきましても、研修をご要

望されている所属も多かったことですから、今

年度、カスタマーハラスメント対応のクレーム

対応ということでの研修を行ってございます。

その中では、二次のクレームを起こさないよう

な対応を、品質向上といいますか、そういった

ものをするような対応を行うものであったり、

あとは、よりハードなクレームに対して、どう

いった組織的な対応を行っていけばよいのかと

いうことも含めて研修を行ってございます。こ

れにつきましては、次年度も引き続き実施して

まいりたいと考えております。 

【白川委員】 ありがとうございます。研修につ

いてもご要望があり、様々なレベルに応じてし

ていただいているということを確認させていた

だきました。 

 やはり、様々な県民の皆様と対応される窓口

業務の皆さんは、本当に対応は大変かと思いま

す。基本的なコミュニケーションも含めて、ま

た、カスタマーハラスメントを受けた場合の対

応策、例えば長い電話の切り方ですとか、非常

に難しい点も多いかと思いますけども、やはり、

そういった働く人たちの心身ともに安心安全と

いうのを職場内でもしっかり構築していただき

たいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

【初手委員長】 ほかに質問ございませんか。 

【畑島委員】 すみません、私の方からは、先般

リニューアルされた長崎県のホームページのこ

とについてお伺いしたいと思います。 

 まず、こちらリニューアルしたきっかけとい

うか目的ですけども、何かシステム上の更新だ

とか、そういった事務的なものによるものだっ

たのか、それとも何か戦略的な狙いがあるポジ

ティブな理由によるものなのか教えていただけ

ればと思います。 

【松浦広報課長】 今回のリニューアルの概要に

ついてご説明をさせていただきます。 

 長崎の公式ウェブサイトにつきましては、平

成25年に本格的なリニューアルを実施しまして、

それから10年以上が経過をしております。こう

した中、情報を探しづらい等の課題が見えてき

ましたことから、大幅なリニューアルに取り組

みまして、先般、新しいウェブサイトを公開し

たところでございます。 

 特徴でございますけれども、新たなウェブサ

イトにつきましては、デザインや情報分類の見

直しに加えまして、県が実施しておりますイベ

ント等の情報を発信するイベントカレンダーを

新設いたしました。また、閲覧しているページ

と関連するページを自動的に案内するレコメン

ド機能を導入いたしまして、閲覧者が必要な情

報をより探しやすくなるような工夫をしている

ところでございます。引き続き、県内外の多く

の皆様に本県の情報をお届けできますよう、分

かりやすく、お役に立つ情報の発信に努めてま

いりたいと考えております。 

【畑島委員】 ありがとうございます。今の言及



令和８年３月定例会総務委員会・予算決算委員会総務分科会（３月２５日） 

- 117 - 

にありました。まさに新しく新設されたイベン

トカレンダーなんですけども、今、もし皆様、

お手元のタブレットをご覧だったら見ていただ

ければと思いますが、現時点で真っさらなんで

す。何も掲載されていない状況でございまして、

一応、種別を見ますと、イベント・募集・試験・

その他みたいなカテゴリーが準備されているの

で、リニューアルされたばかりなので、これか

ら充実するのかなとは思いつつも、今後具体的

にどのようなものを、イベントであったりとか、

募集であったりとかを掲載していく予定でしょ

うか。 

【松浦広報課長】 ご覧いただきありがとうござ

います。イベントカレンダー、おっしゃるとお

り、真っさらではございますが、こちらの不具

合ではございません。入力がまだ至っていない

というところが原因でございます。ですので、

こちらで、例えば県政記者クラブへ提供される

情報とか、そういったものをこちらでも把握を

しながら、積極的に所管課の方に入力を働きか

けていきたいというふうに考えているところで

ございます。 

【畑島委員】 せっかく新設されていますイベン

トカレンダー、しかもこれ見ますと、最初のト

ップページの3分の1ぐらいの面積を使っている

んですよね。その中の3分の1の部分が今何も機

能してないという状況になりますので、速やか

に充実してほしいなといったところがございま

す。 

 今お聞きしましたところ、各入力は所管課に

お任せするという形になろうかと思いますけど

も、そこについても、マニュアルや手続等で徹

底しないと、恐らく優先順位は低いかなと思い

ますので、各所管からするとですね。その辺り

も気をつけていただきたいなというところがご

ざいます。 

 もう一つちょっとお聞きしたいんですけども、

この県のホームページというものに対して、今、

具体的にアクセスしてるような人たちが、どう

いった属性であったり、どういった地域の方々

であったりとかが分かれば教えていただきたい

ことが一つ。もし把握されていないにしても、

今後どういった人たちにアプローチしていきた

いのかといったところの狙いについて教えてい

ただければと思います。 

【松浦広報課長】 県公式ウェブサイトのトップ

ページへのアクセス件数でございますけども、

令和6年度の実績でございますが、170万件余り

となっております。そのうちの属性ですが、す

みません。性別等々はちょっとこちらで把握で

きないんですけれども、県内・県外で申します

と、県内の方が約4割、県外の方が、おおむね6

割程度ということで把握をさせていただいてお

ります。 

 また、これはちょっと年度が替わりますけど

も、令和3年のデータになります。令和3年11月

から1年間のアクセスログを解析しましたとこ

ろ、アクセス端末につきましては、モバイルの

方が6割、パソコンの方は4割足らずということ

に結果が出ておりますので、そうした状況を踏

まえながら、どういった方に、どういった内容

を伝えていくのが効果的なのか、そこを踏まえ

た上で、情報発信に引き続き努めてまいりたい

というふうに考えております。 

【畑島委員】 県外の方が僅かに多いということ

で、とんとんぐらい。でも県外の人たちがそれ

だけ見てるということが多いかなと思っており

ます。何でこんなことを申し上げたかと申し上

げますと、各市町も、当然自分たちのホームペ

ージを持っているわけです。恐らくそこにお住
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まいの方々、私なんかだと対馬市のことで自分

の生活上のことはまず対馬市のホームページを

見ると思うんです。また、イベントにつきまし

ても、自分の近くの近隣地域で何が起こってる

かなというときは、多分市のホームページを先

に見ると思うんです。県のホームページを見て、

長崎県は非常に広いですので、例えば、対馬の

人が長崎県のホームページを見て、五島で何か

やってる、島原で何かやってるというのを、そ

れを把握したところで、すぐにそこに向かえる

わけではございません。そう考えてみると、県

全体のこの広範囲なイベントを網羅的に掲載を

することっていうことの意義自体が本当に必要

なのかなというのは、戦略的に考えないと生じ

てくるのかなと思います。 

 今、県外からのアクセスが多いということで

したけども、県外の人からしてみると、恐らく、

まず長崎県にアクセスするんじゃないかなと。

恐らく、自分が行く先でやってるイベントが長

崎市が主催しているのか、西海市が主催してる

のか、長与町、時津町がやってるのかというこ

とは恐らく関係ない。そうなってくると、県単

位で見てくるというような形で、恐らく県外の

方々のアクセスが多くなってきて、そちらに対

する意識したメッセージといいますか、広報を

打っていく必要があるのかなと思っております

ので、その辺りについては、この市町のホーム

ページで取得するもの、長崎県のホームページ

で発信して意味があるものといったところを意

識していただいて、ぜひ今後役立てていただき

たいなと思っております。 

 先ほど申し上げましたけど、現時点において

は、ここのトップページにアクセスして3分の1

の面積を占めるカレンダーを見て、県外の人が

何を思うかと言いますと、長崎県って何もやっ

てないんだなって思うと思うんです。そうした

ところをぜひ早急に解消いただいて、かつ積極

的、プラスに活用していただけるような形に改

善していただければと思います。 

【初手委員長】 ほかに質問ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【初手委員長】 ほかに質問がないようですので、

秘書・広報戦略部、総務部及び危機管理部関係

の審査結果について整理したいと思います。 

 しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 ２時１０分 休憩 ― 

― 午後 ２時１０分 再開 ― 
 

【初手委員長】 再開いたします。 

 これをもちまして、秘書・広報戦略部、総務

部及び危機管理部関係の審査を終了いたします。 

 引き続き、委員間討議を行います。 

 理事者の皆様の退席のため、しばらく休憩い

たします。 
 

― 午後 ２時１０分 休憩 ― 

― 午後 ２時１３分 再開 ― 
 

【初手委員長】 それでは、委員会を再開いたし

ます。 

 閉会中の委員会活動について協議をしたいと

思いますので、しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 ２時１３分 休憩 ― 

― 午後 ２時１５分 再開 ― 
 

【初手委員長】 それでは、委員会を再開をいた

します。 

 閉会中の委員会活動について、何かご意見は

ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【初手委員長】 それでは、正副委員長にご一任
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願いたいと存じます。 

 以上をもちまして、総務委員会及び予算決算

委員会総務分科会を閉会をいたします。 

 大変お疲れさまでした。 
  

― 午後 ２時１５分 閉会 ― 
 

 



総務委員会委員長 初手　安幸

　　　　議長　　徳永　達也　　様議長 外間　雅広　　様

１　議　　案

審査結果

長崎県公益認定等審議会条例の一部を改正する条例 原 案 可 決

職員の旅費に関する条例等の一部を改正する条例（関係
分）

原 案 可 決

長崎県個人情報の保護に関する法律施行条例の一部を改
正する条例

原 案 可 決

長崎県行政手続における特定の個人を識別するための番
号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特
定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例

原 案 可 決

長崎県住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例 原 案 可 決

包括外部監査契約の締結について 原 案 可 決

契約の締結について 原 案 可 決

計  ７件  (原案可決  ７件）

第 15 号 議 案

第 16 号 議 案

第 36 号 議 案

第 17 号 議 案

第 18 号 議 案

第 19 号 議 案

第 35 号 議 案

総 務 委 員 会 審 査 結 果 報 告 書

　本委員会に付託された事件について審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。

令和8年3月25日

記

番　　　号 件　　　　　　　　　　　　　　　　名
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